
平成21年度

全国医師会勤務医部会連絡協議会
報　告　書

メインテーマ

「今こそ目指そう　医療崩壊から医療再生へ」

期　日：平成21年11月28日（土）
会　場：ホテル一畑　平安の間
主　催：日本医師会
担　当：島根県医師会



　中国地方の北側に位置する島根県は、日本海の豊かな恵みと、大陸文化の交
流により栄えてきました。東西に約230キロメートルという長い県土は、出
雲、石見、隠岐という３つの地域からなり、それぞれに豊かな特色を持ってい
ます。
　写真は宍道湖上より撮影した松江市街。宍道湖と中海を結び、松江市を２分
する大橋川には西側から宍道湖大橋、松江大橋、新大橋、くにびき大橋、中海
大橋が架けられている。写真左部は宍道湖大橋。

（撮影：島根県医師会長　田代　收）

《表紙写真》
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◆開催要項

平成21年度全国医師会勤務医部会連絡協議会

開 催 要 綱

メインテーマ

｢今こそ目指そう 医療崩壊から医療再生へ｣

１. 開催日時 平成21年11月28日 (土) 10：00～17：30

２. 会 場 ホテル一畑 平安の間
島根県松江市千鳥町30
ＴＥＬ 0852－22－0188

３. 主 催 日本医師会
東京都文京区本駒込2丁目28番地16号
ＴＥＬ 03－3946－2121

４. 担 当 島根県医師会
島根県松江市袖師町1番31号
ＴＥＬ 0852－21－3454

５. 参 加 者 全国医師会勤務医部会関係者及び医師会員とその関係者
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◆平成21年度全国医師会勤務医部会連絡協議会

日 時 平成21年11月28日 (土) 10時～
場 所 ホテル一畑 平安の間
主 催 日本医師会
担 当 島根県医師会

メインテーマ ｢今こそ目指そう 医療崩壊から医療再生へ｣

総合司会 島根県医師会副会長 佐 藤 充 男
受 付 09：00～10：00

開 会 10：00 島根県医師会副会長 沖 田 瑛 一
挨 拶 日本医師会長 唐 澤 � 人

島根県医師会長 田 代 收
来賓祝辞 島根県知事 溝 口 善兵衛

松江市長 松 浦 正 敬

特別講演１ 10：20～11：05

｢日本の医療を守るために －今こそ医師の大同団結を－｣

日本医師会長 唐 澤 � 人
座 長 島根県医師会副会長 加 藤 哲 夫

～～～ (休 憩) 11：05～11：15 ～～～

特別講演２ 11：15～12：05

｢社会が医療に求めるもの｣

名城大学教授・コンプライアンス研究センター長 郷 原 信 郎
座 長 島根県医師会理事 益 田 順 一

次期担当県挨拶 12：05～12：10

栃木県医師会長 � 島 三 喜

～～～ (昼 食) 12：10～13：00 ～～～

報 告 13：00～13：30

｢日本医師会勤務医委員会報告｣

日本医師会勤務医委員会委員長 池 田 俊 彦
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報 告 13：30～13：50

｢島根県医師会勤務医アンケート調査報告｣

島根県医師会勤務医部会委員 � 公 平

～～～ (休 憩) 13：50～14：00 ～～～

特別講演３ 14：00～14：50

｢生命
いのち

輝かそう日本の勤務医｣

－低医療費政策を乗り越えて－ (安全で快適な医療を目指す一
いち

地方病院の試み)

全国自治体病院協議会会長 邉 見 公 雄
座 長 島根県医師会勤務医部会委員 武 田 博 士

～～～ (休 憩) 14：50～15：00 ～～～

シンポジウム 15：00～17：30

｢勤務医をめぐる諸問題｣

座 長 島根県医師会常任理事 錦 織 優
島根県医師会勤務医部会委員 河 野 龍之助

(１) 地域医療の立場から 国立病院機構浜田医療センター院長 日 野 理 彦
(２) 医育機関の立場から 島根大学医学部地域医療教育学講座教授 熊 倉 俊 一
(３) 女性医師の立場から 島根大学医学部放射線医学講座がん放射線治療教育学教授 内 田 伸 恵
(４) 県行政の立場から 島根県健康福祉部医療企画監 木 村 清 志

コメンテーター 日本医師会常任理事 三 上 裕 司

島根宣言採択 島根県医師会勤務医部会委員 岡 田 和 悟

閉 会 17：30 島根県医師会副会長 沖 田 瑛 一

～～～ (休 憩) 17：30～18：00 ～～～

懇 親 会 18：00～19：30

アトラクション

司 会 島根県医師会副会長 佐 藤 充 男
挨 拶 日本医師会長 唐 澤 � 人

島根県医師会副会長 加 藤 哲 夫
乾 杯 栃木県医師会長 � 島 三 喜
閉 会 島根県医師会副会長 佐 藤 充 男



� � 10：00～10：20

総合司会 島根県医師会副会長 � � � �
開 会 島根県医師会副会長 � � � �
主催者挨拶 日本医師会長 � � � �
担当県挨拶 島根県医師会長 � � �
来 賓 祝 辞 島根県知事 � � ���

松江市長 � � � �
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◆開 会 ����
島根県医師会副会長 � � � �

� �
島根県医師会副会長 � � � �

ただいまから平成21年度全国医師会勤務医部会連

絡協議会の開会式を行います｡

司会は､ 私､ 島根県医師会副会長の佐藤が務めさ

せていただきます｡ よろしく御協力をお願いいたし

ます｡

それでは､ 島根県医師会副会長､ 沖田瑛一より開

会の言葉を申し上げます｡

本日は､ あいにくの天候でございますけれども､

全国より早朝からこの松江市にお集まりいただき､

ありがとうございました｡

ただいまから平成21年度全国医師会勤務医部会連

絡協議会を開催いたします｡



ただいま紹介いただきました日本医師会長の唐澤

でございます｡

今日は､ あいにくの雨模様となりましたが､ しか

し､ 雨に煙る宍道湖を見ながら､ 綺麗だなあと思っ

ております｡ 皆さんも同じ思いかと思います｡

平成21年度全国医師会勤務医部会連絡協議会の開

会に当たり､ 主催者を代表いたしまして､ 一言ご挨

拶申し上げます｡

本連絡協議会は､ おかげさまで今年度で30回目の

開催を迎えることとなりました｡ 昭和56年の発足当

初は､ 勤務医の先生方の大変な御苦労､ 御尽力によ

り､ 勤務医部会を有する医師会の持ち回りで開催さ

れていましたが､ 平成３年度からは日本医師会が主

催し､ 開催県医師会に協議会の実施､ 運営を御担当

いただく現在の形式となっております｡ この間､ 病

院勤務医と診療所医師の大同団結を目指し､ 病院勤

務医の組織､ 役割､ 生涯教育､ 機能分化､ さらには

過重労働や女性医師の就労に関する諸問題など､ 多

岐にわたる重要課題に取り組み､ 着実に成果を上げ

てまいりました｡

また､ 近年では埼玉宣言､ 沖縄宣言､ そして昨年

度の千葉宣言といったメッセージが関係各方面にも

発信され､ 本会が政府に対して政策提言を行う際の

大きな力にもなっております｡ これもひとえに都道

府県医師会を初め､ 勤務医部会関係者の御協力のた

まものであると敬意を表する次第でございます｡

さて､ 今夏の衆議院議員選挙によって民主党が政

権与党となりました｡ 本会は､ これまでも国民が安

心できる最善の医療を目指すという観点から､ 政府

に対してさまざまな政策提言を行ってまいりました

が､ 政権与党の交代をもって､ あるべき医療の姿が

変わるわけではございません｡ 今後も引き続き国民

の幸せを支える医療であるために､ 自立した医療提

供体制の構築を目指し､ 政策提言を行ってまいりた

いと考えております｡

本日御出席の先生方も御承知のこととは存じます

が､ 本会は会員の約半数が病院勤務医でございまし

て､ 病院勤務医や診療所医師といった区別のない､

すべての医師を代表する団体でございます｡ そして､

本協議会メインテーマの ｢今こそ目指そう 医療崩

壊から医療再生へ｣ を実現するためには､ まずは病

院勤務医が安心して働ける医療環境を整えることが

大切であり､ そのためには診療報酬を初めとするさ

まざまな財政支援が必要であると認識しております｡

病院勤務医､ 診療所医師が置かれる立場により､

幾つかの問題においてはその認識がそれぞれ異なる

こと自体はある意味当然のことではございますが､

医療が直面しているこの重大局面においては､ それ

ぞれの立場を超えて十分に議論を重ね､ 互いに共通

の認識を醸成し､ 医師会を中心に一丸となって対処

することが不可欠でございます｡ 本会といたしまし

ても､ 病院勤務医支援を広報活動の主軸の一つとし

てより明確化していくとともに､ 勤務医の健康支援

に関するプロジェクト委員会が実施したアンケート

調査､ さらには同調査結果をもとに作成した ｢医師
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◆開 会 �����
日本医師会長 � � � �



が元気に働くための７カ条｣､ ｢勤務医の健康を守る

病院７カ条｣ 等を広く周知するなどして､ さらなる

病院勤務医の支援を促進していきたいと考えており

ます｡ 本日御出席の先生方におかれましては､ 本会

の活動につきまして一層の御理解と御協力を賜りま

すようお願い申し上げます｡

結びに当たり､ 改めまして､ ここに本年度の協議

会の開催に係る準備､ 運営のすべてを御担当いただ

きました島根県医師会の田代收会長先生を初め役職

員の皆様に衷心より感謝申し上げますとともに､ 本

日の協議会が実り多いものになりますように祈念い

たしまして､ また､ 本日御出席の皆様の一層の御健

勝と御活躍を祈念いたしまして､ 簡単ですが､ 挨拶

にかえさせていただきます｡ よろしくお願いいたし

ます｡
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平成21年度の全国医師会勤務医部会連絡協議会の

開催に当たりまして､ 担当県といたしまして､ 歓迎

のご挨拶を申し上げます｡

本日の協議会は､ 30回目を迎えまして､ このたび

島根の地で開催できますことを大変光栄に存じてお

ります｡

また､ 本日は来賓といたしまして御出席をいただ

きました島根県知事 溝口善兵衛様､ また松江市長

の松浦正敬様に､ 高所からではございますけれども､

厚く御礼を申し上げます｡ ありがとうございました｡

さて､ 島根県医師会では､ 平成４年度に勤務医構

成率が49.9％となったのを機会に勤務医部会を設立

いたしました｡ そして地域医療､ 地域医師会での勤

務医の果たす重要性にかんがみまして､ その啓発活

動に努めてまいりました｡ 現在は本会会員の55.2％

を勤務医が占めております｡ 医師会活動における勤

務医の協力は不可欠となっております｡ また､ 勤務

医が都市部の病院に多く流れる中で､ 本会では毎年､

県内の１年次の研修医の先生方を対象にいたしまし

て､ 医の倫理､ 島根の地域医療､ そして医師会活動

等への理解を深めていただくための懇談会を開催い

たしております｡ 地域医療の充実に全力を挙げて取

り組んでいるわけでございます｡

国民の健康と生命を守る社会保障制度が､ 今､ 大

きく揺らぎつつあります｡ 本年度は政権交代もござ

いました｡ 診療報酬の適切な改正､ レセプトオンラ

イン請求の義務化等､ 医療政策基盤整備・再構築に

向けた大変重要な年になります｡

このような状況を踏まえまして､ 本協議会におけ

る特別講演では､ 日本医師会会長 唐澤�人先生よ
り ｢日本の医療を守るために－今こそ医師の大同団

結を－｣ と題しまして､ また名城大学教授・同コン

プライアンス研究センター長の郷原信郎先生より

｢社会が医療に求めるもの｣ と題しまして､ また全

国自治体病院協議会会長の邉見公雄先生より ｢生命

(いのち) 輝かそう日本の勤務医－低医療費政策を

乗り越えて－｣ と題しまして､ 安全で快適な医療を

目指す一地方病院での試みについての御講演をいた

だくことにしております｡

メインテーマの ｢今こそ目指そう 医療崩壊から

医療再生へ｣ は､ 今まで語り尽くされてまいりまし

た勤務医の置かれています昨今の厳しい現状を踏ま

えまして､ 勤務医にとって明るい光の見える協議会

とするべく設定をいたしたわけでございます｡

また､ シンポジウムでは ｢勤務医をめぐる諸問題｣

と題しまして､ その具体的な取り組みに焦点を当て､

各それぞれの立場からの発表､ 討論を行い､ 医療再

生への道筋を見出せるよう企画いたしました｡

本日の協議会が､ 勤務医の明るい未来を示唆する

ことのできる有益な協議会になることを期待申し上

げまして､ 御参会の皆様の今後益々の御活躍と御健

勝を祈念いたしまして､ 挨拶といたします｡
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島根県医師会長 � � �◆開 会



ご紹介いただきました､ 島根県知事の溝口でござ

います｡

本日は､ 全国医師会勤務医部会の連絡協議会が､

ここ島根､ 松江の地でこのように盛大に開かれます

ことを､ 心からお喜び申し上げます｡ また､ 全国各

地から大勢の皆様にこの地においでいただき､ 地元

の知事としまして心より歓迎を申し上げます｡

島根県は､ ご承知のように少子高齢化が全国で最

も進んだ県でございます｡ 島根県の中には､ 離島が

ありへき地があるわけでございますが､ そこには元

気な高齢者の方もたくさんおられるわけでございま

す｡

へき地医療は､ 島根ではほとんど公的な医療機関

によって提供されておりますが､ そういうところが

今､ 押し並べて医師不足という大きな問題に直面を

しているわけでございます｡

知事の仕事として取り組むべき課題はいろいろあ

りますが､ その中で地域医療の確保は最も重要な課

題の一つでございます｡ この問題は､ 大抵の場合､

緊急性を帯びて発生しております｡ 知事になってす

ぐでしたが､ 隠岐の島で産婦人科の医師が足りなく

なり､ 難しい出産は島ではなく本土の方に一ヶ月ぐ

らい前に行って､ そこで出産をしなければならなく

なったとか､ あるいは､ 精神科のお医者さんが不足

して精神科が維持できないという問題が出てきまし

た｡ そうなると､ 患者さんを船で本土に連れてこな

ければならない｡ それはなかなか大変だということ

で､ 精神科のお医者さんを確保するために県も医師

会と一緒になって対応いたしました｡ また､ 県の西

部では､ 圏域の拠点病院であってもお医者さんが不

足して､ 産科を維持することが難しいということが

起こりますし､ さらに他の拠点病院においても外科

を存続することが難しいという問題も起きました｡

そのためどうやってお医者さんを確保するかといっ

たようなことが大きな問題になります｡ そういう問

題は､ 私のところまですぐ上がってきて､ 健康福祉

部長などと相談し､ 対応するといったようなことで

ございます｡

県におきましては､ 島根大学医学部､ 圏域の主要

な病院､ それから日赤などの公的病院等と協調し､

相談しながらこうしたいろいろな問題に対応してい

るところであります｡

初期臨床研修制度の導入が､ やはり､ こうした問

題を起こしているように思います｡ かつては医局の

体制でお医者さんを地域に派遣する仕組みがあった

わけでございますが､ そういうことがうまくできな

くなり､ それに代わる仕組みがまだ十分構築されて

いないような感じを､ 私どもは持つのでございます｡

流れがそういう風になっておりますので､ 県では奨

学金を貸与してお医者さんに一定期間､ 県内でお勤

めいただくというようなことをやっておりますが､

やはり地域医療の確保のために公的な支援を､ 全国

的に国が考えなければならない時期に入ったのでは

ないかという風に感ずるのであります｡

ちょっと長くなって恐縮でございますが､ 教育な
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どでは40人学級というのがございますが､ 全国どこ

でも､ 生徒数が少なくても､ 学校はちゃんと公的な

負担で存在しているのでありまして､ 先生の給与等

も公的な負担がなされているわけでございます｡

医療は､ かつては､ 今のような厳しい医師不足と

いったことはなかったと思いますが､ こういうこと

が起こるような状況になっておるわけでございます｡

行き届かないところに目を配るというのが国の大き

な役割でございますから､ やはり国全体として考え

ていただきたいと､ 私どもも国に対して申し上げて

いるわけでございます｡ ぜひ､ 皆様方､ 医師会にお

かれましても､ そういう実態をよくお考えいただき､

対応をご検討いただきたいと思うわけでございます｡

本日は､ 医療の崩壊から医療の再生というテーマ

で議論がなされると聞いております｡ ぜひとも今回

の議論が実りの多いものになりますよう期待をする

次第でございます｡

かたい話を申し上げてまいりましたが､ 島根は豊

かな自然が残っております｡ それから古き良き文化

がいろいろなところに残っております｡ 出雲の地は

日本の神話のふるさとと言われておりますように､

いわば日本のルーツのようなところがあるわけでご

ざいます｡ ぜひこの機会にこの地の歴史､ 文化､ あ

るいはそういう豊かな自然の中で育まれております

豊かな食材なども楽しまれまして､ ぜひ今大会が皆

様方にとりまして思い出深いものになりますようご

期待を申し上げます｡

皆様方のますますのご発展とご健勝をお祈り申し

上げまして､ 地元の知事としての歓迎のご挨拶とい

たします｡

本日は､ 誠におめでとうございます｡
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地元の市長をしております松浦でございます｡

今日は､ 勤務医の皆様方の本協議会をこの松江で

開催をしていただき､ そしてたくさんの皆様方が全

国から御参加を賜りまして､ 誠にありがとうござい

ます｡ 松江市民を代表いたしまして､ 本当に感謝を

申し上げる次第でございます｡

今､ 知事さんの方から､ 勤務医の皆様方の実態等々

につきましてお話があったわけでございます｡ 私ど

も市の最大の任務というのは､ そこに住んでいる市

民の皆さん方の安全・安心というものを守っていく

ということが､ これが最大の使命なわけでございま

す｡ その中でも､ 皆さん方の命､ 健康というものを

守っていくということは大変大事でございますので､

私たちは４年ほど前でございましたけれども､ 市立

病院を新しく建て直したわけでございます｡ 今日お

見えになっております錦織院長さんを初めとして､

今､ この病院で大変頑張っていただいているところ

でございます｡ この病院は､ 全部で27科目ございま

して､ そして470床を擁する地域の中核病院という

役割を果たしているわけでございます｡

今､ それぞれの地域で病院の医師不足ということ

が言われているわけでございますが､ 私は､ 二､ 三

年前までは､ まさか松江のこの病院はそんなことは

ないだろうというふうに思っていたわけでございま

すけれども､ 最近では内科､ それから脳神経外科､

放射線科などにおきまして７名の医師が不足をして

いるというふうな状況になっております｡ 幸い鳥取

大学あるいは島根大学の医学部の方からのいろいろ

な御支援をいただきまして､ 何とかやっているわけ

でございますけれども､ これも今後､ ますます深刻

な状況というのは松江においても同じような状況と

いうのがあるということでございます｡ 是非今日の

協議会におきまして､ 皆様方にどうしたらこうした

医師不足､ そうしたものを解消することが可能なの

かということを皆様方の中でぜひ御議論をいただい

て､ 私どもにできることをまた教えていただければ､

アドバイスをいただければというふうに思っている

ところでございます｡

この松江は､ 今､ 知事さんからもお話がございま

したように､ ちょうど開府400年祭ということをやっ

ております｡ この松江の町ができまして､ お城を中

心にした町でございますけれども､ ちょうど400年

たったわけでございます｡ 400年前に堀尾吉晴とい

う武将がこの松江のお城を築いて､ ５年間で築いた

ということでございますので､ 今､ 2007年から2011

年にかけて５年間でございますけれども､ ５年間､

400年祭ということをやっております｡ 毎年､ いろ

いろなイベント等々もやりながら､ たくさんの皆様

方にお楽しみをいただいておりますけれども､ 何と

いいましても松江の特徴というのはお茶の文化でご

ざいます｡ そして､ そのお茶につきものの和菓子が

大変有名なところでございます｡ ぜひ皆様方には､

この会議の合間に松江の､ いろんなところでお茶を

召し上がることができます､ ぜひお茶とお菓子を味

わっていただきたいというふうに思います｡
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それから､ 松江の花は牡丹でございます｡ この牡

丹は､ 年間200万本生産をしている､ これは世界一

の生産地でございますけれども､ それに加えて､ い

つでも注文したときにその牡丹の花を咲かせること

ができるという技術を持っております｡ 普通の牡丹

は大体５月の連休頃に咲くわけでございますけれど

も､ 今のようなこういった冬の時代も､ 皆様方の誕

生日とか､ そうしたときに合わせて咲いた牡丹をお

届けするということができるわけでございますので､

ぜひ皆様方､ また御注文をいただきたいというふう

に思っております｡

また､ 大変酒のおいしいところでもございますの

で､ 是非今日の夜でも町中に出ていただいて､ 松江

の町を楽しんでいただければというふうに思ってお

ります｡

皆様方の､ 今日､ これからの大会が本当に実りの

多いものになりますように御祈念申し上げまして､

歓迎のご挨拶とさせていただきたいと思います｡

本日は､ おめでとうございました｡

― 14 ―

◆開 会



����� 10：20～11：05

｢日本の医療を守るために －今こそ医師の大同団結を－｣

講師：日 本 医 師 会 長 � � � �
座長：島根県医師会副会長 � � � �



御紹介いただきました島根県医師会副会長の加藤

哲夫と申します｡ 特別講演１､ 唐澤会長の座長を務

めさせていただきます｡

それでは､ ただいまより ｢日本の医療を守るため

に－今こそ医師の大同団結を－｣ と題しまして､ 日

本医師会会長､ 唐澤�人先生より御講演をいただき
ます｡

ここで､ 唐澤先生を御紹介させていただくところ

でございますが､ 唐澤会長を御存じでない方は､ 恐

らくいらっしゃらないと思います｡ また､ 協議会の

大会誌に略歴を紹介しておりますので､ 略歴につき

ましても省略をさせていただきたいと思います｡

それでは､ 早速講演をお願いしたいと思います｡

唐澤会長､ よろしくお願いいたします｡

私は､ 昭和43年に大学を出ました｡ 当時は､ 大学

紛争のさなか､ 44年が東大安田講堂事件でございま

すので､ その前の年ですから大変な時代でございま

した｡ 私の勤務医歴とか､ 研究歴というのは､ 両方

足しても10数年だと思います｡ 昭和49年から医師会

活動を手伝えということで､ 兄の遺志を継いで医師

会活動を手伝ってまいりましたが､ 30数年たち､ か

ような仕儀になりました｡ したがいまして､ 誠に僣

越な言葉を発するかもしれません､ やたら勤務医､

勤務医と発するとか､ 大変失礼かと思いますが､ 私

は自分が経験者ですからお許しいただきたいと思い

ます｡ よろしくお願いいたします｡

それでは､ スライドを26枚用意いたしましたので､

それに従いまして､ 時間に制限がございますから少

し早口になりますが､ ご説明させていただきます｡

まず､ 医療再生と申しますか､ 破壊された医療､

あるいは医療崩壊という状況で､ 先ほど溝口知事様

も､ それから松浦市長様もおっしゃっておられまし

たが､ 市民病院というか､ 市立病院をおつくりになっ
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たと､ 誠に医師が不足しているということでござい

ますので､ 島根県の実情をかいま見るということが

できました｡ 今日は相当重要なメッセージが発せる

だろうと思っておりますし､ この時間も重要だと思っ

て認識しておりますので､ 十分に緊張し､ 気合いを

入れてお話を申し上げたいと思います｡

それでは､ スライドを進めてまいります｡

これは､ 実は西暦2000年以降､ 政府が行いました

医療に対する医療政策､ 医療削減政策といいますか､

財政優先の政策でありまして､ このころは公共事業

とか､ こちらも道路が立派になっておりますし､ い

ろんなところでインフラストラクチャーの整備が進

みました｡ しかし､ その間､ 医療に対する目配りは

非常に弱かったと思っております｡

2002年､ 実は2.7％の医療費が削られましたし､

それから2004年はプラマイ・ゼロなどと言っていま

すが､ 実はほとんど医療費が伸びていくのに合わさ

ないということですから､ 財源の手当てなしの中で

放置された｡ それで次､ 2006年に､ これはマイナス

3.16％ということで､ 医療本体はマイナス1.36％の

削減ということになりましたし､ 薬価と合わせて

3.16という途方もない医療費が削られたわけであり

ます｡

こういう状況の中で､ 前回はどうかというと､ 本

体がプラス0.38ですから､ 微々たるようなところで､

恐らくこれは特別､ 医療費が毎年３％伸びるという

厚生労働省の試算もありますが､ 日本医師会も２％

から３％近く伸びると言っていますので､ その中で

これくらいのものは､ もうほとんど医療費を拡充し

たとは言えません｡ しかも薬価､ 材料価格を削りま

したから､ トータルではマイナス0.82％でありまし

た｡

このような状況の中で我々は医療を遂行してきた

わけですが､ 医療の現場にものすごい負担をかけて

いると､ 医療機関も大変疲弊しているし､ そこにい

らっしゃる医療従事者､ 特に勤務医の先生､ それか

ら看護師さん､ あるいはさまざまな医療専門職種の

皆さんが大変な疲弊をしたということであります｡

そして､ 毎年2,200億円ずつ社会保障費増を削って

いこうという話がありますが､ これの６割以上が医

療費でありますので､ これも削減するということに

なりますと､ 自然増も削るということになりますの

で､ 相当ダメージが大きくなる｡ 先に結論を申し上

げますが､ この医療費削減政策､ これが今日の医療

のこの疲弊を招いたと思っております｡ 何としても

財政出動をしなくてはなりません｡ これには我々､

不退転の決意で対応しておりますが､ なかなか今の

不況状況とかいろんなことを言いまして､ 不況が医

療に関係あるかというような大命題もありますが､

そういうことでなかなか進展いたしません｡ ぜひ先

生方のお力添えを賜りたいと思っております｡

次に参ります｡

そこで､ 医療崩壊のあらましであります｡ なぜ医

療崩壊が起こったのか｡ もう結論を申し上げました
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◆特別講演１



からくどくど申し上げませんが､ 直接的にはもちろ

ん､ 一番上の２列目にありますとおり医療費削減政

策でありますが､ それ以前に､ もともと医師数が日

本は少なかったということがあります｡ そこで､ 後

で出てまいりますが､ 1960年ごろは諸外国と日本の

医師数は人口1,000人対何人と､ 国民に対する医師

の数は大体相拮抗していたように思いますが､ その

後､ 諸外国は医療の高度化､ あるいはさまざまな医

療需要の増加､ それから国民の医療ニーズというよ

うなことで医師を増やそうという政策をとっておら

れまして､ 英国の例を引くまでもありませんが､ 相

当財政出動を行い､ 医師を増やし､ そして備えた｡

その結果がついに､ 西暦2000年には外国は対人口

1,000人で３人を超す､ OECDの平均が３人を超し

ている｡ 日本はようやく２人を西暦2000年に超えた

かどうかというところでありました｡

次に間接的要因でありますが､ これは､ 医療削減

政策かどうかわかりませんが､ とにかく医療の進歩

で､ そう入院期間は長くなくても大丈夫だというよ

うなことが見込めたのかもしれませんが､ とにかく

平均在院日数を減らさなくては診療報酬が上がらな

いというような制度改正が行われ､ それによりまし

て､ 恐らく現場ではものすごい負担がかかり始めた

というふうに思います｡ しかも､ それがいわゆる受

け皿と申しますか､ そういうのがない中で急性期医

療なども無理やり進めると､ どういうことが起きる

かは､ もう先生方も専門家ですからおわかりのとお

り､ 大変に現場に疲弊を来たしたということであり

ます｡

それから､ 高度化もよろしいのですが､ 電子カル

テ､ あるいはさまざまな医療技術の開発によりまし

て､ 検査に対してもオーダリングシステムとか､ 薬

剤のいわゆる処方についても､ 医師が全部行わなく

てはならないというので､ そういうシステムに対し

ての非常に負担が増えてきたということでありましょ

う｡

それから､ 医療の中で､ 例のインフォームド・コ

ンセントと申しますか､ とにかく結果がうまくいっ

ても､ 言ったことと結果が違えば大変なことになる

というような､ 何かいわゆる医師に対する見方も､

大分世の中が変わってきたなという中での医療提供

ですから､ 大変な思いをされているという時代になっ

ていると思います｡

それから､ 長く診療時間をかけられない｡ ３時間

待ちの３分診療などと悪口を言われますが､ しかし､

本当にその３分間でも凝縮した時間で医療を提供す

るという誠心誠意を込めた医療提供にもかかわらず､

十分に評価されないというようなこともあります｡

そこで､ 病院の先生方も､ 病院の経営側の先生方

も努力したと｡ しかし､ 何としても医業経営財源､

医療機関を維持していくための財源が少ないという

中の医療提供ですから､ どうしても医療従事者とい

いますか､ そこで働いていらっしゃる方々には十分

な手当てができない､ 新しい人材も投入できない､

研修時間も十分にとれないということもあったと思

います｡ それやこれやということで仕事量の増加､

あるいは環境､ 雇用と言うと恐縮ですが､ そういう

環境が悪化してきたということになると思います｡

それからもう一つは､ 新医師臨床研修制度が2004

年４月に開始されました｡ これは､ 先ほど知事さん

もおっしゃいましたけれども､ 従来は新人医師は大

体大学の医局に入り､ 大学の医局から医局長､ ある

いは主任教授の意向のもとに､ 年限を切って派遣機

関に出るというようなことがありましたから､ 大体

大学にまず戻って､ 大学に残って､ そして過ごすと

いうのが常道でしたけれども､ この新医師臨床研修

が始まりましたらば､ ほとんど市中病院へ出るとい

うことになりました｡

そこで､ 大学のもともとのありました人員不足に

加えて､ やはり研究体制､ あるいは教育体制､ もち

ろん診療体制もありますし､ 外来も機能を維持しな

くてはならないという状況の中で､ そのためにはど

うしても実力のある先生方を揃えなくてはならない｡

ですから派遣先から呼び戻すというようなことが当

然起こるわけでありますし､ そうなりますと､ 今度

は市中病院というか､ 派遣を受けていた病院が､ 実
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力のある中堅医師がいなくなってしまうという状況

になりました｡ まさに悪循環が始まったということ

でありますので､ 一番上の濃く囲った四角のところ

でございますように､ 勤務医の負担増､ 勤務医の処

遇の悪化､ 勤務医の立ち去り､ そして勤務医不足と､

こういうような悪循環が始まったというふうに言わ

れております｡

そこで､ これをどのように持っていくか｡ 医療費

削減政策を改めるということがまず第一ですが､ 医

師数の絶対数の不足を何とかこれも改善する｡ それ

から平均在院日数の短縮化のみにこだわらないとい

うこともあると思います｡ それから新医師臨床研修

制度を今後どのようにしていくかというようなこと

で､ さまざまな対策､ 問題点をどのようにしていく

かというのが､ これから読み取れると思います｡

そういうことで､ 結局は国民皆保険制度が危機的

状況になるということになっていますが､ 実際は国

民医療と申しますか､ 医療提供体制がもたなくなり､

そして､ それによって国民皆保険等を強力に維持し

ていくシステムが壊れていきつつあるということに

なります｡

これは､ 2,668医療機関からいただいたアンケー

トでございまして､ そうすると､ 各病院で外来の閉

鎖・休止・縮小はどのくらいあったのですかという

ことで､ そのうちの大体２割､ 18.3％ぐらいがこう

いうことが起こりましたと｡ それから真ん中ですが､

9.5％､ ほぼ１割が病棟閉鎖あるいは病床縮小を行っ

たと｡ これは2008年の日本医師会の ｢医師確保のた

めの実態調査｣ のデータであります｡ これが2004年

以来起こってきた現象というか､ 結果でありまして､

先ほどもお話のとおりで､ 繰り返しになりますが､

ご覧のとおりであります｡

新聞に病棟が閉鎖した､ あるいは診療科をやめた､

あるいはもう病院が休止したというような報道がよ

く目立つようになりました｡ これは一部ですが､

2007年の９月からの状況をまとめてあります｡ これ

は検索できるのですね｡ 日経テレコンというので､

これは商業新聞になるのですが､ 病院の閉鎖､ 休止､

休診をキーワードに､ 大手５紙で検索したところ､

このようなものでありました｡ 2008年､ 右側の一番

下が2009年のものであります｡ これは９月までです

から､ その後どうなっているかというと､ 相変わら

ず報道が続いているので､ それをまとめたものもあ

りますが､ そういうことを申し上げたいということ

ですから､ 国民の皆さんも､ これは医療が危なくなっ

ているなというのを相当感じていらっしゃる､ 医療

機関も相当疲弊しているという状況をお伝えしたかっ

たのであります｡

そこで､ 今度は医療崩壊の実態はどうなっている

かということであります｡
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◆特別講演１



これは､ 119番ということで､ 救急医療を受けよ

うということでお願いしても､ 2000年ごろは､ 大体

救急車が来て､ 病院に到達して､ いわゆる搬送時間

というのが27分ちょっと､ 28分弱でしょうか｡ 2007

年になりますと30分を超えたということです｡ 2004

年ぐらいから30分かかる｡ でも､ 119番後､ 救急車

が現場に､ 現場と言うとなんですが､ 患者さんのと

ころへ到達する時間は大体この間､ ６､ ７分で変わ

りません｡ これは御当地､ 島根県でもあんまり変わ

らない｡ しかし､ そこから先が､ 病院に到達するま

でが時間がかかるようになってきたということです

から､ これは非常に受け入れる医療機関が少なくなっ

てきた｡ メディカルコントロールというので患者さ

んの様子を実によくわかりますし､ 搬送しなくては

いけない病院もよくわかる｡ それを探すというよう

なことになるので､ 搬送先の病院がたくさんあれば､

やっているかやっていないかとかいうような手間も

かかるのは当たり前ですが､ 大都市圏はそういう状

況もあるかもしれません｡ 岩手県の先生がおっしゃっ

ていましたけれども､ いわゆる搬送先を探すほど､

あるいはたらい回しにするほど病院はないよという

ようなことをおっしゃっていましたので､ 本当にな

いところで時間もかかるということもありますから､

簡単にこれを見て判断してはいけませんが､ 救急車

が来ても病院到達時間がますます延びてきていると

いうことです｡ これは2007年ですから､ ８年､ ９年

と､ 大分いろいろ対策を打っていますが､ 厳しい状

況にあるようであります｡

これは､ 全国の様子を見たものです｡ 日本医師会

館があるのは東京ですから､ 東京は一番左で恥ずか

しいのでありますが､ 御当地島根県は左寄り四角で

囲ませていただきました｡ それから一番右の方に富

山県があります｡ いろんな複雑なことがこれから読

み取れると思いますが､ ご覧のように､ 救急医療受

け入れ困難というようなことが明確に､ あちこちで

起こってきているということをお示ししたいという

ことでありまして､ 搬送時間と現場到着時間までの､

これを何とか検討していこうと｡ ちなみに､ 島根県

は平均32.9分ということであります｡

６､ ７分で救急車が来て､ その後､ 少なくとも10

分以内に到達できるぐらいのことでないと､ やはり

救急医療と言えないのではないかなというふうに思

いますが､ こんなことが起こってきております｡ こ

れをしっかりと我々も改善していかなくては､ これ

を良い方向に持っていく努力が大事であります｡

― 21 ―

���������	
�����

���������

���� ���� ���� ���� �	
�
�
 ��

����

�	

�	

��

��������	
��

��
 ��� ��� ��� ��� ��� ��� �

�
�� ���� ���� ���
 ���� ���� ���� ����

	


	

�	

�			 �		
 �		� �		� �		� �		� �		� �		�

��

����

������

��������	
�	����

�

(スライド５)

��������	
��

�

(スライド６)



これは､ 先ほど少しお話ししましたが､ お医者さ

んが､ 1960年ごろの状況から､ 右の方に行きますと､

日本はようやく2000年で1,000人当たり２人になり

ましたから､ 2005年でようやく２人をちょっと超え

たと｡ 2.1人というデータが出ています｡ ところが

外国は､ OECDは大体平均が3.1人､ 日本は2.1人と

いう状況であります｡ こうなりますと､ 実はそれで

は人口が10万人当たり200人ちょっと､ では100万人

だとどうなのだとか､ 2,000人になりますか､ それ

から1,000万だと２万人､ １億人だと20万人｡ 今､

お医者さんは27万人､ 医師免許を持っている人がい

ると言われておりますが､ このように､ 実際に臨床

医療を行っているという先生方はどのくらいいらっ

しゃるかというと､ まだまだ､ それは行政側にいる

人もいるし､ 研究所にいる人もいるしということに

なりますと､ 十分に医療提供の中にいらっしゃると

いう先生方は非常に不足しているというふうに思い

ます｡ こんなグラフがあります｡ OECD加盟各国の

努力を､ 日本はほとんどそれを認識していないとい

うか､ 同じ歩調でやろうと考えていなかったのだろ

うと思っております｡

これは､ 勤務医の皆さんの仕事量が増加したとい

うことで､ どんなことなのだろうかということであ

ります｡ まず､ 患者さん１人当たりの診療時間の増

加､ これは先ほど少しお話ししました｡

それから､ ２つ目もご覧のとおり､ 介護保険以来､

介護保険の主治医の意見書の記載というようなこと

も大変な負担になっているということでありますし､

新医師臨床研修制度による研修医の指導とか､ ある

いは宿日直後の通常勤務の悪循環でありますので､

人手がないところで同じ医療のレベルを保とうとす

れば､ それぞれの先生方に負担がかかるということ

であります｡ くどくどお話ししなくても､ もうお考

えのとおりであります｡

そして､ やはり専門医に診てもらいたいという国

民の皆さんの要望が多いということでありますから､

それには対応しなくてはならないということであり

ます｡ 医師は応召義務がありますし､ それから非常

に専門化していますから､ 他の専門家の先生と連携

をとって調整しながら進めると｡ それぞれの専門家

が勝手にやるわけにいかないということで､ そうい

う調整といいますか､ それは診療依頼もありますで

しょうし､ また受けることもあるでしょう｡ そうい

う中での非常に厳しい状況がだんだん増えてきたと

いうことであります｡ それから､ まともに休憩とか

休日がとれない､ いつもオンコール状態だと｡ 応召

義務の話もありますが､ こうしていても､ いつ電話

が来て呼び出されるかわからない｡ それが当直の時

間帯も続くということになります｡

細かいことは省きまして次に参ります｡ 実情をこ

れから幾つかお話ししていきます｡
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◆特別講演１



まず､ 病院勤務医師の過重労働であります｡ これ

は非常に内容がふえました｡ ご覧のように外来診療

が15.3時間ということと､ 結局は63.3時間､ このく

らいの時間を１週間に勤務していますということで

ありまして､ その間には､ 今少し申し上げましたけ

ど､ 入院診療もあります｡ 自分の研修時間は4.4時

間であります｡ それから休憩時間が4.7時間と､ 本

当に人間らしい生活はしていらっしゃらない｡ 少な

くともゆったりと思索して本を読むなり研修するな

り､ 時間をとって聞きたい研修の講座とか､ そうい

うところへ行って勉強したいというようなことは､

まず無理だというように感じられます｡

これは､ 主たる勤務先での労働条件でありますが､

これは千葉県医師会が発表した主たる勤務先での週

平均の実労働時間｡ これは1,872人の先生方､ そし

て医療機関は278施設から大変な努力をされて集め

たデータであります｡

これを見ていただきますと､ 真ん中よりちょっと

左ぐらいが､ それでも48時間から勤めていらっしゃ

います｡ 一番左の方に32時間未満というのがありま

すが､ 1.9％｡ その右側が30時間から40時間であり

まして､ 両方足しても５％前後であります｡ ひどい

のは､ 一番右を見ますと79から99時間というのが９

％もいらっしゃいますし､ こういう状況の中であり

ますから､ 48時間以上59時間未満が最も多いという

状況であります｡ 64時間以上79時間が18.8％と､ も

のすごい長時間であります｡

もう一つお示しします｡ これは超過勤務時間を含

んでの１週間当たり､ これは大阪府医師会で､ 非会

員の先生方を対象に調査されました｡ これも大変な

難しい調査であったと思いますが､ 結局外来を診る､

あるいは臨床診療に携わる､ それから病棟の患者さ

んを診る､ それから臨床以外の仕事をするというよ

うなことで､ 所属施設以外の時間の過ごし方､ それ

はアルバイトも含めた時間帯で､ これは調査してお

られます｡ 当直､ 宿日直というようなことも当然入っ

てくるわけでありますが､ これがごらんのように非

常に厳しい｡ 先ほどと同じであります｡ このグラフ

の真ん中より左の50時間以上働いているということ

でありますが､ 実は法定労働時間は１週間40時間以

内という時間帯は一番左側にありまして､ これは4.7

％に過ぎませんので､ ものすごい過重労働にさらさ

れているという状況であります｡
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そういう中で医療を提供されているのですから､

これはもうやはり志と､ それから本当に医療に頑張っ

ていこうという誓いというか理念というか､ そうい

うものがありありと見てとれますので､ やはりお医

者さんの意気は落ちてないなと思います｡ こういう

状況の中でどうするかということを政府も考えてほ

しい､ 日本医師会も当然取り組んでいきますけれど

も､ ぜひ先生方から大きな声を発していただきたい

というふうに思っております｡

これは､ もう一つの現状です｡ 夜間当直の状況で

ありますが､ これも､ 夜間当直実施の割合は大体

71.6％ぐらいが参加しているということであります

が､ その夜間当直の実施回数が１カ月２回､ これが

41.8％､ それから３～４回が40.8％､ ５回以上が

17.1％に及ぶということになっております｡ ですか

ら､ 本当に自分の時間をとれないで､ しかもこの当

直の後､ この当直自体も忙しいはずですが､ 当直の

後､ 今度はまた翌日の日勤に入るわけでありまして､

そのまま日勤に入ると､ 診療科によっては､ もう24

時間､ 30時間か40時間睡眠なしということでありま

す｡

これは､ 実は勤務医の話だけではなくて､ 勤務医

の話というのは､ 実は女性医師の諸問題も入ってい

るということでありますので､ ちょっとこれは調べ

たものでありますが､ 女性医師の参加している部分

でありますが､ 小児科､ それから産科､ 眼科､ 皮膚

科､ それから右の一番下､ 麻酔科と､ こういうとこ

ろで大体30％以上､ 女性の先生方が参加していらっ

しゃるわけであります｡

これは､ もっと細かく見ますと､ このうち３つの

科を取り上げまして､ 産婦人科､ 小児科､ 麻酔科と

いう状況で､ 平成６年から平成18年ぐらいまでの間

にどうなっているか｡ 産婦人科は､ やはり減ってき

ているようであります｡ これは女性医師も当然参加

していらっしゃるけども減ってきている｡ 小児科は

増えているということで､ 増えていると言えるほど

かどうかわかりませんが､ 数字の上では上昇してい

る｡ それから麻酔科につきましては､ これは増えて

はいますが､ また細かい仕分けも大事だと思います｡

実際の医療の中で十分足りているかどうかという話

になると､ これはまた別の問題でありますが､ こう

いう数値で調べますと､ 確かに増えてはいるという

ことであります｡
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こういった診療科は夜間救急医療を初め､ 絶対的

な医師不足が叫ばれている診療科でもありますので､

女性医師支援を通じた医師全体の労働環境の早急な

る改善が必要であるということですから､ 女性医師

に着目しましたけれども､ 問題本体は､ 本来は全体

の勤務医の労働環境の改善問題であるということを

強調しておきたいと思います｡

日本医師会は､ いろんなことを取り組んでおりま

すが､ この ｢女性医師の勤務環境の現況に関する調

査｣ は､ 文章にすると４項目になります｡ 細かい字

で恐縮ですが､ ざっと見ていただくと､ ４番目をま

ず見てみたいのですが､ やはり多くの女性医師は出

産・育児を経ても働き続けられる環境の整備､ また

一時休業せざるを得なかった場合の復帰支援を求め

ているということでありまして､ 出産・育児につい

ての支援策､ それから24時間・病児保育を併設した

院内保育所の普及など､ 幾つもの改善要望がありま

すが､ それぞれはごもっともな話であります｡ です

から､ 今日お見受けしたところもやはり男性医師が

多ございますが､ こういうことを十分理解して､ 日

ごろの医師会活動という面でも､ そういう点を強調

した活動が大事だと思っております｡ ましてや女性

の先生方の御活動には大いに期待しているところで

あります｡

これは勤務医の健康の現状と支援のあり方に関す

るアンケートと書いてあります｡ 実は日本医師会は

最近､ 勤務医の健康支援に関するプロジェクト委員

会をつくりました｡ そこでいろんなことを考えて､

調べてみたり､ 対策を練ったりしております｡ そう

いうことで､ 調査の一つでは､ 勤務医の９割が健康

的に安心して働くための､ 少なくとも週１回の休日

と年次有給休暇が必要であると回答された方､ ほと

んどの医師が週１日休めない過酷な労働条件｡ 週１

日も休みがとれないという中で､ しかも勤務時間が

毎日毎日長いということであります｡ 休憩時間と仮

眠時間についても､ 勤務医の９割の先生が主張して

おられます｡ オンコール状態で休むというのは無理

でありまして､ それは医師がいて､ オンコール状態

であれば､ その時間帯は拘束されているわけで､ ど

んなときにもすぐ目の前の､ 日本医師会のテレビＣ

Ｍでも携帯電話が鳴る､ あるいはどなたか呼びに来

るということでありますから､ そういうことから解

放される時間が欲しいなと｡

また､ 勤務医の5.7％は､ これは嫌な話ですが､

自殺や死について考えていた｡ ですから､ これは精

神科の先生方は､ やはりうつ傾向になるというか､

あるいは自殺に一歩二歩近づくというのは､ 一般の

労働者といいますか､ 勤労者よりも勤務医の方が率

が高いということになるということをおっしゃった

先生がいます｡ ですから､ 誠に厳しい状況に置かれ

ているので､ こういう状況で勤務医の先生方を置く
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という､ そのまま何もしないというのは､ 我々日本

医師会もそうですが､ 行政側も全く許されない話で

あります｡

これは全部85％を超えておりますが､ 字が小さく

て見ざらいかもしれませんが､ 医療事故に関する訴

えがあった際には必ず組織的に対応してもらいたい

というようなことでありまして､ それから関係者が

参加して､ そして医師個人の責任に固執しない､ そ

ういう再発防止策を求めるということが､ 一番多ご

ざいました｡ それから､ 一番下に書いてありますが､

85％を超える方々が望んでいらっしゃるのは､ 院内

で発生する患者､ 利用者による暴言､ 暴力の防止策

を進めてくださいということであります｡ これも､

私も現場の細かい話､ よく知っていますし､ 例を挙

げれば切りがありませんが､ のちほど､ 日本医師会

の勤務医委員会の報告のなかで池田俊彦先生から､

この結果を受けて作成された ｢医師が元気に働くた

めの７カ条｣､ ｢勤務医の健康を守る病院７カ条｣ と

いうものについて報告があり､ この辺りのお話も伺

えると思いますので､ そちらにお譲りしたいと思い

ます｡ いずれにしても勤務医の業務､ 勤務医を取り

巻く環境が複雑化しているということでありますの

で､ 勤務医の疲弊の要因になっているということで

あります｡

それから､ 御存じのように国民医療が危ないとい

うことは､ 国民皆保険制度が危ないということと同

じであります｡ ですから､ こういう意味で日本医師

会は国民皆保険を守るために何を考えるかというふ

うなことを提言しております｡

これから申し上げたいことは､ まず医師養成につ

いての日本医師会の考えであります｡ それは一つ一

つがつながってまいりませんが､ これから取り組ん

でもらいたい､ 取り組んでいきたいことで､ それは

まず医療における財源の確保､ それから医学部教育

から臨床研修制度までの一貫した教育制度の確立､

そして３番目に医師養成数の継続的な見直しであり

ます｡

下のグラフは､ これから先の話でありますが､ こ

れは医学部定員が､ 今は8,486人であります､ これ

１学年ですね､ 全国では｡ それが2010年度から医学
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部定員を1.5倍の１万2,729人にするということであ

りますが､ これが2016年でようやく医師数が現状の

1.1倍､ 2020年にはようやく1.2倍になるという状況

であります｡ そんなことで間に合うのかと思われる

と思います｡ そのとおりでありまして､ 医学部定員

が1.2倍では､ 医師数は2017年でようやく1.1倍｡ で

すから2020年に1.2倍になると推計されるというこ

とで､ 悠長な話であります｡ 1.1倍にした､ 1.2倍に

したということではこんなものでありますから､ 今

の状況に何かいいことがあるのかということであり

ますが､ 医学部定員を今からこのくらいに増やした

のでは､ あまり効果がない｡

ですから､ 中・長期目標としては医師数を1.1倍

から1.2倍にするには､ 医師養成数を､ 医学部定員

数を1.2倍では､ 時間がかかり過ぎる｡ 効果が現わ

れない｡ ですから､ 少なくとも医師養成数を増やす

ならば､ 現状の1.5倍近いレベルに増員する必要が

あると日本医師会は考えております｡ 私も自分が医

者になって何とか役に立つようになったのが11､ ２

年かかっていると思います｡ これは診療科にもより

ますが､ とても大学を卒業したからすぐというわけ

にはいきませんから､ ６年プラス何年ですから､ 10

年かそこらはかかるということになります｡ 卒後､

最低４､ ５年は頑張って勉強してもらいたいという

ふうに思います｡

このテーマは皆保険制度でありますから､ もう一

つ､ 国民の皆さんはどう思っているか｡ 国民の皆さ

んは何でもいいと､ お金は幾らかかってもいいから

良い医療をと､ 素早く医療を受けたいと思っていらっ

しゃるかというと､ 実は国民の皆さんの76.4％の皆

さんが所得の高い低いにかかわらず受けられる医療

の中身は同じである方が良いとおっしゃっています｡

あの方は財産家だと､ 裕福な方だからと､ 私どもは

どうも経済的に困窮しているからというようなこと

じゃなくて､ みんな同じに受けたいと｡ ですから､

国民の多くが求める皆保険制度を堅持するべきだと｡

ここでやはり国民の皆さんの意向を酌んだ方向性が

認められます｡ そして､ 医療の質､ 量を確保するた

めには病院勤務医に対する支援が肝要であると｡ そ

のためには医療費の大幅な引き上げが必要であると

いうことを国民の皆さんに理解していただくと｡ こ

のままでは医療がもちません｡ ですから負担してく

ださいということをきちっと説明する必要があると

いうふうに思っております｡

これはもう見なれている表でありますが､ 右の方

にあるのが今の日本の現状でして､ OECD加盟国が

29カ国の中で､ 21番目｡ 一番左がアメリカですが､

これが15.8％､ 対GDP比の医療費でありますが､

例の ｢シッコ｣ という映画をごらんになったかもし

れませんが､ ああいう医療体制です｡

これは2006年ですが､ 日本より下位の国は何らか

の理由があるところが多いのですが､ 日本はこれほ

どに世界第２位の経済大国などと言われております

し､ GDPも非常に高い国でありまして､ そしてし
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かもこの辺にいると｡ これは文教科学費というか､

教育費も同じでありまして､ 非常に低いところにい

る｡ 日本はどういう国なのでありましょうか｡ 何で

日本はこういう国なのでありましょうか｡ 国はよく

お考えいただきたいと思っております｡ 私どもはそ

れを改善するために､ これから努力しなくてはいけ

ないなと思っておりますが､ 実はOECD平均は対G

DP比8.9％が平均であります｡ ですから､ この8.9

％に持っていくのには､ 今の現状の医療費を10％上

げなくてはならない｡ それを削減しようというお話

が出ておりますが､ 日本の国はどういう国かという

こと､ 腹立たしい限りであります｡

これが国民皆保険を守るための日本医師会の提言

であります｡ これから先は､ 日本医師会は医療政策

をつくる､ そして提言する｡ 実現のための戦略とい

うのを組んでおりますが､ その提言の一つでありま

す｡ これは､ まず診療報酬の大幅かつ全体的な引き

上げにより地域医療の崩壊を食い止めるということ

と､ それから病院勤務医の過重労働緩和が最優先で

あるというふうに考えております｡ それから､ この

ような不況の時代､ 患者さんが､ 国民の皆さんがな

かなか医療機関を受けにくい｡ ですから患者一部負

担を引き下げましょうと｡ そういうことで医療機関

を受診して早く早期受診､ 早期治療ができるように

しましょうということでありまして､ 身近な医療機

関が健全に存続し､ なおかつ国民が経済的負担を心

配することなく､ いつでも医療機関にかかれる社会

を目指す､ そこに戻さなくてはいけないということ

であります｡

これは､ 幾つか病院勤務医の先生方を中心にした

病院勤務医の負担軽減のためにどうするかというよ

うな提言であります｡ 入院基本料というのが病院に

はあります｡ この入院基本料を算定できない､ ある

いは何段階かありますが､ これを是非強化する､ 増

強してもらいたい､ 増やしてもらいたいということ

ですから､ 上に書いてあるのが趣旨であります､ 病

院勤務医の負担軽減のために入院時医学管理加算の

算定要件を見直すこと｡ 2008年４月の改定で､ 入院

時医学管理加算の要件が見直され､ 外来の縮小など､

勤務医の負担軽減のための取り組みを行っている病

院が評価されるようになりましたけれども､ この方

向性が大事でありますので､ 現実をよく見て制度改

正を行っていただきたい｡ むやみに医療費を削減す

るだけですと､ 完全にこれから医療は崩壊､ 破壊い

たします｡
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◆特別講演１



もう一つあります｡ 病院勤務医の負担軽減のため

に医師事務作業補助体制加算の施設基準を見直して

ください｡ これはなかなか､ いわば事務方でありま

すが､ 事務方の補強について､ 医師事務作業補助者

に６カ月の研修が義務付けられている｡ ６カ月の研

修に出して､ そしてここに何とか勤務していただく

というような､ このハードルを越えていくのはやは

り大変でございまして､ どこでもできる話ではあり

ません｡ この施設基準のハードルが高くて､ 余裕の

ある病院でなければ無理だと｡ 余裕のある病院に対

して点数を張りつけるという流れではなくて､ やは

り現実を見て､ 参加しやすい方向を､ あるいは算定

しやすい方向をつくってもらいたいと思います｡ こ

れは算定してもらいたくないためにつくったハード

ルだと､ そういうふうに感じ取られても仕方がない

と思います｡ 私もそう思っております｡

それでは､ 医療訴訟についてはどうなっているか

というと､ これは今､ 例の福島県の大野病院の判決

以来､ 大変に各界が､ 理解を示してくださいました｡

そこで医療刑事事件､ 医療訴訟､ あるいはそれに関

わるいろんなものが､ 医療訴追といいますか､ 刑事

訴追といいますか､ そういうのは非常に激減してお

ります｡ これは恐らく周囲をご覧になってもわかる

と思います｡ これはやはり当局の謙抑的な姿勢があ

るというのも一つでありますし､ 医療機関も十分に

注意して､ 安全・安心の医療に心がけているのだと

いうふうに思います｡ ですから今後､ 善意の医療提

供者が不当に刑事罰を受けないためにも､ 現場の医

師の意見をより多く取り入れるオープンな形で医師

の診療上の医療安全､ 医療事故への適切な対応が行

われるよう､ 公平で公正な調査委員会の設置と医療

安全を推進するシステムが必要であります｡ 夏には

政権交代が行われましたので､ こちらの方にはまだ

新与党はあまり取り組んでおりませんが､ しかし､

日本医師会はこれを言い続けておりますし､ 各司法

当局も警察当局もそういう意向でありますので､ こ

れがいずれ着手されるであろうと｡ そのときに必ず

こういう方向性が強化されると思いますので､ 先生

方からも御支援賜りたいと思います｡

これが最後でありますが､ 医師の団結のために取

り組むべき課題というのがあります｡ この２つを申

し上げまして､ 私の今日の講演を終わりたいと思い

ます｡ ご清聴ありがとうございました｡
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◆特別講演１



����� 11：15～12：05

｢社会が医療に求めるもの｣

講師：名城大学教授・コンプライアンス研究センター長 � � � �
座長：島根県医師会理事 � � � �



御紹介いただきました郷原です｡ よろしくお願い
いたします｡
御紹介にもありましたように､ 私はこの松江の出
身でして､ こうして全国から医師の方々がお集まり
の場でお話ができることを大変光栄に思っておりま
す｡
今日のテーマにしましたのが､ ｢社会が医療に求

めるもの｣ という言葉です｡ この後いろいろお話を
しますように､ 私はコンプライアンスというものを
社会の要請にこたえることというふうにとらえてい
ろんな活動をしてまいりました｡ そういう観点から
は､ 社会が医療に求めるものを考えるということが､
すなわち医療の世界における真のコンプライアンス
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◆特別講演２� �
島根県医師会 理事 � � � �

� �
名城大学教授・コンプライアンス研究センター長 � � � �

それでは､ 特別講演に入らせていただきますが､
今回の特別講演をお願いいたしました郷原信郎先生
の御紹介を簡単に申し上げさせていただきたいと思
います｡ 郷原先生は島根県松江市の御出身で､ 松江
南高校を卒業されてから東京大学の理学部に進まれ
たということでございます｡ その後は､ いろいろお
考えがあって司法の領域に変わられて検事に任官さ
れ､ 東京､ 広島､ あるいは有名な長崎地検などで御
活躍をされております｡ その後､ 桐蔭横浜大学法科
大学院､ そして現在は名城大学の方で教鞭をとって
おられますが､ 現在､ 日本の総務省の顧問もされて
いる方でございます｡
また､ 郷原先生は､ テレビなどでも時々お見かけ
いたしますし､ たくさんの著書を書いておられまし
て､ プログラムの中に幾つかの著書が書いてありま
すが､ いろんな本屋さんに売っております｡ ｢思考
停止社会｣ とか ｢コンプライアンス｣ をキーワード
になされておりまして､ その中で今回 ｢社会が医療
に求めるもの｣ という本を先生御自身の御厚意で皆

さんに配らせていただきましたので､ 帰りの飛行機
の中でも読んでいただければというふうに思います｡
それでは､ 今回の郷原先生の御講演のテーマは､
｢社会が医療に求めるもの ～ 『チームの力』 が医療
を救う～｣ というタイトルでお願いしております｡
それでは､ 郷原先生､ よろしくお願いいたします｡



を考えるということです｡ そういう観点から我々､

医療の世界におけるコンプライアンスの問題をコン

プライアンス研究センターでもいろいろ対象にして

きました｡ お手元にお配りしておりますこの本は､

昨年の春､ 我々の機関誌で医療の問題を取り上げた

ときにつくった本です｡ 今日もこの本に書いている

ことを中心に､ コンプライアンスを基本的にどう考

えるのか､ そしてそういうコンプライアンスの考え

方を医療の世界にどう適用､ 応用していくのか､ そ

れから最近医療の世界で起きている具体的な問題を

どう考えていくのかというような点を中心にお話を

していきたいと思います｡

まず､ コンプライアンスをある意味で生業にして

いる私の方からこういうことを申し上げるのもはば

かられるのですが､ 最近､ この世の中､ 決して良い

方向に向かっていない､ どうもおかしいと感じられ

ている方が多いのではないかと思います｡ 私は､ そ

ういう今の日本のこの世の中をおかしくしている最

大の原因は､ コンプライアンスだと思っています｡

コンプライアンスを誤ってとらえて､ 誤ったコンプ

ライアンスを押しつけていく､ そういう今の日本の

社会が､ 私はある意味では病んでいるというふうに

思っています｡

その根本にあるのが､ この言葉です｡ ｢コンプラ

イアンス＝法令遵守｣｡ この２つがイコールだとい

う考え方､ これがそもそも誤っているのだというこ

とを私はずっと以前から言い続けてきました｡

このように言うと､ そんなことは言われなくても

わかっている､ コンプライアンスは法令遵守とイコー

ルではないということを言われる人が多いのですが､

多くの人が言っているこの２つがイコールではない

ということの意味は､ このイコールが､ イコールで

はなくて不等号だ､ 大なりだという意味です｡ コン

プライアンスは法令遵守よりも大きい､ 法令だけを

遵守しているのでは足りないのだと､ 法令以外のも

のも､ 規則も規範も基準も倫理も､ あらゆるものを

遵守しないといけないのに､ それを法令だけ遵守し

ていれば良いというようなしみったれたことを考え

ているからだめなのだと言われる場合がほとんどで

す｡

私が言いたいのはそういうことではなくて､ むし

ろこっちに問題がある｡ ｢遵守｣ という言葉の方に

問題があるということです｡ この言葉､ 大体どうい

う意味で受け取られるかというと､ いいから守れ､

つべこべ言わずに守れ､ こういう意味です｡ この言

葉が出てくると､ なぜそれを守らなくてはいけない

のですかと質問をする動きが封じられます｡ なぜ守

らなくてはいけないのかを考えることも､ それをめ

ぐって議論をすることもやめてしまいます｡ そうい

う作用を持ったこの ｢遵守｣ という言葉の方にこそ､

思考停止という大きな弊害が生じているということ

です｡

もちろん法令､ 規則､ ルール､ 決めた以上は守ら

ないといけない､ 当たり前のことです｡ しかし､ ルー

ルを守らないといけない､ 守ることによるメリット

と､ その一方で､ ルールを守ることが自己目的化す

ることによるデメリットの関係が問題です｡ そこで

問題になるのが社会の変化の激しさです｡ 変化に乏

しい安定した世の中であれば､ 一旦ある場面で決め

たことを､ そのまま守っていれば済むという考え方

でも､ そんなに大きな不都合はありません｡ しかし､

変化が激しくなればなるほど､ 単純に一度決めたも

のを守っているということだけでは､ さまざまな問

題に対して適切な対応ができません｡

そして､ そういう単純に守れ､ 遵守しろというよ
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◆特別講演２



うな考え方の弊害が､ 実は法令とか規則とかという

もの以外のところ､ 何でもかんでも守ればいいとい

う遵守の対象の拡大によって､ 一層弊害が大きくなっ

ているのではないかというのが､ 最近､ 私が痛切に

感じていることです｡

それが典型的に表れるのがこういう言葉です｡

｢偽装｣､ ｢隠蔽｣､ ｢改ざん｣､ ｢捏造｣｡ こういった言

葉が出てくると､ そういうことをやった組織､ 官庁

も企業も病院も､ すべて徹底的にたたかれるという

のが最近の風潮です｡ しかし､ よく考えてみると､

これらの言葉は必ずしも法令違反を意味していませ

ん｡ しかし､ 無条件にこういうことをやったとされ

ると､ マスコミがそういうことをやったと決めつけ

ると､ 全く言いわけができない､ 弁解ができない､

頭を下げているしかないという状態になってしまう

わけです｡

私が今年の２月に出した ｢思考停止社会｣ という

本の中で､ その状況を水戸黄門の印籠にひれ伏す人々

というのに例えてみました｡ 印籠はなぜそういう､

出てくるとひれ伏さないといけない､ ははあと頭を

下げないといけないということになるのかと｡ そこ

のところは突き詰めて考えたらいけないのです｡ と

にかく印籠が出てきた以上は頭を下げないといけな

いというのが､ まさに遵守の世界､ 遵守の効果その

ものです｡

私は､ この本の中で､ 世の中の風潮がいかに大き

な問題を生じさせているかということを､ いろんな

具体的な例を挙げて説明してきました｡ もし何かマ

スコミの連中と議論することがあったら､ この郷原

の ｢思考停止社会｣ を読んだかということを聞いて

いただきたいと思います｡ 逆印籠として使っていた

だきたいというのが私の願いです｡

こういった世の中の状況の中で､ 人が仕事をする

ときに､ どこに注意を向けるのかということについ

ても大きな ｢遵守｣ という言葉による弊害が生じて

います｡

この黄色い三角形は､ 人が仕事をするときに注意

をしなければいけないことの全体像を示しています｡

上の方が基本的なこと､ 根本的なこと､ 下の方が具

体的なこと､ 細かいことです｡ 正常な状態だと､ 人

の注意は､ この上の方､ 基本的なところ､ 根本的な

ところに向けられているはずです｡ その注意が具体

的なところ､ 細かいところ､ 下の方にまで広がって

いるというのが正常な状態です｡

ところが､ 最近のようにコンプライアンスだ法令

遵守だということばかりうるさく言われると､ どう

してもその注意が下の方に下の方に向いていってし

まいます｡ 何々法令､ 何々規則を守ったか守らなかっ

たか､ そちらの方にばかり関心が向いてしまう､ 注

意が向いてしまう｡ そして､ 人が注意できる範囲と

いうのは幾ら頑張ったところでそう変わりませんか

ら､ その結果､ 一番肝心な､ この根本的なところ､

基本的なところから注意が抜け落ちてしまいます｡

こういう状態で何か問題が起きる｡ そうすると､

どうしてもその問題を基本的､ 根本的なところにさ

かのぼって考えることができません｡ その場しのぎ､

小手先で対応してしまう｡ それが結局､ 問題が何一

つ解決していないのに解決したことにしてしまって

いるということに繋がっています｡ 改めて今自分達

がやっていることはそもそも何を目指しているのか､

何をしようとしていたのか､ それが今､ 目の前で起

きたこととの関係でどうなっていくのかということ

を根本的に考え直し､ そういったところに基づいて

それ以降の対応を考えていかなければ､ 発生した問

題に対する適切な対応はできません｡
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そして､ 今の日本の社会の混乱が生じている一つ

の大きな原因は､ 社会における人間と法令の関係が

大きく変わりつつある｡ 法令あるいは司法というも

のの社会における位置づけが変わっていることによ

る混乱ということが指摘できるのではないかと思い

ます｡

この円が社会全体だとしますと､ 日本の社会とい

うのは､ この社会の中心部でさまざまなトラブルの

解決のために､ 法令や司法というのを中心的な問題

の解決手段として使ってきた国ではありません｡ 司

法や法令というのは､ どちらかというと社会の隅っ

この方で､ 普通の人はやらないようなとんでもない

行為をしでかした犯罪者を社会からボンとはじき飛

ばす機能とか､ 普通の人はやらないようなとんでも

ない､ 煮ても焼いても食えないような争い事､ 感情

的なトラブルとかいがみ合いのようなものをありが

たく解決してくれる民事手法とか､ いずれにしても

司法や法令が解決してきた問題というのは､ 社会の

中心部における市民生活とか経済活動というような

領域のものではなくて､ やはり特別なこと､ 特殊な

ことが司法的な解決の対象だったというのが日本の

社会ではないかと思います｡

アメリカの社会は反対に､ この社会の中心部で法

令を使いこなそうとします｡ この社会の中心部で法

令が機能しています｡ そして､ そのような機能を法

令に持たせるために､ 司法に持たせるために膨大な

コストをかけているというのがアメリカの国です｡

そういう意味で､ 人間と法令の関係が非常に大きく

違うということが言えると思います｡

日本の場合は､ 法令というのは社会の周辺部分で､

神棚に祭った伝家の宝刀のようなもので､ 一方､ ア

メリカの社会では､ 法令､ 司法は社会の中心部で使

いこなしていく文化包丁のようなものです｡ そういっ

た大きな違いがもともとあったところに､ この数年

の間に日本の社会では何となく社会のアメリカ化､

経済構造改革というような流れに乗って､ 司法や法

令の世界がどんどんどんどん社会の中心部に攻め込

んできました｡ 今ではいろんな分野で､ いろんなと

ころでこの法令や司法にぶつからないと活動してい

くことができません｡ 医療の世界も例外ではありま

せん｡

そこで､ 法令に対してどうアプローチするのか､

どう対応するのかということが問題になるのですが､

日本では､ 司法や法令が社会の隅っこの方に単に象

徴的に存在していただけの､ そういう状況における

法令へのアプローチ､ 遵守というアプローチからい

まだに抜け出ることができません｡ ですから､ 実態

と乖離した法令のようなものも､ そのままみんなが

遵守遵守ということを強いられているうちに､ かえっ

てそういう法令が独り歩きしてしまって､ いろんな

ものを切り刻んでいるというのが最近のこの社会の

状況です｡

ここで改めて考えてみないといけないことは､ そ

もそも法令､ 規則というのは何らかの社会的要請を
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(スライド４)

◆特別講演２



実現するために定められているということです｡ そ

れを守ることが目的なのではなくて､ その背後にあ

る社会の要請にこたえていくことが目的のはずです｡

ですから常にその背後にある社会的要請に目を向け

ながら法令､ 規則に対応､ 適応していかないといけ

ない｡ そういったこの図のような構造を､ 常にコン

プライアンスという言葉に関連して頭に入れておく

ことだと思います｡

そういう観点から､ 私はコンプライアンスをこの

ように定義をしてきました｡ 組織に関してコンプラ

イアンスを考えるとき､ コンプライアンスは､ 組織

に向けられた社会的要請にしなやかに鋭敏に反応し

目的を実現していくことととらえるべきだと思いま

す｡ この ｢しなやかに｣ という言葉には､ 工学の分

野におけるコンプライアンスの意味が込められてい

ます｡ 物体のしなやかさという意味です｡ 外からの

力に対してしなやかに柔軟に反応して外からの要請

にこたえる､ そういう方向で動いていくことこそコ

ンプライアンス､ 真のコンプライアンスだと思いま

す｡

そういう意味でコンプライアンスをとらえるとき､

重要となる言葉が２つあります｡ ２つのキーワード

です｡ まず第１に､ 社会の要請に対する鋭敏さ

｢sensitivity (センシティビティー)｣､ そして第２に､

社会の要請に対してセンシティブな人や組織がお互

いに力を合わせていくこと ｢collaboration (コラボ

レーション)｣ です｡

まず第１に必要なことは､ その組織の構成員一人

一人が社会の要請に対してセンシティブであること

です｡ その個人のセンシティビティーというのは､

要するに自分のしている仕事が少しでも社会の役に

立っていてもらいたいと思う気持ちです｡ 社会にそ

の存在と活動を認められている組織に働く人たち､

私は基本的にみんなそういうセンシティビティーを

持ち合わせていると思います｡ とりわけ医療の世界

に従事する方々は､ そういうセンシティビティーが

高い方々だと思います｡

しかし､ 問題は､ そのセンシティビティーの方向

性です｡ 社会が複雑､ 多様になればなるほど､ そし

て社会がどんどん変化すればするほど､ その方向性

が問題になってきます｡ こたえるべき社会の要請が

たくさんあります｡ そういう社会の要請にどうバラ

ンスよくこたえていくのかということに関して､ 方

向性がいろいろあり得るわけです｡ その方向性が個

人によってまちまち､ ばらばらだと､ せっかく個人

個人は社会の要請にこたえていこうという強い気持

ちを持っていても､ それが組織全体としてのセンシ

ティビティーに繋がっていきません｡ そこで重要に

なるのが､ どういう社会の要請に､ どうこたえてい

くのかということについての共通認識です｡ そういっ

たことについて組織内で共通認識が生まれることに

よって､ 構成員間の社会の要請にこたえる方向に関

するコラボレーションが生まれます｡ そのコラボレー

ションを通して､ 組織は社会の要請にこたえていく

パワーを獲得することができます｡

この組織というのは､ ある医療を実行するチーム､

病院､ そして最終的には医療の世界全体ということ

で考えることができるのではないかと思います｡ こ

こで考えるべきことは､ どういう社会の要請に､ ど

うバランスよくこたえていくのかという方向性につ

いて､ しっかりとみんなで共通認識を持つこと､ そ

れを社会の要請にこたえるパワーに繋げていくこと

だと思います｡
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(スライド５)



そういう意味のコンプライアンスを実行していく､

そのための具体的な要素､ これを５つに整理したも

の､ 私はそれをかねてからフルセット・コンプライ

アンスと呼んできました｡

まず第１に､ 組織が社会からどんな要請を受けて

いるのか､ その社会の要請の中身を把握して､ どう

いう社会の要請に､ どうバランスよくこたえていく

のかという方針を明確化しなければいけません｡ そ

れがコンプライアンスの出発点です｡ そして､ その

こたえていくべき社会の要請の中身が社会の変化に

伴って変わっていきますから､ 方針もそれに応じて

修正していかないといけない｡ 常に的確にバランス

よく社会の要請にこたえていく方針を確保していか

なければいけないということです｡

そして２番目に､ そういう方針が実現できるよう

な組織体制を構築する必要があります｡ さまざまな

社会の要請にバランスよくこたえていけるような､

バランスのとれた組織をつくっていくこと､ それが

コンプライアンスとしての組織の構築です｡

そして３番目に､ そのようにしてつくった組織が

きちんと機能していく､ 機能していくことによって

方針に反する行為を予防することもできます｡

そして４番目に､ そのようにして社会の要請にこ

たえていこうと思っていても､ それに反する事態が

発生したり､ それに反しているのではないかという

疑いを受けたりという､ そういう問題が発生します｡

そういう問題が発生したときに､ それをどう解決し

ていくのか､ そういった問題の再発をどうして防止

していくのか､ それが４番目の治療的コンプライア

ンスです｡

そして最後に重要なのが､ そういうコンプライア

ンスを実行していく､ 組織の活動を行っていく環境

の問題です｡ 幾ら組織の中でそういう､ 同じような

方向で､ 同じような目的に取り組んでいこうという

人たちの間でコンプライアンスをしっかり徹底して

いこうと思っていても､ それを取り巻く環境にゆが

みがある､ 環境に問題があるときには､ うまくそれ

を実行していくことはできません｡ 例えば制度にゆ

がみがある､ 制度に問題があるとか､ その問題に関

連する社会の構造に問題があったり､ その分野でど

ういうことが行われているかということに関して社

会が誤解をしていたり､ マスコミのゆがみによって

その誤解が一層激しくなっていったりというような

ときには､ 幾らその組織の中で社会の要請にこたえ

ていこうと思っても､ それがなかなかうまくいきま

せん｡ そういう問題がある場合には､ そういう問題

をしっかり認識し､ そういう環境的な問題を是正す

る努力をしていかなければいけません｡ それも含め

てコンプライアンスの要素と考えていこうというの

が､ 私が提唱しているフルセット・コンプライアン

スという考え方の特徴です｡ ５番目もあって､ ５番

目の環境整備コンプライアンスも含めて考えるから

こそ､ 初めてフルセットだというのが､ このコンプ

ライアンスの考え方です｡

医療の世界に関しても､ この環境のところに非常

に問題があるということは､ 皆さん､ もうかねてか

ら痛感しておられるところではないかと思います｡

この問題を置いておいて､ 内部的にコンプライアン

スだ､ コンプライアンスだと言っていても､ 全然問

題が解決しないということは､ 皆さんは本当によく

御存じだろうと思います｡

この５つのコンプライアンスの要素を前提にして､

自分たちがどういうふうにして社会の要請にバラン

スよくこたえていくのかという具体的なやり方を考

えていくこと､ そして何か問題が起きたときには､
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(スライド６)

◆特別講演２



この５つの要素に照らして､ 今起きている問題はそ

れぞれの要素に関してどんな点に具体的な問題があ

るのかということから分析していくこと､ それによっ

て発生した問題を客観化することができます｡ 問題

の本質がどこにあるのかということを明らかにする

ことができます｡ コンプライアンスへの取り組みは､

そういう意味でこのフルセット・コンプライアンス

的な分析を行うことによって､ やることの視界が開

けてくるというのが､ 私がこれまで数年間､ コンプ

ライアンスのさまざまな問題に取り組んでくる中で

実感してきたことです｡

そこで､ このフルセット・コンプライアンスとい

う考え方をベースにして､ 医療の世界の問題を考え

てみたいと思います｡

まず第１の方針の明確化の前提として､ 医療の世

界､ これを全体的に組織と考えたときに､ 医療の世

界に対する社会の要請というのは何だろうかという

ことです｡ その点については､ 30年､ 40年前の社会

と現在との間に大きな違いがあるということが言え

るのではないかと思います｡

昔は､ 医療に対する社会の要請というのは､ 基本

的には延命とか疼痛を緩和することに関して医療者

が最大限の努力をすることですし､ そしてそれが資

格を有する医師によって行われること､ 資格を有す

る医師による医療が国民全体に等しく提供されるこ

と､ これが医療に対する社会の要請だったと思いま

す｡ そういったことがきちんと実現できていれば､

国民は､ ああ､ ちゃんと医療が受けられた､ 資格を

持ったお医者さんに診てもらって､ その結果､ 病気

がよくならなかった､ 自分の肉親が亡くなってしまっ

た､ それはそれで仕方がないことだと思ってきたの

が昔の日本の世の中だと思います｡ そういう資格を

有する医師による医療が等しく提供されるようにす

るために重要な制度として確保されてきたのが国民

皆保険制度です｡

ところが､ 最近の医療に対する社会の要請は大き

く変わってきました｡ まず医療の質というのが物す

ごく重要な問題になってきたということです｡ 客観

的に一定のレベル以上の医療でなければ､ 国民は医

療を受けたということについて満足をしません｡ そ

して､ それだけではなくて､ 一定のレベルをさらに

上回るような高度の医療を受けたいということを希

望します｡ ですから､ どこの病院に行けば､ どこの

お医者さんにかかればそういう高度な医療が受けら

れるかということについての情報がどんどんどんど

んはんらんしていくことになります｡ 週刊誌などで

は医療機関の比較が行われます｡ そのようにして医

療の質についての選別がいろいろ行われるのですけ

ども､ でも一方で､ 医療の対価というのは国民皆保

険制度が変わっていませんから基本的に同じです｡

そこにマーケットメカニズム的には大きなゆがみが

生じます｡ これを何とかしようという動きが出てき

たのが､ 混合診療の是非をめぐる議論というのにつ

ながっているのではないかと思います｡

そして､ 医学がどんどん進歩したことによって､

昔であればおよそ助かるわけもなかった命が､ 迅速

に医療を提供することで救えるようになってきまし

た｡ 脳梗塞だとか脳出血の､ 昔だったら､ もうその

ままどうにもならないと思えるような患者だって､

すぐに病院に運べれば何とかなる｡ 交通事故で､ も

う本当に昔であれば即死と言われるようなけがでも､

救急医療を施すことによって救命できるようになっ

た｡ それは医療をめぐる状況の大きな変化だと思い

ます｡ しかし､ それが一方で､ 延命のための医療が

植物人間という状態をもたらしてしまう場合もあり
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ます｡ それは本人にとっても､ あるいは家族にとっ

ても､ 必ずしも希望するものではないという場合も

あります｡ そうなると､ そういう場面における医療

に対する社会の要請が､ 家族の要請､ 本人の要請と

逆に働く場合もある｡ それに応じてあげようとする

行為が人工呼吸器取り外しによる殺人罪というよう

なことで表面化する場合もあります｡

そして､ 医療のすそ野がいろんなところに広がる

につれて､ 大きな災害とか事故が起きたときに行わ

れる医療というのも､ とりわけ阪神・淡路大震災な

どを契機に注目されるようになりました｡ こういう

災害医療というのは､ 考えてみますと一般の医療と

は大きく違うということが言えると思います｡ 一般

の医療であれば､ 医者のところに､ 病院にどうやっ

て患者を連れていくのかという問題です｡ ところが

災害時の医療というのは､ 患者がたくさんいる､ け

が人がたくさんいるところにどうやって医療者を連

れていくのか､ そして医療器材､ 薬剤をどうやって

搬入するのかという問題です｡ 人的・物的ロジスティッ

クスが不可欠です｡

そしてもう一つ重要な違いは､ 一般の医療では､

救える命はできる限りの努力をして救う､ そしてそ

の命は差別しない､ 等しく取り扱うということが求

められるのですが､ 災害医療においては､ 救命の可

能性によって区別していくこと､ 医療の対象を選別

していくことが最初から求められます｡ ある意味で

は災害医療というのは従来の医療の考え方と反対の

発想で対応しないといけない医療だということが言

えます｡ そういった医療に対しても､ 平時から大災

害の発生に対して備えないといけないというのも､

広い意味の､ 大きな医療の世界に対する社会の要請

でもあります｡

そして､ もう一つ重要な医療に対する社会の要請

の変化は､ 医療に関する情報提供ということに関し

て社会が求めていることが大きく変わったというこ

とです｡

本来､ 医療を受けるのは患者の側ですから､ その

内容をどういうものにするのか､ どういう医療を受

けるのかということに関しては自分自身が判断する､

自己決定するということの権利があるのは､ 本来は

当然のことだと思います｡ 本来それに対する十分な

情報提供が行われないといけない｡ これも本来は当

然のことなのですが､ 30年､ 40年前､ 昔は決してそ

のようには考えられなかったのではないかと思いま

す｡ 患者のそういう面での決定権は､ 基本的に自分

がかかっている医師に全面的に委ねていて､ その医

師が判断してくれるとおりに医療を受ける､ そうい

う医療を受けることについて全然文句も不満も唱え

ないというのがかつての患者だったと思います｡ そ

して､ それは全面的な信頼の上で成り立っています

から､ 仮にその医師が施してくれた医療の結果が期

待に反するものであっても､ それはそれで納得する｡

なぜそうなってしまったのかということについての

原因についての情報提供などは求めないというのが

かつての医療の世界であったと思います｡

しかし､ ここが現在は大きく変わりました｡ 本来

の患者側の権利､ 自分の受ける医療の内容を自分で

決定するということの重要性が､ これは消費者の権

利の確保という世の中の風潮と､ これと軌を一にし

ていると考えていいと思うのですけれども､ そうい

う患者側の権利が重視されるようになってきた｡ そ

れに伴ってインフォームド・コンセントの重要性が

強調されるようになりました｡ 医療を施すときには､

その医療の結果に対して､ 患者や家族に対して十分

な説明をする､ どういう医療を施すことによってど
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◆特別講演２



ういうことが予想されるのかということについても

十分な説明が求められるようになりました｡ そうい

う情報提供ということに関する状況の変化､ これも

医療に対する社会の要請の中身を大きく変えている

ということが言えるのではないかと思います｡

そして､ コンプライアンスの要素の２番目の組織

体制の問題です｡ 医療の世界が､ 今お話ししたよう

なさまざまな複雑な社会の要請に対してこたえるた

めに､ 全体としてどういう組織体制で臨んでいるの

かということです｡

大きな目で見ると､ 医療の組織体制というのは病

院と診療所から成っているということです｡ 重病患

者とか非常に複雑困難な疾病については大病院､ 病

院が医療を担当する､ そして日常的な風邪とかちょっ

としたけがとかいうようなものは､ まず診療所で対

応する､ そういう役割分担のもとで医療の組織体制

が構築されてきたというのが医療の基本的な組み立

て､ 仕組みだと思います｡

ところが､ それが最近の患者側の大病院・専門病

院志向のために､ この役割分担がなかなかうまくい

かなくなってきました｡ みんな大病院の方に患者が

押し寄せていく｡ それによって勤務医の過重労働と

いうような問題が発生し､ そしてそれが医療を行う

体制自体に大きな混乱を生じさせ､ また一方で､ 社

会のその問題に対する誤解によって患者のたらい回

しがテレビなどで取り上げられて､ 社会から激しい

バッシングを受けるということにもつながっている

わけです｡

そういった問題に対して､ 組織の問題としてどう

対応していくのか｡ 例えば完全予約制の外来に変え､

そしてその病院には登録診療所から患者を紹介して

もらうというようなやり方を徹底していくというよ

うなことも一部では試みられているようです｡ しか

し､ 本来そういう病院と診療所との間の役割分担を

きちんと行っていく､ そういう組織体制を機能させ

ていくためには､ 何といっても日常的な疾病に対し

ては診療所の医師がかかりつけ医として患者側との

十分な信頼関係で医療に当たっていくということが

不可欠なのではないかと思います｡ それが本当に今

の医療体制全体の中で期待できるのかということに

対して､ 一部で疑問を呈している人もいます｡

この本の中でも､ 聖路加病院の副院長のインタビュー

もしています｡ そういう若い医療者の教育のあり方､

選別のあり方というものも考えていかないと､ かか

りつけ医としての､ 本当に患者側から信頼される医

師というものの養成､ 育成が十分にできないのでは

ないかという､ そういう指摘は､ ある意味ではこう

いう医療の組織体制全体にかかわる問題というふう

に言ってもいいのかもしれません｡

そして､ もう一つ重要なことは､ 医療者側の､ 医

療機関側の絶対的な体制の不足､ 人員の不足という

ことを何とかしてカバーしていかないといけないと

いうことです｡ これから医師の数を増やしていこう

という話が今､ 政権がかわってから現実化してはい

ますけども､ まだまだ医師の数が全体として足りな

い｡ 医師だけではなくて看護師もそうです｡ 医療従

事者の数が全体として足りない中で､ やはり専門職

相互間で緊密な連携､ 協力を今まで以上に高めてい

くということが組織体制の問題として重要だろうと

思います｡ そのためには､ それぞれの職域というと

ころに閉鎖的に閉じこもるのではなく､ 情報の共有､

事務の合理化､ 業務の代替ということも進めていか

ないといけないのではないかと思います｡
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そして､ ３番目の組織の機能の問題です｡

組織という面で考えたときに､ 医療機関の中で､

やはり組織として最も重要なのは病院だと思います｡

病院がさまざまな疾病､ さまざまな患者に対する対

応という面で､ 通常､ 社会の中で組織に期待される

機能を十分に果たしているだろうかと考えたときに､

少なくとも私が日常的に対応している企業のコンプ

ライアンスの問題とは大きな違いがあるような気が

します｡ 組織としての意思決定ではなくて､ やはり

医療の世界というのは個々の医師の意思決定が中心

で､ 病院としては余り意思決定の機能は果たしてい

ない｡ それがある意味では医療という世界には適し

たやり方なのかもしれませんが､ 例えばそういう救

急医療に対する対応とか､ 災害や事故というものに

対する対応など､ 組織としての意思決定が重要にな

る領域というのも最近では増えてきているのではな

いかと思います｡

そして､ 先ほど申し上げた専門職相互間の関係と

いうのが､ 昔は､ 安定した状況のもとではピラミッ

ド型の上命下服の組織でよかったのだと思うのです

が､ 状況がどんどん変化していく､ そういう変化し

ている状況に柔軟に対応しないといけないという状

況になってくると､ ピラミッド型組織から横のコラ

ボレーションを中心にした組織に転換することを考

えていかないといけないのではないかと思います｡

そして､ ４番目の治療的コンプライアンス､ 何か

問題が発生したときの対応の問題です｡

ここで必要なことは､ 一般的にはフルセット・コ

ンプライアンスの一つとしての治療的コンプライア

ンスで重要な３要素というのは､ 事実をまず解明す

る｡ 何が起きたのかということを明らかにして､ そ

して原因を究明すること｡ 原因を究明することによっ

て再発防止策を講じる｡ 治療的コンプライアンスと

いうのは､ この３つの要素から成ります｡

しかし､ これを医療の世界で考えた場合に厄介な

のは､ まず問題が起きたとき､ この問題というのは､

大半は医療事故､ 医療過誤の問題です｡ 医療事故､

医療過誤の問題が発生したときに､ 事実関係を解明

して原因を究明するということが必ずしも単純では

ありません｡ なぜその問題が医療事故として大きな

トラブルに発展したのか､ なぜそれが訴訟だとか刑

事事件だとかという問題になったのかということを

考えてみると､ それは単純に事実関係を明らかにし

て､ その医療の内容を客観的に評価するだけではな

かなか済まない問題です｡ そこには医療に対する社

会の要請の複雑さという要因があるのではないかと

思います｡

先ほども言いましたように､ 社会の医療に対する

要請の中身は､ 昔と今とでは大きく違ってきていま

す｡ 今では質というものを物すごく重視するように

なりました｡ しかし､ それでは医療事故､ 医療過誤

というのが単純に医療の質だけで起きているかといっ
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◆特別講演２



たら､ 決してそうではありません｡

もう一つ重要なことは､ 患者､ 家族､ 場合によっ

ては遺族との関係です｡ この関係がどこかで不信に

つながり､ その関係がおかしくなったときに医療事

故が訴訟問題に､ そして刑事事件の問題に発展する

ということになります｡ そういう意味で､ 事実関係

を明らかにして原因を究明するというのは､ 一般の

企業不祥事などと比べると､ はるかに複雑です｡

そして､ もう一つ特徴的なことは､ 医療の世界と

いうのは多くの場合､ 最近の高度な医療はチームで

行われるということです｡ そのチームの構成員の責

任を一つ一つ明らかにしていくということは､ 医療

の世界における要請の複雑さと相まって､ ますます

その医療をめぐるトラブルの解明を困難にします｡

三､ 四年前に慈恵医大の青戸病院の前立腺がんの

腹腔鏡手術で３人の医師が逮捕､ 起訴された事件が

ありましたけれども､ 私はあの事件の公判を､ 最初

の方は担当しました｡ あの事件でも､ 執刀した３人

の医師の問題､ そしてそういう未経験の医師による､

困難な手術を許可した診療部長の問題､ そして､ 最

終的にはあれは出血性のショックの問題でしたから､

循環動態がしっかり把握されて適切に輸血が行われ

ていたら､ あのような結果は防げたかもしれない､

そういう意味での麻酔医の問題｡ いろんな立場でそ

の医療に関わっている人､ 個人個人の責任の問題が

生じます｡ その中の誰が悪いのか､ 誰が責任を問わ

れるべきなのかということを明らかにするのは､ そ

んなに容易なことではありません｡

そして､ もう一つの医療事故に関する情報の提供

の問題｡ これに関してここ数年､ 非常に大きな問題

になってきているのが､ 医師法21条の異状死の届け

出の問題です｡

医師法21条では､ 異状死については､ その医師が

警察に届け出をしないといけないわけですが､ 問題

は､ 何が異状死なのかという判断の問題です｡ これ

は昔と今との社会の医療に対する要請の変化に伴っ

て､ 何が異状かということについての考え方も大き

く変わっているということが言えるのではないかと

思います｡

先ほども言いましたように､ 昔は資格のある医師

に医療をしてもらうということ自体が社会の要請で

した｡ ですから､ そういう資格のある医師の管理下

で､ 医療の中で亡くなったというのは異状ではなかっ

たわけです｡ しかし､ 最近はそういう考え方とは異

なる医師法21条の解釈が行われるようになりました｡

客観的に一定のレベル以上の医療じゃない､ 質の低

い医療の結果､ 予想に反した､ 期待に反した結果が

生じた場合には､ それは異状だというような考え方

がとられるようになってきたわけですね｡ それが医

療過誤問題を刑事事件に発展させるケースを大幅に

ふやした原因の一つと言えるかもしれません｡

そして､ もう一つ先ほど言った患者､ 家族と医師

との関係に関してトラブルの大きな原因になるのが､

実質的なインフォームド・コンセントが確保されて

いないという場合です｡

インフォームド・コンセントというのは､ 決して

何かトラブルが生じたときに､ 何か予期しない結果

になったときに言い訳をするためのものではありま

せん｡ 法令遵守的な発想で､ 単に手続が守られてい

ればいい､ そうすれば後で言い訳ができるという考

え方でインフォームド・コンセントを行っていると､

結局それは後で､ 実質的な患者側の自己決定権が確

保できなかったということで､ それが医療をめぐる

トラブルに発展します｡ そういう意味では､ インフォー

ムド・コンセントというものがどれだけ実質的に行

われているかということも､ 医療過誤問題という医

療をめぐる問題のプロセスにおいて重要なものと言

えるのではないかと思います｡

そこで､ こういう治療的コンプライアンスの問題

に関する重要な最近の事例として､ 福島県立大野病

院の帝王切開死事件のことに触れてみたいと思いま

す｡

御存じのように､ この事件というのは2004年に帝

王切開の手術を受けた妊婦が大量出血によって死亡

した問題です｡ これに関して翌年､ 県の医療事故調

査委員会の報告書が公表されて医療ミスが指摘され

― 43 ―



たことで警察の捜査が始まり､ 翌年､ 執刀医が業務

上過失致死罪､ 今お話しした医師法21条違反という

ことで逮捕､ 起訴されました｡ しかし､ 結果的には､

2008年の夏に執刀医に無罪判決が出ました｡ そして

検察は控訴を断念した｡ 完全に負けを認めたという

ことです｡

この事件は､ ある意味で医師が典型的な医療行為

である手術においてどういうような判断をすべきだっ

たのかという､ 医師の医療上の判断そのものを業務

上過失致死罪でとらえたという､ 今までには余りな

かったケースでした｡ 検察官は､ 癒着胎盤と認識し

た､ その段階で直ちに胎盤剥離を中止して子宮摘出

手術に移行すべきであった｡ それをしなかったので

結局出血してしまった｡ 直ちに手術に移行していた

ら結果が回避できたという主張をしました｡ しかし､

裁判所は､ 確かに結果の回避の可能性はあったけれ

ども､ 一般的に用手剥離を開始した後は､ 出血をし

ていても胎盤を剥離し続ける､ それを行いながら止

血操作を行っていけば､ 通常はそういう結果は生じ

ない｡ だから医師のやったことはそんなに基本的な

義務に反しているとは言えないということで無罪判

決を出したわけです｡

この事件､ 社会的にも非常に注目されたのですが､

私は刑事司法に長年携わってきた立場から言わせて

いただくと､ 一般的には被疑者を逮捕する､ そして

身柄を拘束してしまうというのは､ 捜査機関の側か

らすると､ もうその人間の側には物を言わせないし､

世の中をこいつはとんでもない悪人だということを

一斉にマスコミなどが書き立てるということによっ

て批判､ 非難一色にしてしまって､ その事件を解決

してしまうという方向につながるんですが､ この事

件は､ 恐らく警察､ 検察の予想に反した展開だった

と思いますが､ 反対の方向に世の中が動いたんです

ね｡ もし逮捕していなかったら､ ここまで激しい社

会的な反発はなかったと思いますけれども､ この執

刀医を逮捕したことによって､ 全国の病院の勤務医

から､ 産婦人科の勤務医から､ こんなことで逮捕さ

れるようではやってられないという大変な反発が起

きました｡ 逆に捜査機関側に社会からの批判､ 非難

が集中したことによって､ 裁判所もこの事件の判断

に慎重にならざるを得なかったという面があります｡

そういう意味で､ 医療をめぐる刑事事件の動きに非

常に大きな影響を与えた事件だと思います｡

ただ､ それをまた別の面から考えてみたときに､

先ほどから言っている医療のセンシティビティーと

かコラボレーションという面で考えたとき､ 私は､

全く私個人の考え方ですけれども､ こういうとらえ

方もできるのではないかという気がしています｡

この福島県の医療事故調査委員会の報告書による

と､ このときの手術スタッフというのはこういう構

成だったようです｡ 執刀医の産婦人科医､ そして助

手の外科医､ 麻酔医､ そして看護師が４名から５名｡

そしてこういう､ 先ほどからお話ししているような

経過で､ 手術中の出血性ショックで患者が死亡して
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◆特別講演２



しまったのですが､ この事故の要因について､ 報告

書はこういうような点を指摘しています｡ 癒着胎盤

の無理な剥離ということ､ そういうことをやった際

の対応する医師が不足していたこと､ そしてその際､

輸血対応が遅れたこと､ そして本来そういうような

問題が発生しているのだから､ 手術途中で待機中の

家族に説明をすべきだったということも言っていま

す｡

私は､ この例というのは､ 確かに医療の体制面で

の絶対的な不足というのもあったのだと思いますけ

れども､ やはり途中で､ 出血性ショックになりかけ

た段階で輸血対応をもっと早くできなかったという

ことに関しては､ このチームの中におけるセンシティ

ビティーとコラボレーションが不足していたという

こともあるのではないかと｡ そして重要なことは､

この手術途中で待機中の家族のことを思い出して､

家族に対してこの経過を説明するということを誰も

思いつかなかったということも､ このチームの力の

不足というのがあったのではないかというようなこ

とを､ この問題に関して考えました｡

先日､ この話をある講演の場でしたところ､ 本も

たくさん書かれている虎ノ門病院の小松医師が来て

いらして､ いや､ 私の考え方は､ それはおかしいと､

これは医療の体制の問題だと｡ そのチームの中で何

とかできる問題ではないという御指摘をいただいた

のですが､ 私は確かに全くそのとおりだと思うので

すけども､ しかし､ そういう限られたリソースの中

でも､ 恐らく全国の病院でさまざまな医療がチーム

の力によって支えられているという現実があると思

います｡ 絶対的な体制不足という面では､ もっともっ

といろんなところでいろんな問題が起きていてもお

かしくないわけですが､ それを支えているのは､ や

はりそのチームの中で､ 今､ これまでお話ししてき

たような医療に対する社会の要請をみんながしっか

り認識して､ こういった場面ではこういうことが重

要なのではないかということに対してセンシティブ

に反応していくという努力が行われているというこ

とがあるのではないか｡ そういうような努力をもっ

ともっと高めていくことが､ チームの力によって今

の医療をめぐる危機的な状況を救う力にもなるので

はないかという気が､ 私は素人ながら､ してなりま

せん｡ そういう観点から､ 最後にこの本の主題にも

しました ｢チームの力｣ ということを改めて考えて

みたいと思います｡

この本の47ページのところに､ こういう事例を取

り上げています｡ ある人工心肺動静脈の回路取りつ

け間違いの事例です｡ 心臓手術をしようとしたとき

に､ これは若手の執刀医を指導医が指導するという

体制であったようなのですが､ 動脈側チューブと静

脈側チューブの取りつけを間違えた｡ それについて

指導医も気がついていなかった｡ その間違いに気が

ついたのは臨床工学技士だった｡ モニターの数字が

異常に低いことに気づいて､ 人工心肺を停止して､

その原因をみんなで探したところ､ この動静脈の回

路の取りつけ間違いが発見された｡ こういう事例が

紹介されています｡

これは危険学プロジェクトの医学についてのバー

ジョンのパネルディスカッションをやったときに取

り上げられた一つの事例なのですが､ この本の中の

このディスカッションでは､ なぜこういう間違いが

生じたのかとか､ どうやったら発見できるのかとい

うようなところが主として話し合われていますが､

私は､ ここでこの問題が大きな医療事故にならなかっ

た一つの大きな要因は､ チームの力だったのではな

いかというふうに思いました｡
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先ほど言ったような､ 昔の医療職・専門職間のピ

ラミッド型の構造のもとで､ 看護師は医師の指示ど

おりにやればいい､ 臨床工学技士も言われたとおり

にやればいいというだけの組織であったら､ このと

き臨床工学技士がこの異常に気がついただろうか｡

そして仮に気がついたとしても､ みんながそれに反

応して､ みんなでその原因を探すという行動につな

がっただろうか｡ これは､ ある意味では､ このチー

ムはそれぞれの専門職の役割をしっかり認識して､

お互いがコラボレーションをしていくというチーム

の力が機能していたからこそ､ こういったことがで

きたのではないか｡ もしこれが､ チームの力がなかっ

たときには､ 何か臨床工学技士がちょこっと言い出

したときに､ うるさい､ そんなことは関係ないとい

うことを言って､ そのまま手術を続けていたかもし

れない｡ そうすると､ それが医療事故に発展し､ 患

者が死亡してしまった｡ そうなると､ 今度は責任追

及というのが始まっていきます｡ 悪かったのは執刀

医なのか､ 指導医なのか､ あるいはモニターの数字

の異常に気がつかなかった工学技士なのかというよ

うな不毛な責任追及の動きが始まっていって､ 結局

それは将来的にそういうような医療事故を防止する

ことにもつながらない､ 単にその医療の組織を崩壊

させていくことにつながるだけだと思います｡ ここ

でそういうチームが生きた力を持っていたことがこ

のチームを支え､ そしてこのケースを､ この失敗の

経験を生かして､ もっともっとすばらしいチームに

なったということが言えるのではないかと思います｡

同じようなことを私はこの中に､ 対談でも登場し

てもらっている､ 海堂尊氏の ｢チーム・バチスタの

栄光｣ の小説の中に出てくる栄光のバチスタチーム

の､ 問題を起こす前の､ バチスタ手術26連勝中のチー

ムが､ いかに個人個人の個性をみんなが補い合って

いいチームをつくっていたかということ､ それと､

最後にここに収録しているのですけれども､ 私が長

崎地検の当時に行った自民党長崎県連事件などの地

方の地検での独自捜査を行ったときのチームの力と

いうものとの２つの比較で考えてみたというのが､

最終的なこの本の主題です｡ 是非この本の中から､

そのチームの力というものの素晴らしさというのを

改めて考えていただきたいと思います｡

全くの素人ながらの私の個人的な考え方を述べさ

せていただきました｡ 医療の世界が大変厳しい状況

の中で､ 皆さんのこういった取り組みが実を結ぶこ

とを心から祈念しております｡ 御清聴ありがとうご

ざいました｡
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������� 12：05～12：10

挨拶：栃木県医師会長 � � � �



次期当番県を担当いたします栃木県医師会長の�
島でございます｡

きょうは､ まず島根県の田代会長先生を初め役員

の先生方､ そして勤務医部会の先生方が大変に御尽

力をされて､ このように立派な協議会が開催をされ

ましたこと､ 心から敬意を表したいと思います｡

かつて病院の勤務医という立場の方々は､ 本来､

診療のみに専心すれば､ それで済んでいた時代があっ

たわけでありますが､ 今は時代が変わりまして､ 医

療へのニーズも高まるにつれ､ 患者さんが病院に集

中する､ 特に今､ 軽症例と思えるような方々までが

病院に集中する､ そのような結果､ 本来の病院医療､

特に高度の医療､ それがなかなか達成できない､ そ

ういう状態になっているわけでございます｡ 勤務医

が置かれております労働環境は､ もはや病院経営者

のいわゆる“さじかげん”といったものではとうて

い改善できない､ そういうレベルになってきている

わけでございます｡ 私たちが心身ともに健康で､ そ

して医療に専心できるためには何をすればよいのか､

それを次年度は皆さんと一緒に考える協議会にした

いと､ このように考えております｡

勤務医の問題は､ 今や社会的にも関心が寄せられ､

行政の対応も大きく変化をしてきた､ これは間違い

ございませんけれども､ しかし､ 一方で､ 残念なが

ら実際に勤務医の先生方の待遇が本当に改善された

と､ そういう実感に到達するにはまだまだ時間がか

かる､ それが現状かと思っております｡ いずれにし

ましても､ これから１年かけまして､ きょうの島根

県のこの協議会に負けないような会を是非つくり上

げたいと､ 今､ そのように考えているところでござ

います｡

ところで､ 栃木県と申しますと､ どうも西日本の

方に聞きますと､ なかなかその存在地が余りはっき

りしない､ ｢どこにあるのか栃木県｣ と言われるよ

うなところがありました｡ 実際､ これは歴代の県知

事が就任早々､ 同じようなことを言っておりますの

で､ まず間違いのないところでありますが､ きょう

の冊子の裏を返していただきますと､ そこに日光東

照宮の陽明門がございます｡ 日光とか塩原とか､ そ

ういうことを言い出しますと､ ああ､ あそこか､ 行っ

たことがある､ そのように認識をしていただけると

思うわけでありますが､ 東京から､ 今や新幹線で50

分｡ あっという間に簡単に来れるところでございま

して､ その上台風とか洪水といった､ いわゆる自然

災害の非常に少ない､ ある意味では住みやすいとこ

ろでございます｡ 県都の宇都宮は､ このところ､ ジャ

ズの街だとかカクテルの街だとか､ そういうことで

一生懸命売り出しを図っておりますが､ 最近は専ら

餃子の街としてかなり名を高めている状況でもござ

います｡

次年度に関しましては､ 残念ながらこの場所のよ

うな風光明媚なところでやるわけにはいきませんけ

れども､ 宇都宮の真ん中のホテル東日本宇都宮とい

うところで､ 22年の10月９日に開催をいたしたいと

考えております｡ メインテーマは ｢地域医療再生～
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◆次期担当県挨拶� �
栃木県医師会 会長 � � � �



地域の力､ 医師の団結～｣ ということで､ シンポジ

ウムが２つ､ 一つは医療再生への新しい取り組み､

もう一つが今勤務医に求められる病診連携とは､ と

いうことで､ しっかりとディスカッションをいたし

たいと考えております｡ どうか来年も大勢の先生方

が栃木県においでくださることを心から念願しまし

て､ 御紹介かたがたご挨拶にかえます｡ ありがとう

ございました｡
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◆次期担当県挨拶



� � 13：00～13：30

｢日本医師会勤務医委員会報告｣

報告：日本医師会勤務医委員会委員長 � � � �



それでは､ 日本医師会の勤務医委員会の御報告を

させていただきます｡

２年近くの話でございますし､ 逐一ということで

はございませんけれども､ できる範囲で､ お時間の

許す限りで御報告したいと思います｡

まず､ 本当は毎年話す話もありますので､ はしょっ

てと思いますけれども､ 毎年お見かけするお顔もあ

りますが､ 初めての方もあると思いますので､ 少し

冗長ですけれども､ 始めたいと思います｡

この15人のメンバーが､ 今の委員会の委員でござ

います｡ 担当役員は宝住副会長､ 主務担当の三上常

任理事と､ 今日お見えの木下常任理事と今村常任理

事でございます｡

この日本医師会勤務医委員会の役割でございます

けれども､ まず会長から御諮問いただきました事項

につきまして討議と答申書の作成をいたすのが主な

ことでございますけれども､ 実際には日医ニュース

の ｢勤務医のページ｣ の企画とか､ 全国勤務医部会

連絡協議会､ 今日の協議会ですね､ これへの意見と

か答申とか､ また都道府県医師会勤務医担当理事連

絡協議会の企画立案などございますし､ その他いろ

いろ､ 我々の考えた問題について討議もいたしてお

ります｡ また､ 勤務医会員数や勤務医部会の設立状

況等の調査も行っておりますし､ ２年に１回は勤務

医座談会の実施もいたしております｡

まず､ 日本医師会の組織率の推移でございますけ

れども､ 一時期60％前後にありましたが､ ちょっと

超えておりましたけれども､ ここまで下がってまい

りました｡ 前回､ ここのときに大変危機感を持ちま

したけれども､ またどんどん下がっているというの

が現状でございます｡

日本医師会の勤務医の会員数でございますが､ 日

本医師会の会員数は16万5,622人と｡ うち勤務医会
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員数が７万7,000幾らで大体46.9％､ これは前年度

とあまり変わりません｡ 都道府県の医師会の会員数

は18万1,000人でございまして､ 勤務医の会員数が

９万2,000人ということで､ 50.9％ということでご

ざいます｡ この差は､ 都道府県医師会には会員になっ

ているけれども､ 日医には入っていないという会員

がいるということでございます｡

日本医師会の会員数がどう変化しているかといい

ますと､ 550人増えております､ 前年に比べまして｡

前年は497人増えたのですが､ 今度は550人と｡ 大体

500人前後増えていると｡ 率にしますと0.3％の増加

ということでございますが､ うち勤務医の会員数の

増加は0.4％､ 327人と｡ 550人のうちの327人が勤務

医の会員数の増加ということでございます｡

勤務医会員の構成割合の年次推移を見ますと､ こ

ういう数字でございます｡ ここ数年､ 余り変わって

おりません｡

勤務医の医師会活動にどう参画しているかという

ことを､ こういう役員や代議員数､ あるいは委員会

の委員数ということで調べてみますと､ 日本医師会

の役員は30人で､ うち１人が勤務医でございまして
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◆報 告



3.3％｡ 代議員は非常に去年から増えまして､ 35人

ということで9.9％になりました｡ 委員会の委員数

はこれだけで､ 勤務医が187人､ 27.2％､ 勤務医が

入っているということです｡

都道府県医師会におきましては､ 役員が約18.5％､

代議員が15％､ 委員数が30％でございます｡ 委員数

だけは何とか日医の中でも都道府県医師会の中でも

同じ程度にございますけれども､ 代議員や役員の数

で比べたら､ 日本医師会では非常に少ないというこ

とが言えると思います｡ 特に代議員のことは､ 少な

いことは非常に問題にいたしております｡

都道府県医師会の中の勤務医の部会の設立状況で

ございますけれども､ これが去年の状況でございま

すが､ 今年は１つだけ設立予定が増えております｡

ただ､ これ聞きますと､ すぐにということじゃなく

て､ 予定はしておるけれども､ いつになるかわから

ないという予定のようでございます｡

大学医師会の設置状況でございますが､ 80大学中

36の都道府県の中で61の大学医師会があるというこ

とで､ これもここ数年､ 何にも変わっておりません｡

先ほど問題にしました日本医師会の勤務医の代議

員の数の問題でございますけれども､ 1999年ぐらい

から見てみますと､ パーセントでこのくらい､ 人数

でこのくらいでございますが､ 大体20人をちょっと

超えるというところが一番多いところでございまし

たけれども､ ここが去年から30人台になりまして､

10％近くになっておるということでございます｡ ま

だまだということでございますけれども､ 一応はあ

る数を確保しているということも言えると思います｡

生涯教育の申告率の推移でございますが､ この一

番上の赤が診療所の医師､ 真ん中が平均で､ 一番下

側が病院の医師の申告率でございます｡ 病院の申告
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率がどうして診療所の申告率よりも落ちるのか､ 私

には理解できませんけれども､ 少し幅がくっついて

きたのかなという感じは持ちます｡ 依然として全体

を引き下げておるのは､ 勤務医の申告率が低いため

でございます｡

日医ニュースの ｢勤務医のページ｣ を企画してお

りますけれども､ 今年は５月から10月まで､ こうい

う状況でございます｡ こういうテーマを決めたり､

執筆される方に依頼したりということが勤務医委員

会の委員の仕事でもございます｡

今年の都道府県医師会の勤務医担当理事連絡協議

会の企画立案でございますが､ テーマを ｢医療再生

へ進むべき道｣ というふうにいたしまして､ 御報告

と､ それから勤務医の活動報告を神奈川県と山口県

と福岡県からすることになっておりますし､ あとは

意見交換を自由の討議でしますけれども､ これには

幾つかの医師会から､ もう既に質問や議題が提案さ

れております｡

この全国医師会勤務医部会連絡協議会のことでご

ざいますが､ 日本医師会の主催ということになって

おりますが､ 担当県にお任せしていた時代がござい

ます｡ 日医の主催であれば勤務医委員会もある程度

関与すべきではないかという御意見がたくさんござ

いまして､ 関与はいたしておりますけれども､ なか

なか実際には十分な時間がとれませんので､ 一応プ

ログラム､ 島根宣言についても当該県の意向を伺っ

て､ 勤務医委員会である程度の意見を申し上げてお

るということでございます｡ 特に島根宣言について

は､ かなりたくさんの意見が出ましたので集約でき

ませんで､ 生のまま､ 島根の方に委員会の意見を申

し上げたところでございます｡ なかなか実際にはす

り合わせは困難と言うべきだろうと思います｡
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今年は､ 勤務医の座談会をいたしました｡ 若い方

で､ あんまり日常的には医師会とは関係の少ない人

たちということで､ こういうメンバーであります｡

地域的､ あるいは病院の規模別､ 大学と一般の病院､

あるいは公私というようなことで､ この５人に来て

いただきまして座談会をいたしました｡

テーマは､ ｢勤務医が安心して医療を続けられる

ために｣ という主題でございまして､ 中身の質問は､

こういうことをお話ししていただきました｡ 例年と

違うところは､ 今までは､ 私が医師不足についてお

考えはと聞きますと､ 私の病院では余り不足はして

いませんとか､ いつも自分の病院が中心のお話しし

かなかったのですが､ 今年はどういうわけか､ 日本

全体で今問題にしているようなことが､ 逐一的確な

表現でお話がいただけました｡ 今月の､ 10月からで

すから20日号に４回続けてこの座談会の様子はお知

らせしますので､ お読みいただきたいというふうに

思います｡

ここで男女共同参画のことでお話ししましたら､

女性の立場から､ 旦那が医者だったらいろいろ問題

があるけれども､ 医者以外の人だったら余り問題は

ないというようなお話もございまして､ 何か勤務医

は大変なのだということを改めて感じました｡

これは勤務医委員会のことではございませんけれ

ども､ 日本医師会の方で勤務医の健康支援に関する

取り組みということで､ こういうプロジェクトの委

員会が設置されました｡ 冒頭の唐澤会長の講演の中

でも一部ありましたけれども､ 私の方も少し資料を

いただきましたので､ 簡単に概略だけを申し上げた

いと思います｡

どうして､ こうして勤務医の健康支援に関するプ

ロジェクト委員会を日医がつくったかという背景を

私なりにいただいた文章の中で読みますと､ 勤務医

の勤務条件や労働環境が想像を絶するものであると｡

勤務条件の影響で健康を害した医師が多数いるとい

うこと､ また医師の健康確保は患者の安全につなが

るということ､ 医師の健康支援は医療再生に不可欠

であるということなどということが背景になってつ

くられたと｡ もう既にアメリカやカナダや英国では､

医師会主導と政府の支援で取り組みが進んでおると

いうふうに聞いております｡

このプロジェクトの委員会でアンケートをとった

ことがありますが､ アンケートでは､ 大体１万人を
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抽出して､ そのうち男性が8,000人､ 女性が2,000人

ということでアンケートを求めております｡ アンケー

トは､ 4,055人が回答されたということでございま

す｡ 40％ぐらいですね｡

その結果を改めて抽出しますと､ 平均睡眠時間が

６時間未満が41％､ ４割は６時間未満しか寝ていな

いと｡ 月に８日以上､ 全体の20％の方が自宅待機が

あるということです｡ ２人に１人は半年以内に１回

以上クレームを受けた経験があるということ｡ ２人

に１人が自身の体調不良を他人に相談しないと｡ メ

ンタル面のサポートということで､ ９％の回答者が

必要と考えている､ ７％が自身を否定的に見るとい

うこと､ ６％が１週間に数回以上､ 死や自殺につい

て考えるというような状況でございます｡

勤務医がどんな健康支援を必要としているかとい

うアクション項目を見ますと､ 休日や休息がとれる

体制の整備､ トラブル等に対する組織的な対応､ 診

療に専念できるようにするということ､ 院内での暴

言・暴力の防止対策､ 女性医師の勤務継続支援のた

めの対策ということが､ 勤務医が必要と考えるアク

ション項目のようでございます｡

今のお手元の中の資料にこの話は載っております

けれども､ 一部抜粋しますと､ ｢医師が元気に働く

ための７カ条｣ というのがございまして､ 睡眠時間

を十分に確保しよう､ 週に１日は休日をとろう､ 頑

張り過ぎないようにしよう､ うつは他人事ではあり

ません､ 体調が悪ければためらわずに受診しましょ

う､ ストレスを健康的に発散しよう､ 自分自身､ そ

して家族やパートナーを大切にしましょうという７

カ条でございます｡ 大変難しい話のような気がしま

すが､ こういうことを日本医師会の方はつくってお

ります｡
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そのためには､ 勤務医が勤めておる病院が勤務医

の健康を守るということで､ こういう７カ条も必要

ですよということでございます｡ 医師の休息が医師

のためにも患者のためにも大事と考える病院が良い､

挨拶やありがとうなどと笑顔で声をかけ合える病院､

暴力や不当なクレームを予防したり､ 組織として対

応する病院がいい､ そういう病院になろうという７

カ条ですね｡ 医療過誤に組織として対応する病院､

診療に専念できるよう配慮してくれる病院､ 子育て・

介護をしながらの仕事を応援してくれる病院､ より

快適な職場になるように工夫をしている病院という

ようなことで､ 病院にはこういう７カ条を守ってほ

しいと｡ 勤務医は先ほど書いた７カ条をということ

でございます｡

結論としては､ こういうことがございますという

ことでございます｡

勤務医の健康支援のための健康相談というのも､

今のプロジェクト委員会の方でやっております｡ 今､

試行的でございますけれども､ Ｅメール相談とか電

話相談をやっておりますし､ そのほか医師の職場環

境改善のワークショップ研修ということも､ 今年は

計画をいたしております｡ これらのことは､ お手元

の資料の中に入っておりますので､ 後ほどご覧いた

だきたいというふうに思います｡

一番大事な我々の委員会の仕事の中の会長の諮問

は､ ｢医師の不足､ 偏在の是正を図るための方策－

勤務医の労働環境 (過重労働) を改善するために－｣

ということでございます｡ 今､ やっと大詰めに来た

ところでございまして､ 答申案ができつつございま

す｡

答申の骨格は､ 医師数とは何かと､ どんな医師数

のことを言っているのかと｡ もうよぼよぼな医師の
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数も入っているのかとか､ 本当に活動しておる医師

の数なのかということで､ 国際比較の中でもそのこ

とがどうなのかということの問題がございますし､

医師の不足や偏在や勤務の労働環境について､ 実態

と原因と改善策ということについて書いております｡

特に勤務医の視点からだけではなくて､ 国民ととも

に考える視点からも､ このことを見てみようと｡ ま

た､ 社会保障という視座からも見てみようというこ

とで､ 答申の素案は､ 大まかにはでき上がっており

まして､ 今から詰めに入る段階でございます｡

一般に医師不足を医師の不足感というふうに考え

ている人もあって､ あんまり不足感はないよという

こともありますけども､ 本当にはどういうことなの

か｡ 共通認識としての物差しが必要ではないかと｡

医療提供体制をどのようにするのか､ どういう医療

をするのか､ ３分間診療でいいのか､ もっとゆった

りした時間をかけるのかということによっても医師

の不足は､ 数は問題になると思いますが､ そういう

ことでの物差しをちゃんとつくろうと｡ また､ 患者

さん側の医療のニーズをどのようにとらえるのかと｡

ニーズが増えれば､ 医師が同じでも不足になるわけ

でございますので､ 患者のニーズや医療提供体制も

含めて､ 共通認識としての物差しをきちっとした上

で､ 医師不足はどうなのかということを考えてみよ

うということを思っております｡

自由な討議としては､ 去年も申し上げましたけれ

ども､ ちょうど新医師臨床研修制度の問題の見直し

が始まったころでございましたので､ こういう話題

が委員会の中ではたくさん出ましたし､ ちょうど21

条問題の関連の問題についても議論がたくさんござ

いました｡ 最近には､ 医師会のあり方ということに

ついて議論を進めていきたいというようなお話がご

ざいまして､ この委員会の任期中に､ このこともしっ

かりと議論してみたいというふうに私は思っており

ます｡

勤務医に係る委員会､ 勤務医委員会がここにござ

いますが､ 勤務医部会連絡協議会､ 今日の協議会で

すが､ 担当理事連絡協議会とか､ 勤務医の健康支援

に関するプロジェクト委員会､ 医師の団結を目指す

委員会とか男女共同参画委員会､ 女性医師支援セン

ター事業､ こういういろんな絡みがございまして､

これ全体で勤務医の問題が取り上げられるというこ

とが大変重要な問題ではないかというふうに思って
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おります｡

これは去年も申し上げましたけれども､ やっぱり

日本医師会に全医師が団結する必要があると｡ しか

し､ 団結できる環境づくりが重要という意見がござ

います｡ 今の医師会のままではなかなか団結がしに

くいと､ 団結しやすい､ 求心力のある医師会になる

べきではないかというふうに思っております｡

今まで小異を捨てて大同とか､ 団結とか､ いろん

なことを言ってきましたけれども､ 同質なものはよ

く群れるのですけども､ 少し質が違うと群れにくい

ということがございます｡ 質が違うものでも一緒に

頑張っていくという姿がございますが､ ｢共生｣ と

いう言葉でございます｡ 共生すべき必要があるので

はないかというふうに思っています｡

違いがあることを認め合いながら､ 危機意識を共

有して強く固く団結し､ 医療の未来を切り拓こうと､

崩壊を防ごうというふうに消極的でなくて､ 医療の

未来を切り拓こうというふうに､ 私は今年は申し上

げておきたいというふうに思います｡

全医師が団結できる医師会をというふうに思いま

すが､ 目前の問題解決も必要ですけれども､ 若い勤
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務医が未来を託せる医療社会の構築のできる医師会

に､ あるいは医師が誇りと夢を持てる医療制度の確

立をできる医師会にと､ そういう医師会に変わらな

ければいけないのではないかというふうに思ってお

ります｡

今の医師会は､ 必ずしも私が考えるプロフェッショ

ンのアソシエーションになっていないというふうに

思います｡ 本当の意味でプロフェッションのアソシ

エーションになるためには､ やっぱり何らかのチェ

ンジが必要､ 新しい価値観で組織をつくるというイ

ノベーションが必要だというふうに考えております｡

社会も患者さんも､ すべてが変わってきたのに医師

会だけがチェンジしないで､ イノベーションしない

で､ 今のままでいいとは思っていません｡

これは余り関係ありませんけど､ 私が尊敬してい

る､ ある先生からいただいたものですけれども､

｢NON SIBI, SED OMNIBUS (自己のためならず､

万人のために)｣ ということでございますが､ 勤務

医のためだけではなくて､ みんなのために何とかこ

の医師会も良い変革を遂げると､ チェンジすると､

イノベーションしようということを申し上げて､ 終

わりにしたいと思います｡ ありがとうございました｡
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� � 13：30～13：50

｢島根県医師会勤務医アンケート調査報告｣

報告：島根県医師会勤務医部会委員 � � �



それでは､ 勤務医のアンケート調査について御報

告申し上げます｡

黄色い冊子が届いていると思いますけれども､ そ

の中に今回のアンケート調査のことが書いてありま

す｡ 後ろの方に､ 実際にどういうアンケートを出し

たかという､ アンケートそのものが書いてあります｡

それに対する意見などを､ 私の方が少しプログラム

の方に書いておきました｡ 参考にしていただけたら

と思います｡

それから､ 自由意見というのが最後に書いてあり

ます｡ これが結構おもしろい｡ 忌憚のない意見が書

いてありますので､ それをまた見ていただけたらと

思います｡

では､ 始めたいと思います｡ 20分､ 時間をいただ

いておりますね｡

島根県です｡ 人口が72万人｡ 11月１日現在で72万

45人ということでしたけれども､ 全国で46位ですね｡

面積､ 6,700平方キロメートル､ 全国19位｡ 広い面

積の中に少ない人間がいるということが言えましょ

うか｡ 出生率が8.1で全国31位､ 死亡率が11.9で全

国２位となっています｡ これは､ だから出生が少な

くて死亡が多いということになります｡ 実際に年間

約5,000人ぐらい減っていっているということだっ

たと思います｡ 高齢化率が28.5と全国２位｡ これ､

今まで１位だったのですけれども､ ついこの間､ 秋

田県に抜かれまして２位に落ちました｡

島根県はこういうふうになっています｡ 東のほう

の方は島根県ってどこやと言われそうな気がするの

ですけど､ 山陰地方のうち､ こっち側に鳥取県があ

ります｡ ここに広島県があって､ 山口県があって､

こっちは日本海ですね｡ こんなに東から西まで随分
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島根県医師会勤務医部会委員 � � �



長い､ 細長い県です｡ 人口は､ この東の方に集中し

ています｡ 松江､ 出雲あたりが多くて､ だんだんと

少なくなるという格好ですね｡ 海岸沿いに９号線と

いう国道が通っておりまして､ その近くにぽつぽつ

と基幹病院といいますか､ 300床程度の病院が並ん

でいると｡ 離島､ 隠岐島というのはこの上の方､ 北

の方にあります｡ フェリーで２時間ぐらいかかると

ころですね､ そこにこういう隠岐島という､ 人口が

今１万5,000ぐらいまでに減りましたですかね､ そ

ういう島があって､ それからこちらの方は中国山脈

で中山間地になって､ なかなか出てくるのが大変と

いうような県です｡

アンケート調査は､ 県内56病院､ 勤務医1,223名

にアンケートを出しまして､ 742名から戻ってきた

のですけれども､ 有効なるものは726名ということ

で､ 回答率が59.4％でした｡ ちなみに医師会の会員

というのは1,191名で､ うち勤務医が657名というこ

とで､ 医師会の加入率は55.2％となっております｡

アンケート調査の内容です｡ あなた自身とあなた

の勤務環境について､ あなたの主たる勤務先の労働

条件について､ 医師会関係について､ 学会について､

ライフプランと健康管理について､ 男女共同参画に

ついて､ これは女性医師だけでなくて､ 男性医師に

も答えてもらっています｡ 女性医師だけの問題では

ないということからであります｡ それから臨床研修

制度について､ それから地域医療について､ さらに

病院管理者の立場についてということで､ 少し前回､

前々回のアンケートとは違ったところがあります｡

まず､ １番のあなた自身と勤務環境についてとい

うところです｡

性別です｡ 女性が２割を超しました｡ 今までの沖

縄､ 千葉ではまだ２割まで達していなかったのです
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◆報 告



けども､ 当県では２割になっております｡

年齢です｡ 30代､ 40代が多い｡ これはあまり変わ

りありませんですね｡

卒後の臨床経験年数というのはこんなもので､ ちょっ

と数が多くて見にくいと思いますけれども､ 若い人

で経験のある方が､ こんなもんだということでしょ

うか｡ これも他県とあまり変わりはないと思います｡

それから､ 主にどういう病院に勤めているのかと

いうことを聞いたところですけれども､ 大学病院が

180人ぐらいです｡ 国公立が多くて381ですか｡ 私立

の病院が少ない傾向にあります｡ これは各県のもの

と比べましてもそういう傾向にあります｡

病床数です｡ 主に200床から400床の間､ それから

400床以上のところにたくさんの医者が勤めている

ということであります｡
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勤務先の勤務年数｡ 10年以上勤めておられる方も

結構いらっしゃいます｡ 若い人は､ やはりよくかわ

るということでしょうか｡

結局まとめますと､ 男女比が８対２ということで､

女性が２割を超えました｡ 大学の学生さんの男女比

を見ても､ だんだん女性が増えてくる傾向にありま

す｡ そういう意味で､ 女性医師の勤務体制について

対策を考える必要があるという､ これは男女共同参

画のところでももちろん出てきます｡ それから私立

の病院が少ないということがちょっと特徴的かなと

いうところ｡ それから人口の割に病院の病床数が多

いです｡ だけれども､ これは多くの病院が､ 基幹病

院としてそこの病院しかありませんので､ そういう

ところで急性期だけでなくて､ 亜急性期､ 回復期､

あるいは慢性期の部分まで診ているのではなかろう

かと､ そのためにはそれくらいの病床数が必要なの

ではなかろうかと思います｡

２番目､ 勤務先の労働条件についてであります｡

当直回数｡ ２回から３回というのが多かったです｡

ないというのは､ もう随分お年をとられて当直免除

ということなのでしょうか｡
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◆報 告



仮眠時間｡ ３時間から５時間というのが半数ぐら

い､ ３時間以内が15％ぐらいですか､ ５時間以上と

いうのも30％｡ これが多いか少ないかということに

なりましょう｡

当直明けの勤務です｡ ちょっとこれはわかりにく

いですが､ 通常の勤務をしている者が75.1％､ つま

り休める状況にないということであります｡ 当直明

けで余裕があれば帰りなさいよと言ってはおります

が､ なかなかそうはいかないということのようです｡

どうして長時間勤務になるのかというところです｡

それを見てみますと､ 患者数が増えてきたというよ

うなことですね｡ それから会議や書類の作成が多い｡

ほかにも患者や家族への説明というようなものが多

くなっております｡
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超過勤務に対する処遇はどうなのだというと､ 適

切な評価を得られていないというのが半数以上とい

うことになっております｡

年収｡ ゆとりある生活ができると､ 何とか生活で

きるというのが半数ですね｡ 半数を超すぐらい｡ 副

収入が必要であるというのと､ アルバイトに依存し

ているというのがこれくらい､ 150人弱ぐらいあり

ます｡ 特にアルバイトに依存しなくてはいけないと

いうのは大学の先生方に多い｡ 文科省はもっと大学

の先生に給料を出せと言うべきだと思いますね｡

仕事の内容や労働時間に見合う収入か｡ 十分見合

うというのもあるのですね､ どんなところでしょう

か｡ ほぼ見合うというところ､ それから不満だが我

慢できるというのが結構多い｡ 我慢できないという

のもあります｡

職場や仕事に満足しているのか｡ 十分に満足とい

うのが７％ですね｡ ほぼ満足と､ 不満だけど何とか

我慢してやっていますというのが大半であります｡

我慢できないというのが５％ぐらいで､ もう開業し

たいということのようです｡
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◆報 告



どういうところに満足しているのか｡ 幅広い症例

があって経験が積めるとか､ 職場の人間関係がよろ

しいとか､ 学会とか研究会に割と行けるというとこ

ろに満足しているということのようであります｡

負担をどう感じているのか｡ これはやっぱり大き

くなってきているというのが大半であります｡

どのような点が負担かといいますと､ やっぱり過

重労働ですね｡ それから､ これはもちろんそれにつ

ながることだと思いますけど､ 肉体的に疲労してい

る｡ それとは別に診断書の記載がかなわんと｡ それ

から電子カルテなんかも嫌だというのがありますね｡

この辺のところは医療事務の補助業務の方が入られ

れば､ 少し減るかと思います｡

当直人員は大体１人で､ ３時間から５時間ぐらい

の仮眠ができる､ それが半数ですね｡ 当直明けは75

％が通常勤務｡ ほとんどが超過勤務をしておりまし

て､ その理由が､ 患者数の増加や診療内容が変化し

てきた､ 書類作成が多いというようなことでありま

す｡ その超過勤務の悪影響はといいますと､ 健康が

不安であると､ あるいは医療ミスを起こすのではな

いかというようなことがあります｡ 半数がそういう
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仕事に対して適正な評価を得ていないということで

あります｡

年収は､ 副収入が必要でアルバイトをしなくては

いけないというのは､ これは大学の先生です｡ 半数

ぐらいが職場に満足している､ 半数が不満｡ 不満な

点は､ システムが不効率､ これは電子カルテのこと

でしょうか｡ 患者のわがまま､ クレームへの対応が

大変だというようなことがあります｡ 半分近くが医

師不足から負担が増加しているということを言って

おります｡

結局のところ､ 医師不足というのが一番出てくる

わけでして､ 労働量が増えると疲れてくる｡ １人の

当直では､ また医療過誤が起こりはしないかと心配

である｡ 当直回数が増えますが､ 翌日もまた通常勤

務ということでありますので､ さらに疲れると｡ 労

働量に値する収入だろうかというところで､ ここの

ところが不満になってくるわけですね｡ しかし､ 意

外と自分の仕事に関しては満足しているところがあ

ります｡ 収入に対する不満も､ それほど強いわけで

はありませんでした｡

３番目です､ 医師会の関係について｡

医師会への入会｡ 47.1％が入会していると答えて

おります｡
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◆報 告



医師会費｡ 56％以上の人が高いと｡ 特に入会金も

年会費も１万円以下だったら良いのにというのが大

半であります｡

入会後､ 入会したけれどもどうなのですかと聞き

ますと､ メリットはなかったというのが57％ですね｡

デメリットがあるという人も７人ほどいます｡

未入会の人の理由を聞きますと､ メリットがない

のではないかということと､ 基礎情報が不足してい

る｡ 医師会ってどんなことをしているかよくわから

ないということでしょうか｡ そういうふうなことで

入ってないという人がいるようです｡

医師会にどういうことを期待するかということで

すが､ 勤務医の処遇改善､ 病診連携の媒体となって

ほしいというようなことが多い｡

― 73 ―

 !"% !"%

������������

������	������	������	������	





���������������������	�	�	�	
��
��
��
������

����	����	����	����	

������������

�
����	�
����	�
����	�
����	

�
�
�
������������������	�	�	�	

��������������������

���	����	����	����	�


��
��
��
��

����

��������

(スライド35)

$"&�'($"&�'(

��������������������������������	
	
	
	

����������������������������	
	
	
	


������������������������	
	
	
	


��������������������	
����	
����	
����	


������������������������������������	
	
	
	


��������

��	
���	
���	
���	
�����

�	
��	
��	
��	
���������

��������������������������������

	
��	
��	
��	
������������������

��	
���	
���	
���	
�����

��������������������
������������

(スライド36)

������������

��������

��������

������������

��������

�	�	�	�	

��
��
��
��
������������������������

��������������������

������������������������������������

��������������������� � � � 

!"!"!"!"####

$%&$%&$%&$%&

������������

(スライド37)

��������	
��������	


��������

��������

������������

������������

������������ ��	��	��	��	


��
��
��
������������������

����������������������������

��������������������

��� ��� ��� ��� !"!"!"!"

####$$$$

%&'%&'%&'%&'

������������

(スライド38)



医師賠償責任保険に入っていますか｡ 日本医師会

のものに入っている人は少ないですね｡ その他の分､

つまり学会とか､ そういうものの賠償責任保険に入っ

ている人の方がずっと多い｡ 未加入の人もいます｡

これは､ 日赤は入会しなくてもよろしいと言ってい

ますので､ そういうのがあるのかもしれません｡

勤務医の意見を医師会に反映できるか｡ 67％の人

ができないと悲観的であります｡

反映できるようにするにはどうすれば良いのでしょ

うかという設問には､ 評議員を出すとか役員を出す

とか､ そういうことの意見が多ございました｡

医師会活動は勤務医に可能か｡ 半数ができません

と答えていますね｡ やはり忙しくて､ なかなかそこ

まで余裕がありませんということでしょうか｡

まとめますとこんなふうで､ 47％しか医師会に入っ

ていません｡ 会費が高い｡ 入会後もメリットがない｡

積極的な活動､ 勤務医の待遇改善に対して活動して

ほしいという希望が多いようです｡ それから意見を

医師会活動に反映できないので､ それがいけません

と｡ そういうことから考えますと､ これまでの医師

会の勤務医に対する活動や広報を再考するべきでは

なかろうか､ もっとやり方を考えるべきではなかろ

うかと思います｡ 先ほど池田先生がおっしゃったよ

うに､ 少し考えておられるようですので､ また変わっ
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ていくのではないでしょうか｡

学会についてであります｡

加入している学会数｡ ３つぐらいのところに入っ

ている人が多いですかね｡ 中には11以上というすご

い数に入っておられる方もいらっしゃいます｡

年会費です｡ ３万～４万ぐらいのところが多いで

すが､ 10万円以上も払っている人がいらっしゃいま

すね｡

学会にどれくらい参加できているのだろうという

ことですが､ ２回ぐらいが多い｡ 10回以上になると

大分少なくなってきますね｡
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認定医制度についてですが､ 何らメリットがない

じゃないかという意見が多いようであります｡

まとめますと､ 多くは２～５の学会に属していて､

年会費が２万～６万ぐらい､ 中には10万以上出して

いる人もいる｡ 認定制度は､ 診療報酬等にメリット

を持たせるべきであるという意見が多いということ

であります｡

ライフプランと健康管理というところであります｡

将来の開業予定はどうか｡ 開業の意思なしという

のが割とおられまして､ ちょっと安心しました｡

将来の不安｡ 体力が一番多い｡ それから収入と職

場の関係ということですね､ それが同じぐらいあり
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◆報 告



ますけど､ 体力に不安を持っているのが結構いるの

だなあと｡ これはどういう人たちなのでしょうかね｡

もう疲れ果ててそう思っているのか､ 年とってそう

思っているのか､ どちらでしょうか｡

60歳ぐらいまで働くという人が50％｡ 将来も勤務

医というのが56％ですね｡ 開業の意思なしが60％｡

将来の不安は､ 体力である75％､ 収入が35％という

お話でした｡

男女共同参画に参ります｡

育児と仕事は両立できたかというところで､ でき

たというのが56％ほどありました｡

その理由は何でしょうかというと､ 配偶者や両親

の協力ですと｡ それから保育所､ 託児所が使えまし

たというのもあります｡
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不可能だったのはどうしてですかと聞きますと､

育児休暇がとれない､ 育児支援体制がない｡ 勤務先

の理解がない､ これはどういうことなのでしょうか

ね｡ そういう意見が多いということでした｡

長期離職後の現場復帰システムは必要でしょうか

と｡ 大半が必要であるということですね｡ そうでな

いと､ なかなか社会復帰ができませんということで

す｡

勤務継続のための労働条件はどんなのでしょうか｡

産休・育休制度の整備がまず第一｡ そのほか当直と

か時間外勤務を免除してもらえませんかとか､ フレッ

クスタイム制にしてほしいとか､ 職場環境をもっと

よくしてほしいというのが主な意見であります｡

まとめますと､ 育児の経験は43％｡ 仕事との両立

が56％｡ 両立できた理由は､ 配偶者や両親の協力が

あったからということです｡ 両立できなかった理由

は､ 育児休暇がとれない､ 勤務先の理解が得られな

いということでした｡ 70％の人が長期離職後の職場

復帰システムをきちんとしてほしいという要望です

ね｡ 職務継続のための労働条件は､ 産休・育休制度

の整備､ 当直・時間外免除､ フレックスタイムその

他､ そういうのが出ております｡

だけども､ 結局のところ､ 医師が多ければ､ そこ

まで無理して出てこなくてもという､ 復帰しなくて

もということが言えるわけで､ 根底には､ やはり医

師不足が原因ではなかろうかと思います｡

臨床研修制度についてであります｡
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◆報 告



臨床研修病院でしょうか｡ 79％､ ８割のところが､

はいと答えております｡

指導医に対して､ 業務量は増加しましたか｡ しま

したというのが58％､ いいえというのも30％近くあ

ります｡

指導医に対する経済的補償はありますか｡ いいえ

が77.2％ですね｡ どこも単に仕事がふえただけとい

うことのようです｡

どのくらいの研修期間が良いのですかという質問

ですが､ やはり２年というのが半数以上ですね｡ １

年でもいいというのが15％ぐらいですので､ ３年以

上というのも17％ほどあります｡

どういうプログラムが良いのでしょうか｡ 今度の

必須削減型プログラムを希望する人が多いのですが､

従来型も結構あります｡

２年の期間がよくて､ 必須科目削減型がいいとす

ると､ ２年間それでいくのかなあと､ ちょっとよく

わからない答えになっています｡

― 79 ―

��������	��������	

����������������

�����	
�����	
�����	
�����	


������������������������	
	
	
	


����������������

�����	
�����	
�����	
�����	


��������

������������ ������������

(スライド62)

=> �:�?1@4�A�=> �:�?1@4�A�

����������������

����	
�����	
�����	
�����	
�

��������������������������������	
	
	
	


��������

�����
������
������
������
�


��
��
��
��

������������ ��������

(スライド63)

��������	
����������	
��

����������������

����������������������������

������������				����



��������
��������������������������������	
	
	
	


������������

��������������������

(スライド64)

��BC��DEF	������BC��DEF	����

����������������

������	������	������	������	


��
��
��
������

��
���	��
���	��
���	��
���	

������������

�����	�����	�����	�����	

�
�
�
�
����

�����	�����	�����	�����	

������������

�����	�����	�����	�����	

��������

��������

����������������

��������				


��
��
��
��

(スライド65)

��GHIJK������GHIJK����

��������

������������

������������

��������������	��	��	��	


����	
����	
����	
����	

������������

������������

������������

(スライド66)



地域医療に役立つかとか､ 日本の医療にこの研修

制度が役立ちますかという設問ですけれども､ はい

というのが３割ぐらいですね｡ いいえというのも４

分の１ぐらい､ わからないという意見が多かったと

いうことであります｡

これについてまとめますと､ 79％が臨床研修病院

に勤務していて､ 指導医の負担が増加した｡ 経済的

保障はないにもかかわらず増加したということです

ね｡ それから研修期間は２年がいいが､ 必須削減型

プログラムを希望するというのがあります｡ 研修が

地域医療に役立つか､ 30％｡ 研修が日本の医療に役

立つか､ これも30％｡ 研修が今の診療に役立ってい

るが43％と､ 意外と低い数字だなという気がします｡

地域医療に関してです｡

勤務地はどこですか｡ 大半が市部､ 87％ですね｡

大学人事による派遣でしょうか｡ はいが54％｡ 意

外とそうでないというのもいるかなという気がしま

す｡
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◆報 告



島根県で勤務医を続けるのか｡ 70％近くがはいと

答えております｡

地域医療のまとめですが､ 郡部の医師不足が顕著

であります｡ 人口は少ないけれども病院は必要とい

うことで､ 中山間地や離島を､ じゃあこれからどう

するのですかということが問題になってきています

し､ これからも問題になるでしょう｡ 出身大学は､

島根大学出身者が約半数に達しております｡ これは

逆に他県から派遣されていたものが引き揚げられつ

つあるということを示しているのかもしれません｡

54％が大学人事による派遣である｡ 島根県で勤務医

を続けたいというのが70％ということの結果でした｡

最後に､ 病院管理者の立場であります｡

医療崩壊の原因は何でしょうか｡ 研修制度である

という答えが一番多かったのですけれども､ その次

に大学の変化､ 医師の意識の変化ということなんで

すけども､ この医師の意識の変化､ 大学の変化も研

修制度と大きな関係があるのではないかと思います

ので､ 多くの人が臨床研修制度が医療崩壊の原因と

なったのではなかろうかと考えていることがわかり

ます｡
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医師確保対策はどんなことをしていますか｡ 給与

アップですね､ それから勤務体制の改善､ 医療クラー

クの導入､ 医療機器の整備といったところで､ いろ

んなことを病院長は考えていると､ 実際にやってい

るということであります｡

医師確保対策として実施していることは､ 短時間

正規労働の導入が割と多いですね｡ 複数担当制の導

入､ これは､ 病院によってはそういうことをしてい

るところもあるのですが､ 患者さん側からすると､

何で私はこの先生に診てもらえないのかという不満

も出てきたりして､ なかなか難しいなあと思ってお

ります｡ ほかには当直免除・回数制限､ この辺のと

ころは女性医師のところでしょうか｡ それから院内

保育所の設置ですね｡ それから､ 研修にしっかり出

してほしいというようなことが言われていて､ そう

いうことをやっているということですね｡

勤務時間の把握方法はどういうことでやっていま

すか｡ タイムカードを使っているのは非常に少ない

ですね｡ タイムカード以外｡ これはどういうことな

のでしょうか｡ 自己申告か､ そういうことでしょう

か｡ 把握してないというのもかなりたくさんあって､

これは超過勤務手当と関係してきますので､ なかな

か難しい問題かなあと｡ 病院長の立場からしますと､

タイムカードで出勤と退勤のところをすべて勤務時

間というふうに数えられてしまうと､ なかなか困っ

たことになるなあと思っております｡

まとめますと､ 医療崩壊の原因というのは臨床研

修制度というのが多くて､ これが引き金になったの

は間違いないだろうと｡ 医師確保のために最も重視

しているのは､ まだ大学に依存していると､ 大学に

頼らざるを得ないところがたくさんあるということ

であります｡ 医師確保対策として勤務体制の改善が
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◆報 告



72％､ 給与アップ､ 医療クラークの導入等､ いろい

ろ工夫しておられます｡ 勤務体制の改善ということ

では､ 複数の担当医制の導入､ 短時間労働の導入､

子育て支援が主だと､ こういったところでやってい

るということであります｡

以上が今回のアンケート調査の結果であります｡

かなりの部分を省いたところがあります｡ 時間的な

都合で省いたところがありますので､ この冊子を読

んでいただいて､ どういうことをみんな考えている

のかということを見ていただいたらと思います｡ ぜ

ひ自由意見のところを読んでいただきたいなと｡ 前

回も前々回のも読ませていただきましたが､ ここの

ところに勤務医の本音がしっかり出ていると思いま

す｡ 以上です｡ どうもありがとうございました｡
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����� 14：00～14：50

｢生命
いのち

輝かそう日本の勤務医｣

－低医療費政策を乗り越えて－

(安全で快適な医療を目指す一
いち

地方病院の試み)

講師：全国自治体病院協議会会長 � � � �
座長：島根県医師会勤務医部会委員 � � � �



皆さん､ 改めまして､ こんにちは｡ ただいま初級
手話でごあいさつさせていただきました｡ 初級です
ので､ ほとんど伝わっていないと思いますので､ 訳
させていただきます｡
皆さんですね､ 手のひらは太陽です｡ こう沈んで
しまって､ 親指２人が会って挨拶しますと､ ｢こん
ばんわ｣ ですね｡ 日が出かけに会えば､ ｢おはよう
ございます｣ です｡ 今､ この辺でしょうかね｡ 一応
｢こんにちは｣｡
私の名前､ ネームプレートですね｡ 名前は､ 片仮
名の ｢ヘ｣､ 手話もおちょけがありまして､ お尻を
指して ｢ヘ｣ なんていう人がおりますが､ ｢ン｣､
｢ミ｣ です｡
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島根県医師会 勤務医部会委員 � � � �

� �
全国自治体病院協議会会長 � � � �

恒例によりまして､ 講師の先生の御紹介でござい
ますが､ 詳しい略歴､ 御職歴につきましては､ 細か
く書いてございますので本を見ていただきたいと思
います｡ 邉見先生のお人柄といいますか､ 非常に思
いやりにあふれた先生でありまして､ また自分の思
いもしっかり込められた講師紹介をいただいており
ますので､ ちょっとそれを御紹介させていただきま
す｡
赤穂市民病院の名誉院長､ 邉見公雄｡ 1944年､ 旧
満州国､ 佳木斯 (ジャムス) というところの陸軍病
院にお生まれになっております｡ 徳島県の三好郡に
引き揚げ､ そこで徳島県立城南高等学校を御卒業に
なり､ 1968年に京都大学医学部卒業となっておりま
す｡ 京都大学の第二外科､ 血管外科､ 乳房などを専
門にしておりましたけれど､ そこへ研修医として入っ
ておられます｡ それから大和高田市立病院って､ こ
れ奈良にございますが､ そことか京都逓信病院など
で臨床実習を積み重ねられまして､ 1978年より赤穂
市民病院の外科医長を務めておられます｡ 1987年４
月に病院長に御就任になって､ 現在に至っておられ
ます｡ 今年の４月に名誉院長就任となっております｡

院是に ｢恕 (おもいやり)｣ を掲げ､ 高度な医療
と地域に根差したアットホームなケアの両立を実施
している｡ 現在､ 全国自治体病院協議会長､ 中央社
会保険医療協議会委員､ 京大の外科交流センターと
いうのがございますが､ そこの相談役なども務めて
いただいております｡ 邉見先生､ よろしくお願いし
ます｡



私の町は赤穂です｡ もう赤くありませんが､ 唇の

ルージュ､ ｢赤｣､ 稲穂の ｢穂｣､ 脈をとってます､

｢病｣､ 建物､ ｢院｣ の院長です｡ よろしくと申し上

げました｡

ただ､ 先ほど御紹介がありましたように､ ３月に

辞めましたので名誉院長と言わないと職歴詐称にな

りますが､ まだ ｢名誉｣ という手話を覚えておりま

せんので､ こらえてください｡

今日は､ このような機会を与えていただきました､

島根県医師会 田代会長 以下､ 関係者の皆さんに大

変感謝申し上げます｡ それから､ 私が敬愛する先輩

の､ 司会の労をとっていただいています武田先生､

本当にありがとうございます｡

今日､ 私がお話しさせていただくのは､ やはり医

療界って自己犠牲のできるボランティア精神の多い

人がたくさんおるんですね｡ それなのに､ IQもも

のすごい高いのに､ 何でこんなにいじめられて暗く

なってるんだろうということで､ 少しエールを送り

たいという意味でお話をさせていただきたいと思い

ます｡

先ほど私が手話でご挨拶させていただいたのは､

当院にはボランティアが180人登録されております｡

それに加えて､ 追っかけ勝手連ボランティアといい

ましょうか､ 登録されてない人が100人ぐらいおり

ます｡

なぜ登録されてないかいうと､ 登録すると､ 今で

あれば新型インフルエンザ､ 以前であれば結核のツ

ベルクリンとか､ 院内感染防止のための定期検診を

年２回ぐらいやらなければならない｡ それから､ 個

人情報保護ですね｡ 公立病院は二重の守秘義務があ

ります｡ 公務員としての納税者に対する､ ステーク

ホルダーに対する守秘義務､ あるいは医療職として

病院に来られている方の守秘義務ですね｡ だから病

院で起こったり見たり聞いたことは絶対外で言っちゃ

いけないよと言わないと､ 人口５万余りの小さな町

ですので､ ボランティアはどこに入ってもいいとい

うことにほぼなっていますので､ 病室へ入って､ Ａ

さんを見たと｡ Ａさん大分弱っているなと心の中で

思うだけだったらいいのですが､ 播州赤穂駅でＡさ

ん大分弱っとるぞ､ 年越せそうもないから年内に見

舞いに行ったれやと言ったら､ それが町じゅう広がっ

てしまって､ 市民病院の守秘義務はどうなっている

かといって､ 私がまた議会で謝ったりしないといか

んと｡ そういう講習会もしないといけないというこ

とで､ なかなか難しいということで､ それでしたら､

私は菊を牛乳瓶に入れて医局のとこへ飾るだけとい

うおばあちゃんとか､ それからネフローゼの小児科

の患者さんに将棋を教えに来てくれてるおじいちゃ

んとか､ こういう人を皆､ 講習会に来んから言うて

ペケするというわけにいきませんので､ 排除の理論

というのはよくないと思いますので､ そういう人も

入れると280人､ 盆と正月､ クリスマスに歌だけ来

るという人を入れれば300人ぐらいいるんですね｡

そういう人たちに我々が､ スタッフが何かお返し

できるかなと考えておりましたら､ 西暦2000年が世

界ボランティア年でした｡ それで､ 福祉会館で木曜

日の６時半から８時半までしている手話教室に行き

ました｡ そして､ 木曜日の夜というのは医師会の理

事会とか､ こういうふうな院内外の研修会とか､ 土

曜日と並んで特異日でして､ なかなか行けなかった

のですが､ 出張で教えてくれたり､ 行った人が伝達

講習してくれて､ お情けで初級をとりました｡

そうすると､ 病院の風景が変わりました｡ 今まで

来たこともないデフ・アンド・ダムの方､ 聾唖の方

が来て私､ 消化器外科が専門､ 以前は乳腺､ 血管も

やっていたのですが､ 消化器が主に､ 田舎へ行きま

すとそっちになりますので､ そしておしり見せるんで

すね｡ そしたらステージ４､ カリフラワー状の直腸

がんですね､ もうおしりからはみ出してきておると｡

かなり進行したようなもの｡ 言葉が不自由なのと､

場所が恥ずかしいので来れなかったと言うんですね｡

私､ これを考えて､ 医療界というのは､ もう10年

間のずうっと医療費抑制政策､ あるいはマスコミの

ミスリード､ 患者さんからのモンスター・ペイシェ

ントと言われるほどの過大な要望､ もう踏んだり蹴っ

たりですが､ まだ我々の努力によって救えるニッチ
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なところもあるなあということで､ 手話でご挨拶さ

せていただきました｡ 皆さん方も､ まだ完全に悪く

なっているわけでなく､ ここで踏ん張ることが大事

じゃないかなあというふうに思っております｡

一番初めに､ 中医協の最近の御報告をいたしたい

と思います｡

中医協は､ 10月30日､ 新委員による第１回の総会

が開かれました｡ そこに足立政務官が来られました｡

今度の委員の選任は私が決めましたとおっしゃいま

した｡ 日本の医療の現状を反映する委員を選びまし

たと｡ だから､ 病院医療費が６割になったから病院

３､ 診療所２にしましたと｡ 診療所の委員は､ 地方

の医師会から選びましたと｡ 都市型医師会１名､ 農

村型というのですかね､ 郡部医師会１名にしました

と｡ これは前者が安達秀樹先生で､ 後者が鈴木邦彦

先生だと思いますが､ そういうふうなことで､ 大学

も大変なのでというので､ 大学から１人選びました

と｡ これは山形の嘉山孝正先生だと思いますが､ た

だ､ 御安心ください､ 皆､ 医師会員です｡ それから

必ず週に１回は集まって３時間ぐらい打ち合わせを

しております｡ そこへは歯科医師会､ 薬剤師会も来

ていますし､ 山形大学なんかは医療政策学部のブレー

ンみたいな人を連れてきて､ 後ろでぱあっと資料を

出したりデータを出したりしてやってくれています

ので｡ 今回は私､ ３期目なのですが､ ２連敗なんで

すね｡ 今回は勝てると思って､ 最後の死力と思って

いるのですが､ 昨夜は ｢刃傷松の廊下｣ を歌わせて

いただきましたが､ 今晩は軍歌を歌おうかと思って

いますが､ 戦いの場でございます｡

ただ､ 自民党は不言不実行でした｡ 民主党はどう

も有言不実行のような感じがして､ だんだんだんだ

ん財務省に押されてきていますので､ この辺のとこ

ろも皆さんの御指導よろしきを得て切り抜けていき

たいというふうに思っています｡

私の町赤穂は､ 江戸へ行って､ 生きて帰ってきた

人は､ ほぼいないのです｡ 大石内蔵助も四十七士も

皆そうですからね｡ だから切腹覚悟でやっています

ので､ ｢生命 (いのち) 輝かそう日本の医療人｣ と

いう､ 実際は輝けない､ 先ほどからのお話を聞いて

いましても輝けないし､ 唐澤会長先生もおっしゃい

ましたように､ いろんな問題点があります｡ ベゾン

デルス勤務医としましては､ 勤務医のドイツ語を知

らないので､ ベゾンデルスだけですね､ これもおか

しいですね｡ こういうことです｡

これは赤穂ですね｡

これですね､ こういうふうなことで私､ いろいろ

やっています｡ 医療と教育は日本の２大基幹産業だ

と｡ 先ほどどなたかもおっしゃいましたけれども､

この国は､ 江戸時代のときから､ あるいは寺子屋の

時代､ あるいは明治維新以来､ 自分はどんなに貧し

くても､ 子供たちには食わせ､ 着る物を着んとて子

供たちに着せて､ その子供たちの健康と成長を守っ

て､ その子たちにいい教育とよいしつけをしてきた

から､ こんな島国で､ 山と海に囲まれて､ 平地はほ
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とんどなくて､ 石油も石炭も鉄もほとんど地下資源

ゼロに近い､ 乏しい国が､ アメリカ合衆国やソビエ

トロシアと互角にやってこれたのは､ この２つがあっ

たからですね｡ この２つで､ いい科学技術立国､ そ

れ以外､ もう日本の生きる道は平成維新としてない

わけですが､ なぜこんな豊かな平成の時代に医療と

教育をかなぐり捨てるのでしょうか｡ 私たちは全く

それがわからないんですね｡

｢美しい国｣ なんていう首相がおりましたけど､

あの方は銀座､ 六本木､ 大手町､ 霞が関､ 永田町だ

けが美しかったらいいと思っているのでしょうか｡

本当は隠岐島も山古志村も赤穂も奄美大島も夕張も

銚子も松原も良くなかったらいかんと思います｡ か

なりこの国の国是を間違った政策が､ この10年間行

われたと私は思っております｡

医療機関と学校は､ 朝､ 早い朝御飯を食べたら遅

い昼御飯が食べれるくらいの距離にないと､ あんま

り集約化､ 集約化といいますと､ 島根県は6,000分

娩だそうですが､ 1,000分娩に１人というふうな日

本産科学会の話をそのままいきますと､ ここは６し

かお産のできる施設は要らなくていいと｡ そうする

と､ 初産の人は大丈夫でしょうが､ ２回目､ ３回目

になると子宮口は開きやすいですから､ 救急車の中

での墜落産なんかいっぱい増えるだろうと私は危惧

しております｡

私､ 最近､ 患者さんのQOLはもう行き着いたと

思っていますので､ スタッフのQOL､ ｢Quality Of

My Life｣､ ここへ ｢Ｍ｣ を入れてください｡ そう

いうのをやっております｡

こういうふうな話を､ 今日させていただきたいと

思います｡

こういうふうなお話をね｡
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これは､ 大石内蔵助さんのお家です｡ いまだに残っ

ておりますし､ 主税さんの刀でつくった落書きもあ

りますね｡ 落書きというのはやっぱり日本の文化で

すね｡ 昔からあるみたい｡

WHOの医療評価｡ ちょっと古くなるのですが､

1997年に日本はコスト・パフォーマンス１位ですね､

19カ国中､ WHOで｡ これは少し古いので､ この10

年間の医療費抑制政策によって､ これがずっと落ち

たかと思って､ 何かいいデータはないかというんで

調べました｡

カナダが今年出していました｡ オーバーオール・

ヘルス・パフォーマンス・ランキング｡ やっぱりジャ

パン､ １位ですね｡ 格付ではＡがずっと続いている､

もう１位なのです｡ だから､ こんなにいじめられて､

めちゃくちゃされても､ まだちゃんとした成績を上

げておるのです｡

私は､ 日本の医療人の素晴らしいところは､ この

間の外来管理加算の５分間ルール､ あれによって何

にも自分の診療スタイルを変えていないのです｡ ５

分間以内といって､ ５分間ルールでお金をもらって

いる人もいるのです｡ これは､ おれはそんなのは認

めないと言っとることだと思いますね｡ 支払い側の

方も､ しまったと思っているんですね､ これは｡ だ

れも､ 患者さんのアンケートも､ ７割の人が時間は

意味がなかったと思っているわけですね｡ だから､

診療報酬によって自分の診療スタイルが変わるほど､

日本の医師は馬鹿じゃないということですね｡ だか

ら､ 我々はいろいろ診療報酬をつけますけれども､

最後は哲学とか､ あとのシステムとか､ そういうも

のを変えないといけないだろうというふうに思って

おります｡

GDPは､ 唐澤先生のスライドでは21位でありま
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したが､ 今22位で､ この間､ 嘉山先生の持ってきた

論文によりますと､ 建物の費用とかなんかが抜けて

るんで､ 本当は抜かさないかんのが､ よそが入って

ないというので､ 本当は日本は29位だそうです｡

医師は当然この辺ですね｡ あと､ メキシコ､ コリ

ア､ こういうふうなところ､ トルコ｡ これに抜かれ

ると､ もう最下位の方へ行ってしまうというふうな

ことですね｡ これはいつも本田先生がおっしゃって

います｡

これは花岳寺といいまして､ 泉岳寺の本家です｡

今､ 何が崩れつつあるかというのは､ まず救急医

療ですね｡ これは､ 初めは田舎の方､ 奈良県とかで

ありましたが､ 最後は駒込､ 花のお江戸の真ん中で､

都立病院も舞台になってしまった｡ 合併症のある妊

産婦が死亡というふうなこと｡ で､ 舛添さんとか石

原慎太郎さんも慌てたというふうなところですね｡

産科､ 小児科､ 周産期医療｡ 先ほど郷原先生の大野

病院のお話もありましたが､ こういうふうなところ｡

手術関連診療科｡ ハイリスク､ ローリターンですね｡

青本を外国人のサージャンに見せますと､ クレージー

と言うだけです｡ 何にも評価はありません｡ 余りに

も安過ぎるんですね｡ 急性期の病院医療｡ 大学病院

の医療｡ これは､ 医療と教育をないがしろにしてき

た政策によって､ こっちは医療､ こっちは教育です

から､ ２つに関与する､ この10年間で一番悪くなっ

たのが教育と医療と治安だろうと思っていますが､

その２つに絡んでくるから､ ここがもう､ 特にDPC

によって重症者だけになって余裕のない生活をして

いますから､ 嘉山先生が昨日の中医協でレクみたい

なのを25分ぐらいしましたけれども､ 大変というこ

とで､ 日本の医療のトップランナーの一角を占める

大学病院がもう大変と｡ 研修医も､ 先輩たちを見とっ

たら､ あんなところへ行ってもしようがないと､ 戻っ

てきたくないというので､ どんどんと悪くなって､

研究と教育ができなくなって､ 診療だけに追われて

いると｡ 運営費交付金はメリットシステムといって､

患者を余計診て収入を上げたところの講座だけへ行

くわけですね｡ だから本当に基礎医学というか､ ちょっ

と基本的な､ それから小児科とか歯科口腔外科なん

かはどんどんと診察室が減ったり､ デンタルチェアー

が減ったりしているわけです｡ 基礎医学もいかんと｡

もう精神科もちょっと大変｡

中医協のことを少し申し上げますが､ 中医協は三
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者構成です｡ まず支払い側という方が健保連､ 連合､

経団連､ そういう方がおります｡ だから､ こちらが

北風作戦みたいに幾らお金を出せ出せ言っても､ 出

す側の人のある程度の理解を得なくちゃいかんです

ね｡ だから､ これは国会対策委員会的なところがあ

りまして､ 相手の信頼感も要るわけですね｡ 私､ １

期目はもう初出場でわかりませんでしたけども､ ２

期､ 今度３期目になるとやはり､ ただ､ 今度は相手

の方も大分かわりましたのでなかなか難しいところ

があるのですが､ 公益側委員などにも理解を得ない

と､ 何ぼこっちが欲しい欲しい言ったって､ それは

やっぱりいけないと｡ 相手の理解を得ることという

ことも大事であると｡

それから､ 公開審議です｡ 何か中医協は密室だと

いうふうなことを言っていますけど大間違いで､ 公

開審議です｡ 三者がおるから良いわけです｡ 利害関

係者の会議だと言うけど､ どちらがつぶれても困る

わけです｡ 健康保険制度がつぶれても我々は困りま

すし､ 医療提供体制がつぶれても患者側は困るわけ

ですから､ これは大事なことだと思うのですが､ ど

うもそれを理解していない人が政界にもおると｡ そ

れは与野党問わずおるということで､ ちょっと困っ

ております｡ 他の医療専門職も専門委員としており

ますので､ 看護協会とか｡ 今度は臨床放射線技師会

が入りましたね｡

それから､ これがちょっと今まで少し弱かったの

でなかったかと､ ちょっと日本医師会は内科・無床

診療所医会的な要素が強かったのではないかと｡ だ

から入院医療､ 手術手技､ 高侵襲検査､ チーム医療､

高度先進医療､ こういうものに目配りがなくて､ こ

れがかなり今回の医療崩壊の大きな部分を担ってお

るのではないかと思います｡

これは､ まだ答えが出てないのです｡ 私に来てる

患者さんにこういうのを出そうと｡ というのは､ マ

スコミなんかの報道を見ますと､ 日本医師会は悪者

だというふうに田舎では思われているので､ 田舎の

おじいちゃん､ おばあちゃんに､ 私についてる看護

師さんにこれを今配って回収中なのです｡ これを見

てから､ 今後私の､ 私はずうっと外来をやっていま

す､ 火曜日｡ おなかを押さえながら､ 日本の医療費

は安いのですよと､ ドクハラになりそうなぐらいやっ

ています｡ 皆やってくださいよ､ 絶対やらなくちゃ

いかんのです｡ みんないろいろ口で言うけれども､

柔道整復師会なんかやっているのですよ､ 押さえな

がら､ いろいろ｡

病院がなくなったら困るのは患者さんだけじゃな

いのです｡ 診療所の先生方も困るのです｡ みんなが

開業したら過当競争になってライバルばっかりにな

ります｡ 全医師が疲弊します｡ だからローマのタク

シードライバーが医師であるというふうなのになっ

てしまうかもわかりません｡ 紹介する病院がなくなっ

て､ 完全な自己完結型のかかりつけ医になります｡

だから､ 夜も昼も､ 手術も皆自分でしなければいか

ん｡ 若手医師の育成が困難になりますし､ 新技術の
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導入や医薬品や医療機器などの市場形成が遅れます｡

創薬産業､ あるいは機器も遅れますね｡ 地方の生活

インフラが崩壊しますし､ 町でも安定装置としての

病院がなくなれば､ これは大変なことになります｡

医療界の五賊というのは何でしょうか｡ ｢大日本

帝国崩壊の５賊｣ という本を読みました｡ 陸軍のバ

カ､ 海軍のアホ､ 国会のボンクラ､ 官僚のマヌケ､

新聞の腰抜けと｡ 医療界はどうでしょうか｡ 私は､

この中に我々病院団体､ 学会も､ 日本医師会も､ ど

こかに入ると思っています｡

これは診療科の偏在でございますけれども､ これ

は､ この0.87が産婦人科なんです｡ 平成６年を１と

した場合､ 産婦人科はこう減っておるわけです｡ こ

の青が0.86なのです｡ ちょっと間違っていますが､

これが外科なんですね｡

この間､ ３年前でしょうか､ 阪大の今､ 副学長､

そのときの附属病院長､ 外科の門田教授が､ 外科学

会で会長講演としては異例の会長講演をしました｡

普通であれば､ 学会ですから外科学の自分の専門の

ことをお話しするのですが､ このままでは外科医が､

西暦2020何年ですかに､ もうゼロになるというカー

ブですね､ それを四大紙に出しました｡ かなりのお

金が要ったというふうに聞いていますけれども､ 今

年､ 四国で外科を志した人は､ 嘘かと思いましたけ

ど､ １名だそうです｡ だから､ そういうことが本当

なんですね｡

だから､ 今､ 40代の外科医が割とおりますので､

30代の外科医がめちゃくちゃに減っておるというこ

とに気づいていないのです｡ 外科医は10年間一人前

じゃないですから､ 一人前になったときに手術がで

きないということがわかってくると思うんですね､

その方たちが40代になる頃に｡ だから､ 私は外科学

会とかいろんなところで､ 江戸時代に戻るのかと､

大きな手術は江戸か難波か長崎か京へ行けというこ

とになるだろうと中医協でも言わせていただきまし

た｡

手術の件数がある程度なければ診療報酬を100分

の70と､ ３割カットすると｡ 私はその日に外科学会

に退会届を出しました｡ そんな馬鹿なことがあるか

と｡ 私の手術が国立がんセンターの研修医がやって

いる手術より100分の70の技術料しかもらえないの

かと｡ これを守れない外科学会なんかにおっても仕

方ないということで､ 私は当日､ 脱退届を出しまし
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た｡ 今､ 復帰していませんけれども､ 外科学会の特

別講演にはいつも呼ばれております｡

これは､ そうですね､ 西高東低｡

これも､ これは何か薩長が勝ったから､ 上先生は､

こっち東にはペナルティーとして医師をつくらなかっ

たのだと言っていますけどね､ 何かそれは私はあま

りわからないのですけど､ 上先生の理論というのも

すごいです｡

これは､ 大石神社です｡

病院と地域のかかわりというのは､ 私はやっぱり

救急､ 消防､ リハビリ､ 地域連携パス｡ 家庭や健康

福祉事務所､ 医院､ 診療所､ 病院､ 皆さんの診療所､

病院､ 他の病院と､ こうくるくるくるくる､ いい循

環ができる､ クリティカルパスですね､ 地域の｡ だ

から本当はこういう連携をつくっているのですから､

急性期入院管理加算なんていうのはおかしいんです

ね｡ あれは自己完結型の病院､ 総合型病院というの

を否定しておきながら､ 総合型病院に点数をつけた

わけですね｡ あれもおかしいと私は思うのですけれ

ども､ 2,200億円削減というシャッポがありながら

やっていますから､ つけても算定要件と施設基準で

全部切っていくわけですね｡ だから､ 私はあの課長

通達というのは診療報酬の決定と同じに出してもら

わないと､ つけたということにならないと思うんで

すけど｡

病院は､ こういうふうなことをしています｡ 今は

外国人医療とか､ あるいは自殺､ 食中毒､ 故意の麻

薬､ 多いですね｡ この間は､ 私の近くでは台風９号

で20人の方が生き埋めや溺死､ まだ２人は行方不明

ですけれども､ 行政解剖18人とか､ 何かいろんなこ

とが､ 血液行政とか､ いろんな､ 移送まで関係しま

すので､ 大変忙しいです｡
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これは病診連携で､ 赤穂市ほか､ 市域の医師会と､

早かごというか､ すぐに､ できるだけ早くに御返事

とか､ いろいろ逆紹介状とかを持って走るようにと

いうことで職員を叱咤激励しております｡

病院はこういうところに､ 千種川の､ こっちが赤

穂城でして､ こっちが瀬戸内海です｡

これは開放型病床で､ これがうちの内科医です｡

(スライド25) こちらが町の診療所の先生です｡ １

患者２主治医制を開いてます｡ オープンベッド10床

です｡ この方はそろそろ退院だから､ いつ退院する

かという日を決めているわけですね｡ そうすると安

心して帰れますし､ 平均在院日数も減りますし､ ま

た悪くなったらいつでも紹介してくれると｡

この方は昨年の年末にうちの小児科部長を､ 副院

長ですけど､ 燃え尽きでやめまして､ 若い先生がま

た育児休暇をとりまして､ もう年末年始の輪番制が

組めなくなったときに来てくれて､ やってくれまし

た｡ この先生と､ もう一人の小児科の先生がですね｡

この方は電子カルテがわからないのでと､ 自分のと

ころでするというので､ うちに来た患者をうちから

送って診てくれました｡ だから病診連携は､ うちの

町はうまくいっている方だというふうに思っており

ます｡ なお､ 余談ですけれども､ 後任の小児科部長

は松江赤十字病院から来ていただきました｡

これがうちの､ いろいろやっていますね｡ この医

療情報ネットワーク､ これは旧郵政省の補助事業で

もらったのですが､ やっぱり個人情報保護というの

が難しくて､ 市役所の住民情報の方がちょっと破綻

を来しまして､ 今､ これ止まっています｡ やっぱり

オンブズマンとか難しい人がおって､ ここがちょっ

とペケされたみたいですね｡
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これは早かごです｡

当院での試みを少し､ お昼のお茶の時間になって

きましたので､ 少し楽な､ 肩の力を抜いて聞いてい

ただきたいと｡

院是は ｢恕 (おもいやり)｣ です｡ 女の人が口移

しに子供に御飯を与えたり､ 女の人の優しい口遣い

で利用者に接してほしい､ 接遇ですね｡ 女の又の心

は困りますよ､ 女の又は｡ 女の口の心ですよ｡

それで､ これは英語ではホスピタリティー､ ホス

ピタルの語源ですね｡ 梵語では､ なんじが欲せざる

ところを他になすなかれ､ なんじが欲するところを

他になせと｡ 物すごくいい言葉みたいですね｡

京都大学の文学部の名誉教授が立ち寄ることがあ

りまして､ 何か忠臣蔵の研究で｡ それで､ 邉見君は

論語を随分お読みなんですねと言いましたから､ い

や､ 私は論語読まずの論語知らずですと言ったら､

これは論語のテーマだよと､ 子貢という孔子の高弟

が､ 孔子様､ 人生で一つだけ守っていたらいい言葉

は何でしょうかと聞いたら､ 恕かなと言ったそうで

すね｡ そんなにいい言葉なのです｡ 私､ 知らずに使

うてましたけれどね｡

私なんか､ もっと偉いなというのが､ やっぱり孔

子様は偉いですね｡ 恕だろうかねと言ったんですね､

恕かなって｡ 僕なんかは恕なりって､ すぐ研修医に

言うような気がしますけどね｡ すばらしいなと｡

｢生命 (いのち) 輝かそう赤穂市民病院｣ という

のをロゴにして､ 封筒､ はがき､ パンフレット等に

書いていましたら､ ７年後に､ よく似た言葉が出て

きました｡ ｢生命膨らまそう第一製薬｣ です｡ 私の

方にプライオリティーがあるのですけどね｡

基本理念はこう｡ 昨日までうちの病院､ ３回目の

病院機能評価バージョン６を受けてたんですが､ こ
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ういうのが要りますね｡

行動指針は､ こうですね｡

これは病院｡ 千種川といって西播随一の清流で､

ここから500メートルぐらいが瀬戸内海なんですね｡

だからここ､ 干潟になりますし､ 淡水と海水がまじ

る汽水なので､ いっぱい魚がおって､ それを目がけ

て鳥が来るんですね｡ で､ 鳥害というか､ こっちに

ふんをされたり､ 鳥インフルエンザとか､ 変なこと

になったらいけないので､ うちの病院の木は､ 全部

関西空港と同じ木を植えています｡ これは実がなら

ない木です｡ ここで小魚とか貝を食べた鳥たちが､

サラダ感覚でうちの木の実を食べに来たら困るから

ですね｡ だからそういうふうにしてるんですけどね｡

窓をものすごい広くしました｡ これは､ この間み

たいに灯油が高いと非常に困るんですけれども､ 私､

こまい時､ よう病気しまして､ ｢次郎物語｣ の土蔵

みたいなところで寝かされていたんですね｡ 昔はす

りガラスか障子で､ 日に当たったらいけないと私の

主治医の先生もおっしゃいまして､ 暗いところでじっ

としておると､ 何か変な夢ばっかり見て､ 谷へ落ち

ていく夢とか､ どつかれとる夢とか､ そんなのばっ

かり見るわけです｡ これはいかんと思って､ やっぱ

り外の動くもの､ 緑､ あるいは水､ そういうのが見

えるところへ病院をつくろうと思って､ ここへつく

りました｡ そうしますと､ うちの市長は県庁からの

天下りの人でして､ 山へつくれと言うのです｡ 私は

瀬戸内海国立公園のところにあるんやから､ 海と川

のところへつくろう言うて｡ そしたら議会で､ 私が

川と言ったら､ 市長は山と言うんですね｡ 何か忠臣

蔵の討ち入りじゃないかと､ 助役が､ これは表門隊

じゃないかとか､ 訳のわからんことを言いましたけ

れどもね｡

彼の言うこともよくわかるんですね｡ 潮風が来た

ら医療機器みたいな精密機器はさびてだめになるん

ちゃうかとか､ いろんなことを言うんですが､ ほん

なら神戸中央市民病院なんか､ ポートアイランドの

真ん中につくっとるじゃないですかと､ いろいろ言っ

た｡ 今だったら癌研有明もあんなお台場につくって

いますし､ いっぱいあるんですけど､ どうも市長は

そんなことばっかり言うてたんですけれども､ こう

いうふうなのをつくりました｡

それで､ 窓をベッドより低くしています｡ 寝たき

り老人､ がん患者､ 骨折の人でも外が見えるように
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ですね｡ 私がバードウオッチングの双眼鏡を貸して

ます｡ 私も外ばっかり見て､ あんまり回診のとき体

を見ないので､ 先生､ 時には体も見てくださいとか

言われますけど｡

これはキャッスルサイドですね｡ 赤穂城｡

これはマウンテンサイド｡ これは赤文字ですね｡

うちの病院はとうとうこの間から赤字になったので

すが､ もともと赤文字なんですね､ ｢穂｣ はないん

ですけど｡ 昔は盆と正月とクリスマスだけライトアッ

プしていました｡ 今は365日､ 11時50分ぐらいまで

やっていますね｡ 私､ 酒を飲んで方向感覚がなくなっ

たら､ これを目当てに帰っています｡ 私はこの辺に

おりますのでね｡ これは市役所です｡

これは小豆島ですね｡

これが瀬戸内海で､ この向こうに香川県東部､ こっ

ちに淡路島､ それから徳島県､ 鳴門海峡｡ 鳴門大橋

もぴかぴか時々光りますね｡ 中国人の留学生なんか

が来ますと､ この小川は何という小川ですか､ この

川は何という川ですかと言いますね｡ 中国では､ 対

岸が見える海なんてあり得んのですよ｡ 川でも見え

ないです､ 漓江も黒竜江も｡ 私､ 中国生まれですか

ら､ 中国東北省へしょっちゅう中日友好で行きます

けれども､ 黒竜江なんか､ 真ん中にあるダマンスキー

島､ 日本名､ 珍宝島ですが､ 中ソ国境の紛争のとき

に争点になったところですが､ 四国と同じぐらいあ

るんですよ､ ダマンスキー島は｡ だから物すごいで

す｡

それともう一つ言っておきますが､ 先ほどから男

女共同参画が出ましたけど､ 中国は女医さんが６割

５分です｡ 何の問題もないそうです｡ 一人っ子とい

うこともあるのですけれども､ ちゃんとしたやっぱ

り社会の体制ですね､ 昔の旧社会保障制度､ 社会主

義国家ですから､ 女性医師に対する対応ができてい

るんですね｡ びっくりしました｡ 私､ 中国ではどう

なっていますかと､ 日本では女性医師問題が大変な

のですが言うたら､ ６割５分は女性ですが何の問題

もありませんと､ 半年ぐらいだけ産休､ 育休とって､

それ以外は全部普通に働いていますというふうなこ

とでした｡

― 99 ―

��������

(スライド34)

��������

(スライド35)

�����

(スライド36)



これはデイルームですね｡

これはライトコート｡ これは､ 建設費のときに総

務省ともこうやって､ 建築単価が１平米何ぼという

のが起債の条件にあって､ これがちょっと問題になっ

たのですが､ 真ん中を明るくしないと､ 私､ 変な夢

ばっかり見た記憶があるから明るい病院にしたいと

いうふうに言ってこれをしたのですが､ 良かったと

思います｡ 今は認知症の方がくるくるくるくる回っ

ていますから､ ある意味ではよかったと｡

これはアメニティーホールですね｡ ここでいろい

ろボランティアをやってもらう｡ これを､ これが邪

魔だから取ったらどうかという人がおるんですが､

これ取ったら､ うちの病院､ つぶれます｡ 大黒柱で

す｡ ７階建てですから｡ (スライド39)

これは塩と歴史の博物館ですね｡

ボランティアです｡
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ボランティアは､ やっぱり非常にいいです｡ 私は､

絶対医療界が立ち直るには市民との共生というか､

市民に理解を得るような医療界にせんと､ 診療報酬

も絶対上げてくれないだろうと思って､ できるだけ

開かれた病院づくりというのをしております｡

これは市民の市民による市民のための病院づくり

というのをモットーにしていますね｡

11年前に､ 病院が1,200メートル下流へ移ったと

き､ だから竣工式というか､ 市民を集めて病院の開

院の前の前夜祭みたいなのをしたのですが､ そのと

き1.2キロ下流へ行ったのだから､ 今だったら私､

｢Change, Yes We Can｣ と言えるんですけど､ そ

のときはまだオバマさんおりませんでしたので､ ゲ

ティスバーグのリンカーンの ｢the government of

the people, by the people, for the people｣､ 市民

の市民による市民のための､ 人民の人民による人民

のための政府というのをゲティスバーグで南北戦争

の後で言いましたね｡ あれをもじって ｢ the

hospital of the citizen, by the citizen, for the

citizen｣ と｡ 市民病院は市民の皆さんの病院ですよ

と｡ 院長や職員の病院ではありません｡ まして市長

さんの病院ではありません｡ 生かすも殺すもあなた

方ですよと｡ 患者さんとして来てくれてもいいし､

家族が職員として来てくれてもいいし､ ボランティ

アでもいいですよ､ お願いしますというふうなこと

でやっております｡ 貧しいですから､ できるだけい

ろんな人のお手伝いがないと､ 田舎の財政では大き

な病院はやっていけませんので､ こういうふうなこ

とをやっております｡

これは､ お正月に松竹梅のボランティアの籠谷照

夫さんという方がくれてる､ いつも､ １週間に１つ

変わるんですが､ ここに書道クラブが ｢謹賀新年｣

といつも書いておるんですね､ そのときの絵も入れ

て｡

これ､ 数年前に情けないことが起こりました｡ 鉢

ごと盗まれました｡ 義士のまち赤穂ですよ｡ 主君の

ために命を惜しまないという義士のまち赤穂で､ お

正月に病院の中でですよ､ ボランティアが植えてい

る植木を鉢ごと盗んだんですよ｡ ちょっと花だけ盗

むのやったらまだいいですけどね､ 鉢ごと｡ もう私､

怒り狂いまして､ この ｢謹賀新年｣ の横に ｢盗むな｣

って書いとけと言ったんですけれども､ それも正月

やのにいかんというて……｡
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しかし､ 備前焼のいい鉢だったらしくて､ それ以

来､ もう鉢はぼろしか出さんと言ってますわ｡ だか

らあの鉢､ どこかから出てこんかなあ､ 院長といつ

も言われるんですけど｡

これはさつき展｡

菊花展ですね｡ 当然菊花賞のときは菊花展､ 皐月

賞のときはさつき展になりますね｡

これは季節の先取りですね｡ 銀写会という65歳以

上の写真クラブです｡ １月､ ２月に３月､ ４月の花

を飾る｡ これは赤穂岬の桜､ これは姫路城の桜｡ 胃

がんを治してあの桜を見に行こうという､ 病気と闘

うファイティングスピリットですね｡ (スライド47､

48)

神社仏閣､ 地蔵さん､ 仏像は､ いい被写体だけど､

場所柄､ 置かないとか､ いろんなことを言ってくれ

ます｡

これは､ どうも私みたい｡ 絵手紙の倉野勝子さん｡

｢笑顔は良性の感染症｡ 伝染しますよ｣｡ これは永六

輔さんが､ あの方は689トリオで､ ｢こんにちは赤ちゃ

ん｣ とか ｢上を向いて歩こう｣ とかの作詞家で有名

ですが､ もともとはお坊さんで､ ｢大往生｣ とか

― 102 ―

46

(スライド45)

47

(スライド46)

48

(スライド47)

49

(スライド48)

50

(スライド49)

◆特別講演３



｢死生学｣ というベストセラーも書いた人ですね｡

彼が親友の淀川長治さんに､ あの ｢さいなら､ さい

なら､ さいなら｣ の｡ 彼の病室へ行ったときに､ 病

室に入るときに､ この病室へ入る人､ 笑って入って

きてくださいと書いてあったそうです｡ だからはは

ははっと笑って入っていったんです｡ そしたら君じゃ

ないんだよと｡ だれに書いてるのですかって｡ ここ

のスタッフだと｡ ここのスタッフは､ 鬼のような形

相で入ってきて､ 採血すると､ 脱兎のごとく駆けて

出るというのです｡

皆さんの病院､ どうですか｡ 今の医療費の人員配

置なんかだったら､ 朝は大変なんですね｡ 与薬､ 採

血､ 点滴､ 配ぜん｡ 今､ どこの病院でも一つの病棟

に数名は認知症の人がおりますね｡ さすがに小児科

にはいませんけどね､ それ以外は皆おりますわ｡ そ

したら､ 昼､ 夜は家族が御飯の食事介助に来てくれ

るんですが､ 朝は間に合わないんですね｡ だから１

人では､ スタッフステーションで､ ３つぐらいこう

やってますね｡ だから､ そんなときに救急車が来た

り死亡退院なんかあったら､ もうめちゃくちゃです

ね｡ だから､ 私も７時過ぎには行かないようにして

おるんです｡ 行っていたら皿を渡されて､ 院長､ 手

伝うてとか､ わけわからんこと言われますからね｡

だから､ そういうふうなので､ しかし､ これでは治

る気がしないと言われたので､ 院長､ 婦長が集まっ

て､ 一声かけ運動というのを始めたそうです｡ 一声

かけ運動､ 淀川さんのところで笑顔で､ 隣で脱兎や

鬼に戻れませんから､ 病院じゅう笑顔が広がったと｡

それを聞いて私も､ うちの病院も公立病院でお金は

ないですけど､ 笑顔は元手の要らないサービスです

ね､ みんな笑顔で接しましょうと言ったら､ みんな

がそうですねと言ってくれたので､ これを飾ってお

ります｡ それを聞いたボランティアの人が､ これを

私にくれました｡

これは､ 大正琴ですね｡ 皆さん､ 大正琴というの

は昭和生まれでも弾いていいんですよ｡ この人は昭

和生まれですね｡

これは双子の連弾｡

これは､ 江唐澄江さんという､ ミラノで17年間おっ

たソプラノ歌手｡ クリスマスコンサートです｡
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この方､ 知っていますか｡ 樫本大進君ですね｡ 赤

穂ゆかりの人ですが､ この間､ ベルリンフィルのコ

ンサートマスターになりましたね｡ ロン＝ティボー

国際音楽コンクール最年少首席､ 五嶋みどりさんを

１年以上抜きました｡ ここのお母さんが､ うち､ こ

こバルコニーなんですが､ ここには人を入れないで

くださいと｡ 何でですかいうたら､ この子はけがし

てもいいんですが､ これを守ってくださいと｡ これ

が辻久子音楽財団貸与のストラディバリウスで４億

6,000万というんですね｡ 千住真理子さんのよりも

5,000万高いと｡ うちは､ ここへボブ・サップ級の

ガードマンを３人配置しましたね｡

ああいう人が１人おりますと､ 赤穂はにわかバイ

オリニストがわんさかわんさか出まして､ 下手くそ

やのに毎週のように来て､ 何か患者の健康を害しと

んじゃないかと思うんですけれども､ ただ､ 公立病

院というのは辛いところがありまして､ 患者を断っ

ても怒られるんですが､ ボランティアも断れないん

ですね｡

こういう人たちも来ます｡

これは､ 赤穂郵便局の土井さんというマジシャン
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ですね､ 手品師｡

これ､ ハトのスーちゃんとチーちゃんもボランティ

アに登録されています｡ これは奥さんです｡

とうとう息子たちも来始めまして､ 一家総出です｡

彼の偉いところは､ ボランティアでありながら､

手品が終わると病棟へ上がって看護師さんから簡易

保険を集めて帰ることです｡ すごいでしょう｡ マジ

シャンでしょう｡

こういう人たちが来ます｡ こういう人たちね､ カ

ントリーダンスというグループですが､ 院長先生､

再来週はうちの娘のお茶会なんです｡ ぜひ来てくれ

ませんかとか､ ２回言われたら１回行かないかんか

らね､ 土日が全部この人たちにとられてしまうんで

す｡

その点､ 子供たちはおねだりしません｡ キャンディー

か飴ちゃんやってたら勝ちですから楽勝ですね｡

何か絵をかいてくれたりします｡

とうとう犬も来始めました｡ ドクタードッグです｡
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これがこの間死んだんですけどね､ ネロという犬｡

ここにアラレちゃんという犬がおる｡ この２人が研

修医ですね､ 研修医｡ この子は研修犬なんです｡ だ

から､ 院長は研修犬がちょっとかみついたりほえた

りせんかと､ この子たちが医療ミスを起こさないか

と､ 院長の気がかりの２人と１匹です｡

これ来てますね｡

いろんな人が来ます｡

これ､ 患者会ですね｡ やっぱり患者を人質にとる

というのが病院の一番のコンセプトですから､ いろ

んな人と仲よくしています｡

これ脳卒中友の会｡ 声の不自由な人で､ 岬のとこ

ろへ行って､ ア､ エ､ イ､ オ､ ウとか､ 発音練習と

かカラオケを波に向かって歌うと｡ これはうちの言

語療法士の竹本愛ちゃんです｡
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これは在宅酸素療法の会です｡

これは乳がん友の会ですね｡ 乳がん友の会という

のは､ どうも温泉へなかなか行けんそうですね｡ 何

かじろっと見られるというので､ 院長先生､ 一緒に

温泉へ行ってくれませんかというので､ マイクロバ

スを借り切って岡山県の湯郷温泉へ行っております｡

私は､ 実際は一緒に風呂に入っているわけではあり

ません｡ 隣の部屋でお酒を飲んでいます｡

これは､ おもしろいですよ｡ 糖尿病友の会のバイ

キングです｡ 皆さん､ バイキングって､ 何ぼ食べて

もええと思うでしょう｡ ここに怖いお姉さんがおり

まして､ カロリー計算しているのです｡ バイキング

で食べていけないなんていうのは､ これいじめか､

嘘つきか､ 何か詐欺でしょう｡ 何かおもしろいんで

すけど､ 何がおもしろいのか､ いつもいっぱい来て

います｡

これはきょう､ 篠崎文彦先生来られていますけど､

前の会長の竹内正也先生､ 公私病院連盟ですね｡ フィ

リピン・メディカルミッション｡ この方は､ フィリ

ピンのその州の州知事さんですね｡ この方､ ポリオ

です｡ フィリピンは不幸にして戦争に勝ったので農
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地開放が行われません｡ 秋になったらマニラに住ん

でいる昔の藤原氏とか橘氏とか菅原氏みたいな荘園

地主が来て､ 収穫物を持っていくわけです｡ アロヨ

さんもマルコスさんもアキノさんもそうなんですね｡

エストラーダだけは映画俳優ですから荘園地主では

ないですけど｡ だからみんな貧しいのです｡ これは

まだ草履､ 靴がありますけど､ 昔は裸足とか草履が

ほとんどだったですね｡ だからマニラからでこぼこ

道をバスで10時間ぐらい､ うち､ 親父が軍医で､ フィ

リピンで戦死していますので､ 罪滅ぼしということ

も兼ねて行っとるわけです｡

これが一番好きなスライドです｡ 兵庫県では､ 中

学２年生が10月第４週に教室を離れ､ テキストブッ

クを離れ､ ホワイトボードを離れて､ 自分のお父さ

ん､ お母さんの職場か､ 自分が将来行きたい職場へ

行くと｡ トライやる・ウイークといいます｡ これ金

曜日の夜に赤ちゃんを抱かせました､ 別れ際に｡ そ

したらこんなええ顔します｡ 月曜日の朝に抱かすと､

怖がって抱きません｡ みんなほとんどが一人っ子と

か､ 弟だって､ あんまり弟や妹はいないんですね｡

我々の時というたら､ 大体四､ 五人おったでしょう｡

三角ベースするとき､ 大体おんぶしているやつを下

ろしたり､ 抱いてもろうてバッターボックスに入っ

たりしましたね｡ タッチしたら逃げられて､ 後ろの

おんぶしとる子に当たって泣かれたりね､ そういう

ことがあったのですが､ 今はそういうことはないん

ですね｡ 私､ こういう人たちを医療界へ引っ張ると

いうのが公立病院の一つの役目じゃないかと思って

います｡

これは､ こんなんもやってます｡ DMAT､ 災害

医療ですね｡ 郷原先生の話もありましたが､ やっぱ

り災害医療は大事です｡
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もう時間が来ましたので､ だあっと行ってくださ

い｡ ずうっと行ってください｡

病院祭へは吉本も呼んでいます｡

日野原先生､ 大学の先輩ですので呼んでいますが､

97歳でしゅんの人ですね､ すごいです｡ 今度､ オリ

ンピックが東京へ来たとき､ 医療委員会の委員長を

するいうて頑張っていたのですが､ もう４年後､ も

う一回出るいうたら103歳､ 104歳､ ものすごく長く

生きないかんですね｡
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これは､ ぼけ防止老人劇です｡ この人はぼけ役を

やって､ 迫真の演技でしたが､ とうとうぼけてきま

した｡

ＡＥＤは５万3,000の赤穂市民に全部教えようと

思っているんです｡ 私が赤穂駅で倒れても助けてく

れるようにしておきます｡
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チーム医療もやっています｡
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矢の傷を､ 昔は､ どこがどれかわかりませんが､

医師､ 薬剤師､ 看護師で治していた｡ 今は30種です

ね｡ だから､ ここが大分減ったのですが､ まだここ

がクローズ・ド・サークルにならないんですね｡ こ

れが医療紛争とかあるし､ 逆に言えばノーベル賞の

チャンスもあるわけですね｡

私の下手な字で､ ｢医｣ という字は､ 私の勝手な

解釈では､ 矢の傷を３つの職種､ どこが何かわかり

ませんが､ 医師､ 看護師､ 薬剤師で囲って治すとい

う意味です｡ 今は30種以上の方々によって治すので､

丸い医にしてみました｡ しかし､ 完全には閉じませ

ん｡ これは本人の気力､ 家族の支え､ 神仏の力､ 運

などがあるためです｡ 閉じてしまうといいですねと

書いているのですが､ 私の真に言いたいことは､ こ

の余白にあります｡ よって､ 完全に閉じるまでは､

当院で起こった一切の医療事故は全く責任を負いま

せんと､ こう書きたいんですよ｡

医療というのは不確実なんですよ｡ だから､ 敬遠

してたら絶対ホームラン打たれないのです｡ 速球投

手の向こう傷が被ホームランなのです｡ 三振をとり

に行って打たれたら仕方ないんです｡ 助けてやろう

と思って､ どんな救急車も断るなって私言っている

のです｡ そして､ ところが助からなかったら､ 人間

関係ができてないから､ 京阪神から初詣に来とる人

がうちの近くの国道で大けがして､ うちへ来て､ も

う来たとき死んでるんですよ｡ それでもその娘さん

やらは､ こんなぼろの病院に来たから死んだのだと

言わんばかりのことを言うわけです｡ 本当であった

ら晴れ着で初もうでに行っとってもいいような看護

婦さんが､ それに必死になって応対しとるわけです｡

こういうのがちょっと日本はおかしいと思います｡
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最後に､ 我々､ これ今､ ｢医療崩壊いろはカルタ｣

ってつくっとるんです｡ ｢希少種に登録されそう､

日本の産科｣､ ｢サッチャーのつけ､ ブレア返せず｣､

｢クレーマー､ 増えてどんどん医療は縮む｣､ ｢美し

国､ 命の重さ22位｣､ ｢医療費とどっちが高いパチン

コ代｣｡ これはわかっていますね､ パチンコ代は36

兆円､ 医療費は34兆円ですね｡ 今度スロットマシン

が増えていますから､ もっともっと増えると思いま

すね､ ここは｡

これが一番いかんですね｡ 国民意識の向上という

のをこれからはやらないかん｡ COMLの辻本さんな

んかと話し合って､ ここをどうにかして､ 患者の権

利だけでなしに患者の義務というのをどんどん広げ

ていこうというふうに思っております｡

私､ 日医執行部へ提言したいと思います｡ 代議員

に勤務医シェアを反映しないといけないと思います｡

キャビネット制は変えなくちゃいけないと思います｡

全部かわってしまうというのは､ 今の民主党が官僚

を信頼しないのと同じです｡ 負けた中にも勝海舟み

たいな良い人はいるわけです｡ キャビネット制は良

くないと思います｡ 中医協は全部かわりました｡ 私

は後衛のつもりで行ったのに､ 知らん間に前衛になっ

てしまいました｡ これは医療界として弱いと思いま

す｡ ぜひ再考を願いたいと思います｡ 会長任期は､

２年は幾ら何でも短過ぎます｡ 歯科医師会でも３年

です｡ ２年であれば改定のときに必ずリンクします｡

これは余りよくないです｡ それからテレビ会議を導

入して､ 地方の意見をもっと入れてほしいと思いま

す｡ それからやっぱり医療政策の方へ行かないかん

ですね｡ 診療報酬ばかりでなく､ 先義後利､ これは

近江商人の言う､ 先に義があって後で利が来ると､

こういうふうにしないといけないんではないかと｡

自浄作用は､ 悪い医師がおったら､ それは進んで懲

らしめなくてはいけません｡ 開かれた医師会｡ 医師

会館も含めて､ 一般市民が入れるように､ 私が病院

でやっているようなことを医師会も是非やっていた

だきたいというふうに思います｡

会員にも､ やはり働き過ぎてはいけないと思いま

すね｡ あんまり派手な生活をしてもいけないと思う

んですね｡ これはやっぱり､ お医者さんは儲かって

ると思われやすいですね｡ それから､ 地域社会へやっ

ぱり復帰せないかんですね｡ あんまり江戸ばっかり

向かずに､ 地元で足のついた行動をせないかん｡ 他
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◆特別講演３



職種へやっぱり敬意をせないかんし､ マスコミ対策

ですね｡ それから９時－５時で､ もう５時過ぎたら

全然診ないというのは､ 携帯電話がもう普及してい

るわけですから､ ファーストコールはやはり自分が

受け付けないといけないというふうに思います｡

明るい芽生えを紹介して､ 終わりにしたいと思い

ます｡

これは､ サポーターとしての医療を支える住民運

動がいろいろ入ってきてると｡ ここ､ 島根県では離

島・隠岐の医療を考える会という､ 門脇さんという

県会議員を中心に行われて､ 早くからやっておられ

ます｡ それから一番有名なのは､ 舛添さんも来まし

た兵庫県立柏原病院の小児科を守る会です｡ このお

話を少しして､ 終わらせていただきたいと思います｡

ある日の朝､ 小児科の外来で一人のお母さんが､

ここの小児科の先生､ いつも眠そうな顔をして､ あ

んな先生､ 代えるか辞めさせて欲しいねえと言って

たそうです｡ そしたらそこの前を通りかかったお母

さんが､ あんた､ 何言うとん｡ あの先生は､ うちの

子のために昨夜一睡も寝んとやってくれてたんよ｡

あんた､ 一晩寝んと､ そんな眠くない顔できる？と

言ったんですね｡ そしたらその言った人も心ある人

で､ ｢そんなこと知らんかったわ｡ しかし､ ほかの

人も皆そう思うてるよ｣ と言って､ 実際は､ そこは

もう和久先生という１人だけになっていた､ 和久先

生｡ 院長が小児科だったんですが､ もう忙しくて､

実働１人｡ ２人辞めて､ ４人から１人になっていた

んですね｡ その和久先生も辞めようとしていたので

す｡ しかし､ そこにありがとうレターとか､ あるい

はコンビニ受診をやめましょうとか､ 人口３万ぐら

いの町で５万以上の署名が集まって､ 意気に感じた

和久先生は残ったわけです｡ 辞めていた先生も１人

戻ってきて､ それが神戸新聞に出たものですから､

派遣をしていた神戸大学の松尾教授も２人また送っ

たわけですね｡ それをまた見て､ ブログか全国紙で､

また東京の方から１人来たということで､ 今５人に

なっています｡

だから､ 医者というのは非常に非常識な人が多い

ですから､ 給料なんかじゃないんですね｡ やりがい

があって､ 地域に求められたら､ そこへ残るわけで

す｡ だから是非このような運動を各地区の皆さん方

が音頭をとっていただいて､ 是非こういうことをせ

んでも医師が増えたらうまくいくと思うんですけど､
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やっぱりこういうふうなことで､ しばらくそこにお

る人を辞めさせないということも大事じゃないかと

思っています｡

それと､ もう一ついいことは､ 最近､ 額の多寡で

はありませんが､ 病院に増える寄附行為があります｡

これは､ やっぱりドネーションというのは､ キリス

ト教の場合は免罪符としてやりますが､ 日本はなか

なか風土がありません｡ 亡くなった人からもらえる

ことが増えました｡

亡くなった人からもらえるというのは､ 野球でい

えばパーフェクトゲームですね｡ 恐らく受け付けか

らお見送り､ 霊柩車に乗せるときまで態度が良かっ

た､ 治療方針が間違わなかった､ 医療費もあんまり

高いとは思わされなかったとか､ いろんなことで良

かったと思うんですね｡ 私は､ だからこういう死ん

でも満足できる病院をつくってほしいと職員に言っ

ておりましたので､ 亡くなった人からの寄附をいた

だくと､ 本当に嬉しくなります｡ そういうふうな医

療環境が日本国全体に広がっていくことを願いまし

て､ 私のつたない講演とさせていただきます｡ 御清

聴ありがとうございました｡

【武田座長】 先生の本当に思いのこもった御講演

をいただいたと思っていますけれど､ もっともっと

聞いていたいのですけれど､ また懇親会を楽しみに

していただきまして､ 先生､ 懇親会はおられますで

すね｡ ぜひ続きを聞いていただきたいと思います｡

先生は､ 先ほど赤穂の写真がいろいろ出ておりま

したけれども､ 観光大使にもなっておられます｡ 多

種多能といいますか､ 多彩といいますか､ そういっ

たところであちこちから引っ張りだこだと思うので

すけれど､ 医療が本道からそれないように､ ぜひ邉

見先生にはこれからもいろんな機会をとらえて頑張っ
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◆特別講演３



ていただきたいなあと｡ また､ 僕たちはますます期

待をしたいなあというふうに思って､ この特別講演

３を締めくくりたいと思います｡ 御清聴ありがとう

ございました｡

【邉見会長】

どうもありがとうございました｡

12月14日は赤穂の義士祭です｡ 是非お暇な方は､

どうぞよろしく｡
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������������������ 15：00～17：30

座長：島 根 県 医 師 会 常 任 理 事 � � �
島根県医師会勤務医部会委員 � � ���

(１) 地域医療の立場から

シンポジスト：国立病院機構浜田医療センター院長 � � � �
(２) 医育機関の立場から

シンポジスト：島根大学医学部地域医療教育学講座教授 � � � �
(３) 女性医師の立場から

シンポジスト：島根大学医学部放射線医学講座がん放射線治療教育学教授 � � � �
(４) 県行政の立場から

シンポジスト：島根県健康福祉部医療企画監 � � � �
コメンテーター：日本医師会常任理事 � � � �
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島根県医師会常任理事 � � �

� �
島根県医師会勤務医部会委員 � � ���

それでは､ ただいまから本日のシンポジウムを開
催いたしたいと思います｡
本協議会のメインテーマは､ ｢今こそ目指そう

医療崩壊から医療再生へ｣ ということで､ このため
には､ 何よりも勤務医をめぐる諸問題の解決を図る
べきだということで､ ４人の演者の方にそれぞれの
立場から御講演をいただく予定にしております｡
先ほど�先生のアンケートにありましたように､
この医療崩壊の原因を新医師臨床研修制度だと思っ
ておられる方も多いようでございますが､ やはりこ
れはあくまでも誘因であって､ 根本的には長年にわ
たる低医療費政策､ あるいはだんだん劣悪になって
くる勤務医の労働環境､ あるいは女性医師のための
勤務の環境整備の遅れなどなど､ 今朝､ 医師会長､
唐澤先生がお示しになったさまざまな要因が原因で
はないかというふうに思うわけでございます｡
ただ､ 新しい研修制度が始まっていろいろなこと
が起こって､ 現今の医療崩壊とも称すべき事態に至っ
た経過というのは､ パンドラの箱を開けたようだと
いうふうに思ったわけでございます｡ パンドラの箱
というのは､ 開けてはならない箱を開けたら､ さま
ざまなものが飛び出してしまって､ 元へ戻らなくなっ
たという御承知のギリシャ神話でございますが､ 一
つだけ飛び出さずに残ったものがあったと､ それが
希望だったということでございます｡ 今日､ ４人の
演者の方が御発表になるわけですが､ その中に少し

でも将来の希望を見出したいと私は思うわけでござ
います｡
本日のシンポジウムは､ ４人の演者に御講演いた
だいた後､ 壇上に上がっていただきまして､ 会場の
皆様との質疑を行い､ その後､ 相互討論をやり､ コ
メンテーターの三上先生には必要に応じて随時御発
言いただきまして､ 最後にまとめていただくという
ことにいたしたいと思います｡
それでは､ 進行役を河野先生にお願いいたします｡

◆シンポジウム

それでは､ 進行役をさせていただきます河野です｡
どうぞよろしくお願いいたします｡
４人の方からお話を伺いますが､ 最初は一般病院
の院長からということで､ お話を伺うことにいたし
ております｡ 最初は日野理彦先生で､ 平成18年から
島根県の西にあります浜田市の浜田医療センターの
院長をなさっております｡ 10月頃､ 新しい病院が建
ちまして､ ちょうど駅に直結しているという､ 非常
に全国でもアクセスのよい病院をつくられました｡
その先生に､ 今､ 勤務医の状況を話していただくこ
とにいたしました｡
それから､ 約20分から25分ぐらいのお話をして､
もし､ 是非とも質問したいということがありました
ら一､ 二受けて､ 次の演者に行きたいと思っており
ますので､ よろしくお願いいたします｡
では､ 日野先生､ よろしくお願いいたします｡



浜田医療センターの日野でございます｡ よろしく

お願いいたします｡

｢勤務医をめぐる諸問題 地域医療の立場から｣

というテーマをいただきました｡ 今まで会長を初め

として諸先生方がずっと述べてこられたことと､ 基

本的にはかぶってしまう内容でございますけれども､

私の立場からの話をさせていただきたいと思います｡

結論の方から先に述べたいと思います｡ 勤務医が

今､ 改善を求めている主要課題というのは､ 医療の

進歩や社会の変化に対応した医療制度の見直しと､

それに伴う医師数の増員と､ それから定員というも

のの見直しということであります｡ それから待遇改

善と､ そのための診療報酬の改善というのが必要だ

ろうと思います｡

それからもう一つ､ 医療者と患者との関係の改善

であります｡ そのためには､ 私は相互理解という言

葉を､ ICのことを私は相互理解というふうに理解

しておりますけども､ その相互理解のために､ まず

医師の側､ あるいは医療の側から説明努力というの

をしなければいけない｡ 後で述べますけれども､ 説

明努力というのが非常に今､ 負担になっています｡

勤務医にとっては負担になっているわけであります

けども､ これを除いて医療者と患者との関係の改善

はあり得ないと思いますし､ 現在､ この説明努力､

あるいは説明能力のない医師ないし医療者というの

は､ 基本的に半分能力が欠けているというふうに私

は思っております｡

それから､ 医療事故対応のコンセンサス､ このコ

ンセンサスづくりが今､ 遅れているというふうに思っ

ております｡ これを進めていただきたいというのが

私の今日の結論の一つでございます｡ 先に申し上げ

ました｡

今の日本の勤務医の状況につきまして､ 埼玉､ 沖
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国立病院機構浜田医療センター院長 � � � �



縄､ 千葉､ 今回の島根のアンケートからわかる勤務

医の悪い労働条件というものを､ 主に意識調査の面

もありますけれども､ まとめてみました｡

勤務条件についての結論であります｡ 要するに勤

務医は厳しい労働環境にあるということでありまし

て､ その内容は過重労働であるということ｡ その中

身はこういう長時間労働｡ この中のポイントの一つ

は､ 仕事量の増加､ これは医療の内容が今までより

もずっと複雑になっているということ､ それから高

度な医療を要求されているということが含まれてい

ると思います｡ それから患者の対応に苦闘している

ということであります｡ それからこの調査結果は､

県単位で見ますと地域差はほとんどございませんで

した｡

これが医師数でございますけども､ 医師数の上位

と下位｡ 島根県と沖縄がこのあたりにあります｡ 島

根県は対人口10万人に対しましては非常に医師数が

多いということになります｡ それから千葉と埼玉は

非常に少ないという状況があります｡ こういう背景

がありますが､ その結果は､ 次を見ていただきたい

と思います｡

まず平均労働時間でありますけども､ 50％以上の

医師が平均59時間以上です｡ これは週休２日制の１

日の労働時間にしますと､ １日12時間以上働いてい

る人がほとんどだということであります｡ 勤務医が

非常に長時間働いているということを示しておりま

す｡

その長時間労働の要因でありますけれども､ 今ま

でもずっと述べられましたように､ 患者数の増加､

それから診療内容が変化をして増加しているという

ことであります｡ それから会議や書類の作成が多い｡

患者への説明｡ この自己研修というのが島根県で多
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いのが目立ちます｡

呼び出し回数は､ ゼロという方もありますけども､

かなり頻繁に呼び出されているということがわかり

ます｡

それから､ 当直回数です｡ 大体２回から３回ぐら

いが多いのですけれども､ ５回以上という多い人も

かなり､ 20％前後が５回以上の当直をしているわけ

であります｡

休日の回数､ これは４休のところは私立病院が多

くて､ 公的病院は多くは８休になっているというこ

とがわかります｡

勤務上の負担についてでありますけれども､ 医師

不足による過重労働と､ それからストレス・肉体的

疲労感､ 診断書作成並びに臨床に付随する事務的な

処理､ ICなど家族対応ということに多くの医師が

負担を感じているということがわかります｡

それから､ 患者の過剰な権利意識ということが埼

玉､ 千葉で特に高く､ 沖縄､ 島根と比べると若干差

があるというふうに思います｡ 勤務医が負担を感じ

ていることは事実であります｡
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◆シンポジウム



この過重労働についてのまとめとしましては､ や

はり長時間労働が大きな負担の原因になっておりま

すし､ そしてその要因としては､ 先ほど述べたよう

なことであります｡

さらに､ その負担の内容はこういうような内容で､

先ほど述べたとおりでございます｡

それでは､ 勤務医が満足をしているのか不満足な

のかというのを､ 先ほどのアンケートの御説明の中

にもございましたけれども､ それを各県ごとに見て

みますと､ 結論としては､ 勤務医は指導者､ 同僚が

おりますので､ 幅広い臨床経験を積むこともできる

ということ､ それから学会､ 研究活動ができるなど

ということで､ 満足度は比較的高いということが言

えます｡ 一つの結論であります｡

満足度についてでありますが､ 十分満足､ ほぼ満

足というのが40％から60％を占めていると｡ それは

各県共通でございます｡

勤務の上でどのような点に満足しているかという

ことについては､ 人間関係がちゃんとあるとか､ 学

会へ出られるとか､ それからいい臨床経験を積める

とか､ それから利益追求だけでなくて､ 適切な医療
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をすることができるというようなことが挙げられて

います｡ それからクレームに対して医師だけ孤立す

るのではなくて､ 病院が対応してくれるというよう

なことが上げられております｡ これは大事な要因だ

ろうと思います｡

不満を感じている点というのは､ 先ほども述べら

れましたが､ 電子カルテなどなどでしょうか､ シス

テムが非能率的とされています｡ これもかなり主観

的なものがあるだろうとは思います｡ それからクレー

ムですね｡ それから住環境なども言われております｡

仕事の内容と労働時間に見合う収入を得ています

かということに対しましては､ 十分見合う､ それか

らほぼ見合うというのがかなりの率がございます｡

半数近くは､ 40％から､ 場合によっては60％が収入

はほぼ満足しているということになります｡

将来手がけたい職務とか勤務形態につきましては､

勤務医がいいという方が大体30％から50％を占めて

いるということで､ 約半数の方は勤務医を続けてい

くという意思を持っておられるようです｡ これは各

県共通でございます｡
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その満足､ 不満足についてのまとめと進路につい

てのまとめは､ 先ほど述べましたように､ 問題はあ

るけれども多くの方は勤務医を続けていこうという

ふうに思っているということであります｡

そういう状況の中で､ 病院管理者がとった勤務条

件改善のための内容であります｡ アンケートから見

たものでありますが､ 複数担当医制とか短時間正規

労働の導入､ 子育て支援とか､ あるいは専門医資格

を取るためのバックアップというようなことがあり

ますが､ 無回答というのが２番目に多いというのが

ちょっと､ これは島根県でございます｡ 少し考えな

ければいけないところだろうと思います｡

今までお話をしましたのは島根県を含めた各県の

アンケートに基づいた調査結果でありますが､ これ

からお話をさせていただきますのは､ 島根県の西部

地域といいまして､ 石見とも申しますが､ 医師の激

減地域でございます｡ そこの状況について述べます｡

医師がたくさんおります松江市と出雲市､ ここを

東部というわけでありますが､ ここから西は西部と

言われております｡ 東部には医師がたくさんおりま

すが､ 西部には医師がいないという状況がございま

す｡

島根県の人口は､ 20年の段階で72万5,000でござ

います｡ 松江市､ 出雲市などでは人口は余り減少の

比率は高くありませんが､ 西部地域は３％から４％

台の減少で､ これは３年間であります｡ たった３年

間でそれだけの人口が減っている地域でございます｡

その地域は､ 東部と医療事情が全然違うということ

が言えます｡

これは勤務医についての配置と減少状況でありま

すが､ 勤務医の医師数はこういうようになります｡

増減でございます｡ 西部の医師が減った分が東部に
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ふえている､ 要するにこれは引き揚げということで

ございます｡ 再配置が行われたということで､ 西部

地域の医師が東部へ移動したということになります｡

しかし､ 大学があるところの医師数は､ また特別

に多いということが言えます｡ 全国平均から比べま

しても､ 島根県西部は医師数が､ 絶対数が少ないと

いうことは言えます｡

しかし､ その島根県西部の医師に関しての調査で

わかったことがこれであります｡ 勤務医にとって医

師としての条件は決して良くないのですけれども､

地域及び地域の医療機関では大切にされているとい

うことであります｡

これが週平均労働時間で､ 東部と西部を比較した

ものでありますけども､ これを見ていただいたらわ

かりますように､ 東部の医師の方が労働時間ははる

かに長いということがわかります｡ 西部の方が短い

ということが言えます｡ この背景には､ 診療所が含

まれている比率が西部に多いということも若干関係

あるかもしれません｡

それから労働に見合った収入を得ていますかとい

うことにつきましても､ やはり西部の方が若干比率

が高くなっているということであります｡ それだけ

の収入を保障しているということであります｡

職場の仕事に満足していますかということに対し

ましては､ 十分満足している､ あるいはほぼ満足し

ているという比率が50％を超えておりますので､ 特

に西部だから仕事に不満が大きいというわけではな

いということが言えます｡

じゃあ､ 満足している理由は何でしょうかという

ことですね｡ そうしますと､ 東部と西部とでちょっ

とずつ違いがあります｡ 東部では､ 医師が多いとこ

ろでは､ 幅広い臨床が経験できるという良さがあり

― 130 ―

�� �� �� �� ����!"#$!"#$!"#$!"#$����������������������������

�() �) *+� +,-

	
. ���/��� ���/��� 0��/��� 0�������

12

345 ��"/"�� ���/��� �0�/"�" 0����

675 ��"/��� ���/��� ��/0��� 0����

82

9:5 ���/��� ���/��� �0�/"�� 0����

4;5 ���/��� ��"/��� �0�/��� 0��""

<:5 �"�/��" �"�/"�� �0�/�"� 0����

=:5 ���/�"� ���/�"� �0�/��� 0��"�

(スライド26)

���������������������������������	�	�	�	



������������

��������	��
�������

��� �� ������
�����


����� 
 !"#!$%&�

'()*+

,-.�/0 !123 4!53 $67#!3

89.�/0 !:5 4!; 6$:#6

'()<+

�=�/0 66 > : !"6#:

?=�/0 7" > $ !1"#:

@=�/0 :; >$2 $$!#!


'()�/�AB%&�

(スライド27)

������������

��������	
���

�����������������������

������� !"�#$�%&��'(

(スライド28)

�����	
�����	
�����	
�����	
123123123123

�� ��

����� ��	
 ��	�

����� ��	 ��	�

���� ��	� ��	

���� ��	 �	�

����� ��	� ��	


����� ��	� ��	�

����� ��	� ��	�

������ �	� ��	�

���� ���	� ��	�

��� ��	� ��	

(スライド29)

◆シンポジウム



ますし､ 西部の方ではクレーム対応などが病院全体

として当たってくれるという良さがあります｡ 西部

の方に行きますと､ やはり利益追求だけではなくて､

適切な医療をやりなさいという理解が示されている

ということが見えてきます｡ 人間関係がよろしいと

いうのは東部も西部も余り変わらないですが､ 学会

等に出やすいのはやはり東部ということになります｡

この不満な点は､ それらの裏返しでございますの

で､ 反対の結果がこういうふうに示されております｡
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病院管理者がとった医師確保対策であります｡ や

はり勤務体制の改善､ 給与のアップ､ 医療クラーク

の導入､ 医療機器の整備､ 住居の整備が上位でした｡

今はこういうような診療及び生活の条件をよくする

ということになります｡ これに尽きるわけでありま

す｡

医師の激減地域､ 西部の医師の今までの調査をま

とめたものでありますけれども､ いい面とすれば､

必ずしも労働時間は長くない､ 利益追求を要求され

ない､ 患者クレームに対しては病院全体が対応して

くれる､ 収入も少なくはない､ それから存在自体が

評価されて大切にされるということが言われており

ます｡ 悪い面については､ 先ほど申し上げましたよ

うに学会などに出られない､ いい臨床経験が積めな

い､ 指導者がいない､ やはり孤立感があるというよ

うなことになろうと思います｡

人口も医師も減少する地域として､ 良い医師を確

保して､ ある程度高い診療レベルを維持しようとす

るために､ 良い勤務医を獲得しなければいけないわ

けです｡ そのためにはやはり､ 基本的には大学の人

事に依存することになります｡ 地域の公的病院､ ほ

とんどが公的病院でありますが､ 大学の人事に依存

しています｡ しかし､ 大学の人事も非常に強制力が

強いわけではありませんので､ 地域医療に理解のあ

る医師を育てるということが大事であります｡ 地域

枠の学生､ あるいは学生の実習､ 研修医の地域医療

研修に力を入れていくということで､ 地域医療への

理解を育てるということが大事だろうと思っており

ます｡

それから､ 地域の医療レベルを上げる努力という

のも必要でありますので､ 研修､ 学会へ出席できる

環境づくり､ そういうことを工夫する必要があるだ

ろうと思います｡ それから､ １人医長制なり１人科

長制などを解消する必要があるというふうに思いま

す｡

実際､ 人口がそれだけ減っていく地域であります

ので､ 医療の再編というのがやはり念頭に置かれま

す｡ これは地域の事情がありますので､ なかなかス

ムーズに進むわけでもないし､ 必ずしも良いわけで

はありませんが､ 現実には進行しているというのが

事実だろうと思います｡

勤務医の勤務条件の改善の動きは今までもござい

ました｡ 平成19年に､ これは自民党時代の政府・与
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党案で､ 医師の不足地域に対する国レベルの緊急医

師派遣システムなどということをやりました｡ これ

は全く機能しませんでした｡

２番目の過重労働を解消するための勤務環境の整

備で医療事務補助者､ これは一部導入されてはおり

ます｡

それから､ 女性医師が働きやすい職場環境の整備､

これは一部の施設では成功していると言われており

ますが､ 全国的にこれが定着しているとは､ まだ言

えません｡

それから､ 研修医の都市への集中を是正するため

の定員の見直し､ これは来年度､ 22年度から行われ

ますけれども､ 余り大きな数の変化は見られており

ません｡

それから､ 医療リスクに対する支援体制の整備で

ありますが､ 産科の無過失補償制度､ これについて

は対応されておりますけども､ 医療事故対応では､

医療事故調などの動きは全く､ 止まった状態になっ

ています｡

医師不足の地域や診療科で勤務する医師の養成が

急務です｡ 地域枠学生などの大学での採用枠が増え

ましたけれども､ これの効果が出てくるまでには約

10年を要するということで､ なかなか即効性はない

というのが今のところの状況かと思います｡

これは日本医師会が提言をした内容でありますけ

れども､ やはり一部実現されたけれども､ 実現され

ていないところも多いということであります｡

改めて今まで述べました結論について繰り返しま

す｡ 勤務医の現状認識についてでありますが､ 勤務

医は非常に厳しい労働環境にあるということと､ そ

れから勤務医の半数以上の人は､ なおかつ勤務医を

続けたいと思っているということ｡ それから我々が
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今仕事をしております医師激減地域の勤務医につい

ても､ 必ずしも満足度は低くなくて､ その地域がか

なりの努力をして医療を支えていると､ そういう状

況にあるということであります｡ しかし､ その医師

激減地域の勤務医のバックアップをして地域の医療

を守るというためには､ まだまださまざまな努力が

必要だろうと思います｡

改めて､ 私なりのまとめた､ 勤務医が改善を求め

る主要課題として､ ここに上げさせていただきまし

た｡ あえて今まで余り言われていなかったことで申

し上げたいことは､ やはり患者と医療者との間の関

係の改善であります｡ 相互理解をするために､ 医療

者の側からも努力が必要だろうというふうに思って

おります｡

今後の見通しについてでありますが､ 今は民主党

政権でありまして､ 厚生労働省は産科､ 外科､ 救急､

小児科等の再建に努力したいというふうなことを言っ

ておりますし､ 勤務医の負担軽減をしたいというふ

うに言っております｡ 中医協ないし中医協のDPC

評価委員会などで救急入院評価だとか複雑性指数設

定だとか､ 診療科別あるいは病院と診療所別の診療

報酬の配分を変更したいというようなことが言われ

ておりますけれども､ 医療全体が崩壊しつつあると

き､ 十分かどうかということは問題だと思っており

ます｡ 以上でございます｡

ありがとうございました｡

【河野座長】 どうも日野先生､ ありがとうござい

ました｡

ただいまの発表の内容等につきまして､ 何か確認

等､ 御質問がありましたらいただきたい｡

【本田】 埼玉県済生会栗橋病院の本田です｡ どう

も先生､ ありがとうございました｡

大変興味深いデータで､ 拝見しましたが､ 特に最

後の民主党政権のというところで､ どうも今､ 既に

医療費を３％削減しようというような財務省からの

話が出ておりますけども､ そこら辺は､ 先生はどう

いうふうにお感じでしょうか｡

【日野】 医療費削減というのは､ きょうの会の基

調でもございますけれども､ 私はもちろん反対でご

ざいまして､ むしろもう少し医療費を､ 総額を増や

していただかないと医療は良くならないと思ってお

ります｡

【本田】 ありがとうございます｡

実はちょっと１分だけ｡ 実は私､ 今度､ 皆さん御

存じだと思いますけれども､ 民主党で適正な医療費

を考える議連というのができたんですね､ 110人ぐ

らい｡ 急遽連絡がありまして､ 来週月曜日､ ４時か

ら講演をしてくれということで､ 私頼まれたんです

よ｡ 来週月曜日､ ４時から議員さんに講演､ 100人

ぐらいする予定なんですけども､ ぜひ良かったら､

ここに皆さんのサインをいただきたいんですね｡ 私､
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ここに医療は命の安全保障､ 医療費をGDP比10％

以上へというので､ ２枚､ 色紙をつくりまして､ こ

れを是非持っていきたいんです｡ もちろんいろんな

事情で書きたくないという方は全然構わないんです

けど､ もしよろしかったら､ どんどん回していただ

いて､ ご署名をお願いいたします｡

やっぱり全国の勤務医の声を届けないと､ 財務省

に負けてるんですよ｡ ですから､ 是非皆さん､ 協力

をお願いします｡ どうもありがとうございました｡

【河野座長】 どうも貴重な御意見をいただきまし

て､ ありがとうございました｡

日野先生､ どうもありがとうございました｡

― 135 ―



島根大学の熊倉でございます｡ どうぞよろしくお

願いいたします｡

早速でございますが､ ここに示しましたのは､ 島

根大学医学部附属病院における年間の外来数の推移

でございます｡ 昭和58年からとっておりますが､ 全

体的に右肩上がりになってございます｡

また､ 在院日数ですけれども､ このように年々下

がっているという結果でございます｡

また､ 年間の手術の延べ数でございますが､ 教授

選で教授が不在なため一時低下した時期があったん

ですが､ こういうふうに右肩上がりで伸びています｡

これだけ見ても､ 大学で働く勤務医の激務といいま

すか､ 忙しさというのがうかがえるわけでございま

す｡

このスライドは､ 勤務医の働いている時間を示し

たものです｡ けれども､ うちの大学では､ 自分で出

退室の時刻を申告しているわけでございますが､ そ

の中には自己の研究､ 教育､ こういうふうな時間も

入っています｡ それを月でどのくらい働いているか､

まとめたものでございます｡ 特に時間外勤務では､

教授・准教授・講師等と比べまして､ 医員・研修医､

若手の医師の方がどうも長く働いている､ あるいは
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大学に長くいるという結果が出ているわけでござい

ます｡

大学の使命の一つとして､ 教育がございます｡ 近

年､ この医学教育は､ 改革が進んでございます｡ 大

学の勤務医は､ 卒前の医学生の教育あるいは卒後の

研修医の教育に携わるわけでございますが､ 特に学

部の教育では､ 従来の講義だけでは､ やはり知識し

か身につかない､ 自分から問題を解決する能力はつ

かないということで､ 最近はPBL (Problem Based

Learning)､ チュートリアル､ こういうのをやって

おります｡ これは小部屋で学生が小グループになっ

て､ そこにチューターとして指導医がつく｡ 手間も

かかるわけですが､ そういうふうな教育を多くの大

学で取り入れているわけでございます｡

OSCE (オスキー)､ これは態度や技能を見る試

験でありますが､ これもやはりどうしてもたくさん

の教員の数が必要になってくる｡ また､ クリニカル・

クラークシップでありますが､ これは従来の見学型

の臨床実習ではなくて､ 診療参加型の実習でありま

して､ チームの一員として臨床医学を学ぶものであ

ります｡ こういうふうなことで､ やはり指導医の教

える形というものも変わってまいりました｡

成人教育ですので､ 教えるというよりも､ こうい

う医師になりたい､ こういうものになりたいという

ことがあれば､ そういうふうになれるように援助す

る､ これが指導医としての役目であろうと言われて

おります｡ コーチング技法というのが昨今の医学教

育の中には取り入れられております｡

以前であれば､ 若手の医師や学生が聞きにきて､

十分でないことがあれば､ もっと勉強してこいと言っ

てつっぱねることもあったかもしれませんが､ 最近

言われているのは､ まず自分の考えを述べてもらう｡

そして根拠はどうしてなのか述べてもらう｡ それで

一般的なお話をして､ あるいは一緒に調べたり､ で

きたことを褒めてあげる｡ そして間違いを正す｡ こ

ういうふうなプロセスが良いであろうというふうな

ことが言われておりまして､ 種々の指導医講習会で

も､ こういうふうな指導方法を取り入れていくよう

に話は進んでいるかと思います｡ 従いまして､ 指導

医として効果的な学生指導法を理解して実践すると

いうことが必要になってくるわけでございます｡

― 137 ―

(スライド４)

(スライド５)

(スライド６)



これは､ 私どもの大学で､ クリニカル・クラーク

シップでの評価システムですけども､ 学生を指導医

が評価する､ また学生自身も自己評価をする､ そし

て学生は指導医､ あるいは指導に対しても評価する｡

ウエブを介して５段階のグレーディングスケールで

やっておりますが､ 例えばここに示したのは､ 指導

医に対して､ 指導に熱心であったかとか､ 質問に応

じてくれたか等を評価する評価表です｡ こういうふ

うなことで指導医も評価されるということになって

おります｡ ですから､ 指導医あるいは大学勤務医の

教育に対する責務というのは年々増大していると思

います｡ これは､ 時間的には大変かもしれませんが､

教育という面ではとても良いことだと思っているわ

けでございます｡

しかしながら､ 少し古いデータなんですが､ 日本

の大学の教官はアメリカに比べて10倍ぐらい少ない

というふうなことが言われているわけでございます｡

また､ 大学の使命の一つとして研究があります｡

島根大学､ 以前は島根医科大学でございましたが､

1993年は１人当たりの英文の論文の数は､ 九大に次

いで２位だったんですね｡ これが1999年になると５

位になり､ 今はもうずうっと下に落ちてしまいまし

た｡ なかなか大学の研究のポテンシャルが落ちてい

るんだと思います｡

また､ 臨床医学研究のことでありますが､ ｢The

New England Journal of Medicine｣､ ｢The Lancet｣､

｢JAMA｣という有名な医学ジャーナルに､ これに日

本の論文がどのくらい載っているか｡ 高鳥先生が調

べた結果がございます｡ 1993年から97年ぐらいは､

12位｡ その次､ 2002年ぐらいまでも12位だったんで

すが､ 最近は下がっている｡ そして中国にも抜かれ

てしまったということで､ 日本の臨床に関する医学
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研究､ これが少しダウンしているのではないかとい

うことで､ これを危惧する先生もたくさんいるわけ

でございます｡

大学について､ もう一つ言わせていただきますと､

やはり大学の経営､ 財政的なことも大きな問題でご

ざいます｡ 平成16年度から独法化になりましたが､

大学の箱物といいますか､ 建物を建てたり､ いろい

ろなことでお金がかかります｡ それは国からお金を

お借りする､ そういう仕組みになっているわけであ

ります｡

これは医学部長・病院長会議でも示されたデータ

でございますが､ 医科大学､ 国立は42ありますが､

全部でどうも１兆円ぐらい大学が借金しているとい

う試算であるようでございます｡ 島根大学もこのく

らいの額ということですが､ 新病院が建って､ もう

少し増えているようでございます｡

大学にいろいろなお金が入ったり出たりする仕組

みですが､ 入るところでは授業料とか検定料とかで

あります｡ ただ､ 大きなのは附属病院の収入になっ

てございます｡ あと国から来る運営費交付金でござ

います｡ 出る方は､ やっぱり人件費というのが５割

ぐらい､ それからいろいろ病院の経営とか薬を買っ

たり､ 教育､ こういうふうなことで出ていきます｡

この運営費交付金でございますが､ 国から年々減

らされている｡ ですから､ 大学はここで増やそうと

いうふうなこともありまして､ 各会議等でも在院日

数､ あるいは外来の患者数､ 会議とかにも出ていっ

て収益を上げようというふうなことで頑張るしかな

いわけでございます｡

借金を返すわけですが､ 調べますと１大学､ 年間

10億から50億､ 一つの大学で返すということになっ

ているようでございます｡ 国のために､ 国民のため

に大学の勤務医は働いて､ どうしてこの借金なんか

を返すんだ､ こんなことは日本でしかやっていない

とおっしゃる先生もおられるわけでございます｡

このように､ 大学あるいは大学病院は､ 運営費交

付金も減ってくる､ あるいは借金も返さないといけ

ない､ それと医師不足､ こういうふうなところであ

えいでいるわけですね｡ しかしながら世界最高水準

の医療を提供しております｡ これはきっと大学勤務

医の献身的な努力､ これがあるからだと思います｡

しかしながら､ 先ほども述べましたように､ 疲れて

いる､ あるいは研究がちょっと低下している､ こう
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いうふうな問題もその裏にあるわけでございます｡

大学教員､ 勤務医の給与はどうなっているのか｡

これはなかなかわからないところもあるんですが､

開業医の先生と勤務医の先生の比較というのは幾つ

かデータがありまして､ 日医の解析の結果では､ 例

えば開業医さんと勤務医の差は､ 言われているほど

ない､ 45から50歳は同じであるというふうなデータ

解析も示されているところだと思います｡

これは人事院のホームページに載っていたデータ

でございますが､ 例えば50歳ぐらいの医長だと､ こ

れは手当とかも入っておりますが､ どうもこのくら

いもらっているようなんですね｡ 40ぐらいの医師に

なると100万円ぐらい出てるようなんですね｡ 大学

になりますと､ 軒並み下がっているんですが､ これ

を見ると結構な額になっているなあと思っているわ

けでございます｡

これはホームページとかで見れると思いますが､

人事院の勧告に沿った給与体系だと思いますが､ こ

ういうふうに大学の給与体系というのが決まってご

ざいます｡ 例えばこっちが教授になるわけなんです

が､ どんなに教授でもらってても､ 基本給ですけれ

ども､ このくらいの額にしかならない｡ 私はこのく

らいなんですが､ それでいろいろ手当､ 住居手当と

かがついても税金でがばっと引かれて､ どうしても

手取りは非常に寂しい額になっていると｡ 助手とか､

ここら辺になりますと､ もっと厳しい状況になって

いる｡ これが現状だと思います｡ もちろんバイトの

お金はここには入ってございません｡

一昔前の大学医学部教官の処遇というのはどうい

うものであったか｡ 私なんかもここなんですけれど

も､ 卒業して大学院に入る､ あるいは研修ですけど

も､ 当時は大学院に入っても授業料を払わないとい
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けない｡ しかし､ ただ働き｡ 同じように働いてもた

だ働き｡ 医員になっても日々雇用ですね｡ 私どもの

場合は月曜日から木曜日まで日当幾らで出ます｡ 金

曜日､ 土曜日来てもお金は出せません｡ そういうふ

うな厳しい状況でございました｡ 30を過ぎてから､

やっと助教になって正社員として雇われる｡ しかし､

生涯を考えますと､ スタートが遅いですから､ 生涯

の所得は並みだろうと言われているわけです｡

しかしながら､ 大学に勤めている人は安月給は当

たり前だと､ 研究ができる､ 高度医療ができる､ 誇

り､ 使命感というようなものがあってやっていたわ

けでございます｡ いい考え､ 悪い考えはあるかもし

れませんが､ 昨今はやっぱり多忙になってリスクも

上がって､ 研究のアクティビティーも下がってくる､

こういうふうな問題もあって､ 総合的に考えないと

いけないかなと思っている次第でございます｡ ここ

に関しましては､ 手当が国からつくようになりまし

たが､ 一過性にここの給料が安くなるというふうな

ところもあろうかと思います｡

これは全国の大学病院の正規の雇用の方ですね､

恐らく助教以上､ それから正規以外の方､ これ半々

ぐらいあるようなんですね｡ ですから､ ここら辺の

方の手当というのは十分ではないんじゃないかと思

うわけでございます｡

研修医に関しましては､ 国から出ます｡ 島根大学

の場合は月額このくらい出ていると｡ 十分ではない

かもしれませんが､ 見習いということもあるかもし

れません｡ うちの大学の場合は､ 全国国立大学初で

すけれども､ 医員にもこのくらいあげようというこ

とが病院長等が頑張られて決まりました｡ 全国で初

ということでございますが､ 一過性に研修医よりも

安いという事態があったと思います｡ また､ 大学院

生の処遇ということも大きな問題だと思います｡

私どもはいろんな大学をちょっと見学させてもらっ

ておりますが､ セントルイスの大学に行ったとき､

メンゲル先生からレクチャーを受けました｡ このと

きの話のスライドなんですけれども､ 米国では家庭

医よりも専門医の方が給料が高いんですね｡ そうい

うふうなことになっておりまして､ このときの話の

ポイントというのは､ アメリカでは家庭医がむしろ､

30年の歴史があるんですけど､ 減ってきてるんだと｡

専門医と比べて給料が下がってきてるということは

今､ アメリカでとても問題なんだということです｡
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日本ではこの専門医の､ 特に大学の専門医の給料と

いうのはどうも評価されていないわけですが､ もし

かしたら日本の30年がこうなっているかもしれませ

んが､ そういうことでございます｡

大学勤務医の処遇に対する問題点を少しまとめて

みますと､ 一般的な病院の勤務医の給与と比べて少

ないだろうと､ 正規雇用まで時間がかかる､ 身分が

不明瞭のところがある､ 医員ですね｡ それから教育

を一生懸命やっているんだけれども､ 多くの国立大

学がそうだと思いますが､ インセンティブが反映さ

れていない､ 高度先進医療に対する手当てが不十分､

それから専門医を取ってもメリットが反映されてい

ない｡ 給与としてアップするわけではなく､ 少なく

とも多くの大学はないと思います｡ やはり手当とか､

あるいは手当までなくても適正に評価してもらいた

い､ そういうふうな思いが大学にいる人には多いと

思います｡

少しお金のことばかり､ あんまり私､ 言いたくな

いんですけれども｡ ちょっとこういうふうなことを

言い忘れました｡ 働いていて､ 人が少なくなる｡ 一

緒に働く人が増えてほしい｡ やっぱり人ですね｡ 人

をどうして増やすか､ 私どもの大学の取り組みを少

し御紹介させていただきたいと思います｡

ここに示しましたのは､ 今年のマッチングの結果

でございます｡ これは例年そうなんですが､ 都会に

研修医がいる､ 研修医は都会にいるということがわ

かってございます｡ かわいい子には２年間ぐらい旅

をさせてもいい､ そのかわりその後帰ってきて欲し

いと思うわけですが､ 行ってしまったらなかなか帰っ

てこない｡

これが帰学率でございますが､ 特に中国地方､ 昔

はこのくらい帰ってきていたわけなんですが､ ３割
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も戻ってこない｡ 中国地方は山陰と山陽とあります

が､ 山陰の方は非常に厳しい｡ 関東地方はどうもい

いようですね｡ こういう状況の中で､ どうしたら魅

力的な教育をして､ 島根にも残ってもらえるか､ こ

れを地域の先生方と一緒になって考えてやっている

わけでございます｡

その一つとしては､ 入学の前､ あるいは入学のと

きからの取り組みでございまして､ 平成18年度から

地域枠推薦入学をやってございます｡ 当初５人でし

たが､ その次の年から10人､ 学士も始めております｡

出身の僻地医療に貢献する強い意思のある者を見つ

けてきて選抜しようと､ 松江､ 出雲以外の僻地のと

ころから選んでいるものでございます｡ 単に言葉だ

けで､ ｢私､ やります｡｣ では信用できません｡ 本当

に適性があるのか､ 地域の先生方と一緒にこの適性

を見ております｡ 入学試験を受ける前に､ 地域の医

療機関､ 河野先生や､ 先ほどの日野先生のところで

もお世話になっておりますが､ あるいは社会福祉施

設で５日間と３日間以上の実習をする｡ そこで評価

をしてもらう｡ また市長さん､ 村長さんにも面接を

してもらう｡ そういうふうなことも参考にして選ん

でいるわけでございます｡

平成21年度の今年からは緊急医師確保対策枠入試

が始まりました｡ ５名でありますが､ これもこうい

うふうな地域医療体験実習､ それと第三者による評

価ということもしているわけでございます｡

日本だけではなくて､ 地域医療が非常に難しい､

医師が疲弊している､ ショートエージ・オブ・ドク

ターがシビアなところというのはたくさんあるわけ

でございます｡ その中でもアメリカのシアトルにあ

るワシントン大学は地域医療が非常に成功している

として認められているところでございます｡

このシアトルですが､ ここですね､ ワシントン州｡

その周囲にアイダホ､ モンタナ､ ワイオミング､ そ

れから上の方にアラスカがあるんですが､ ここで医

学部があるのは､ このワシントンだけなんです｡ 医

学生は､ 地域枠としてワシントン大学に入ってくる｡

そこで育てていく｡ この５つの州が協調した取り組

みでございまして､ 30年の歴史のWWAMIプログラ

ムと言っているわけでございます｡

私どももここに何回かお邪魔させてもらいました｡

これはWWAMIサイトのワイオミングで､ 私もここ

の診療所に行きましたが､ こういう田舎の中なんで
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すね｡ このWWAMIプログラムの成果というのは､

６割がこの田舎の州に残る｡ そして50％がプライマ

リーケアを選択していて､ アメリカではプライマリー

ケア､ ランキングナンバーワンでございます｡

どうしてこんな素晴らしい成績が得られるのか､

そのノウハウを私どもは見に行きました｡ これはワ

シントン大学ファミリー・メディシンです｡ 成功の

秘訣は３つあると言っておりました｡ 選抜の段階か

ら､ 本当に地域に愛着､ 愛情のある者を見つけてき

て選ぶんだよ､ そして､ 選んで入学させるだけでは

ない｡ 入学してから地域に密着した実践的な地域医

療をやらせてるんだよと｡ それと､ どんなに田舎で

もITを駆使して､ 都会と同じものがここにある､ そ

ういうふうなことでやってきてる､ これが30年かかっ

て得てきたことおっしゃっておりました｡

これはアメリカのシアトルの大学のホームページ

にあるわけですが､ 丸とか四角､ これは研修､ 教育

機関なんですね｡ 先輩のところに１年生から行って､

そこで学んでくる｡ 地域に行って地域で学ぶ､ そう

いうことをこの大学はやっております｡

私ども､ 入学後から地域医療実習をやっているん

ですが､ ６年生になりまして､ 地域の先生方の大変

な努力､ 御協力があって､ 今､ ６年生では３週間､

学生が全員泊まり込みで地域に行って実習を行って

います｡ 松江､ 出雲以外ですね､ 僻地に行って学ん

でございます｡
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往診に行ったり､ 地域の中に行ったり､ 地域の先

生に触れる｡ 大学だけで６年終わってしまうんじゃ

なくて､ 地域に行って地域を知る､ そういうふうな

教育をやっております｡

二､ 三､ 学生さんの感想をちょっと供覧いたしま

すと､ ｢この地域密着型の病院があって､ 地域の方

も安心して医療が受けられるし､ 毎日が健やかに暮

らせるんだと思います｡｣､ ｢将来､ 私も○○先生の

ように地域に､ 島根県民に貢献できる医師になりた

い｡｣｡ あるいは､ ｢隠岐を愛し､ 隠岐の住民を愛し､

治療だけでなくて人としてかかわっている先生方の

姿を見て､ 目の覚める思いがいたしました｡｣｡ 患者

さんにとって､ よりよい医療を提供している､ 日々､

患者さんのために考えている､ そういう姿を見てと

ても感動し､ 医療とはこうあるべきだと考えた｡ 萎

縮医療ということもあったんだけども､ ここに来て

信頼関係､ 初心をここでもう一度思い出した｡ ｢地

域医療は使命感だけではなくて､ やっぱり地域で生

きることを楽しみながらやっていく､ そういうこと

が大切なんではないか｡｣｡ みんなそれぞれ､ 100名

が胸にいろんな思いを刻んで帰ってきてございます｡

中には､ この地域医療実習を行った地域で初期臨床

研修をする､ そういうふうな者も出てきております｡

私たち､ 学生の教育ということをやっております

が､ 学生だけではなくて､ 教える側も変わらなくて

はいけない｡ 文科省から予算をいただいて､ 先ほど

のWWAMI､ あるいはメルボルン､ アメリカの地域

医療を一生懸命やっているところに見学に行って､

そのノウハウを学んできました｡ 教える方も変わろ

う､ 地域の先生も､ その参加者の中にあります｡ 指

導医の意識改革を進めてまいりました｡ これは３年

間続けましたが､ 延べ140人が参加することができ
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ました｡

このプログラムが終わった後も､ この連携でメル

ボルン大学からシミュレーターの専門医の先生を呼

んできました｡ 研修医あるいは若手の医師の教育､

学生の教育に携わってもらって､ また地域の方にも

お連れして､ 地域の病院でもこういうふうなことを

やりました｡

また､ アメリカから､ コロラドからですけれども､

専任の教育者を呼んで､ 若手の医師､ 学生の教育に

携わってもらいました｡ これは医師､ 勤務医の教育､

スキルアップにも大変有用でありますが､ こういう

ふうな取り組みを田舎の地方大学でもやっていると

いうことを見ていただきたい｡ そして魅力的な教育

を行っている､ そういうふうなことで学生も残って

くれる､ そういうふうなことを期待しているわけで

ございます｡

後期研修ですが､ 去年から新しい取り組みを始め

ました｡ 一つの大学だけでは不得意なところ､ 得意

なところがあります｡ 不得意なところがもしあれば､

ほかの大学と連携して､ 一定期間､ そこでトレーニ

ングさせてほしい｡ これは ｢山陰と阪神を結ぶ医療

人養成プログラム｣､ 高度医療人養成事業と位置づ

けておりますが､ 陸続きの鳥大､ 神戸､ 兵庫医大と

連携して行うプログラムでございます｡

もう一つは､ 東京の医科歯科ですね､ これは初期

研修で既に連携を始めていたわけですが､ ｢都会と

地方の協調連携による高度医療人養成｣｡ こういう

ふうな連携で後期の若手の医師もスキルアップする､

こういった取り組みを始めたわけでございます｡

地域枠の学生も､ 将来医師となり地域に出てくる

わけなんですが､ 地域で地域医療に長く携わっても

らいたい､ といった思いがあります｡ 例えば地域で

― 146 ―

(スライド36)

(スライド37)

(スライド38)

(スライド39)

◆シンポジウム



ある一定期間トレーニングする｡ 中にはずうっと地

域でやりたいという人もいれば､ ずうっと地域はし

んどいという人もいると思うんですね｡ 地域にいて､

ある一定期間いた後､ スキルアップするために大学､

研究でもいいと思います､ あるいは都市部の病院に

行く､ それでまたあるスキルをアップしたら戻って

くる､ こういうふうな巡回型のキャリアデザイン､

生涯教育を､ 今､ 地域の先生方､ 行政と一緒になっ

て考えているところでございます｡

地域に行ってバーンアウトしたり悩んだりして辞

めてしまうと､ これは困るわけですね｡ 辞めないよ

うに､ 医局制度は今弱くなっております｡ その中で､

地域へ行っている医師の心をつかんで､ 辞めないよ

うに､ あるいは派遣元と連携を持ってくれる､ 地域

で生々と医療に携わってくれるようにコーディネー

トする人が必要だと思います｡ 私ども､ 今年からで

すが､ 大学院のコースに地域医療支援コーディネー

ターコースというのを立ち上げました｡ ここに写っ

ているのは３人ですが､ 元気な院生が４人入ってき

てくれました｡ 彼ら､ 彼女たちは今､ 地域に行って

医療はどういうものか､ 行政に行ったり､ 若手の医

師と会話して地域のニーズは何なのか､ 自分たちは

何ができるのか､ そういうふうなことを今学んでい

るところです｡ 数年したら社会に出てコーディネー

ターの役をやっていただけると思います｡ こういう

ふうなこともしてございます｡

地域枠は､ 平成18年から始まりました｡ 今､ 21年

度になって一番上が学士で､ ５年生になっておりま

す｡ 数年すると卒業してきます｡ それから５人､ 10

人､ 20人近くがどんどん出てきます｡ 例えばこのく

らいになりますと100人近くが卒業しています｡ も

し100人が､ 島根県の地域で働いてくれるようにな

ると､ これは大きな力になると思います｡ その予備

軍の学生も100人ぐらいいるわけですね｡ やはり私

どもはこの地域枠の学生を責任を持って育てる必要

があると思います｡ 本当にモチベーションの高い､

いい子が多いと思います｡ 勉強もできます｡

これは､ 今年の春の交流会なんですが､ 私が､ 彼

ら・彼女たちをフォローする任にありますが､ 今年

は50人になりました｡ 地域の先生方と協力して､ 住

民の方の意見をいただいたり､ 地域で育てる､ そう

いうふうなことを中心にやっていきたいと思います｡

本日は大学､ 医育機関として､ 今､ 一生懸命､ 行っ
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ている｡ 取り組みを中心にお話しをさせていただき

ました｡ 御静聴､ どうもありがとうございました｡

【河野座長】 熊倉先生､ 大学の現状､ 勤務の状況､

研究の状況､ そしてまた教育の状況､ それから卒業

後の研修の状況等､ 取り組み等を詳しく話をしてい

ただきましたが､ 何か講演の内容に御質問はありま

すか｡

【藤巻】 ２点確認をさせてください｡ 埼玉医科大

学の藤巻と申します｡

一つは､ 先ほどの先生の御提示であられました地

域枠でございますが､ 地域枠というのは､ 結局やっ

ぱり地元のもともと入ってこられた方たちが地域枠

で入ってきているのではないかという批判がござい

ますよね｡ 要するに本来であっても入ってこられる

ような方が地域枠で入ってきているのではないかと

いう御批判もあるかと思いますが､ 実際にそういう

方たちが全体の中での成績という意味ではどうかと

いうことをひとつ教えていただきたいのと､ もう１

点は､ 先生のところは働きやすい病院の認証も受け

ておられまして､ 非常に先端的な取り組みをされて

いることはすごいなと思って､ いつも拝見している

のですが､ たしか昨年度の先生のところのマッチン

グの､ 自分のところの生徒さんがたしか30名ぐらい

マッチングされておられまして､ 本年度も､ ちょっ

と大学別の数字は出てないんですが､ 島根県はたし

か30名ぐらいのマッチング率でして､ 先生方のこれ

らの取り組みが実際に実効を上げているというふう

な感じを受けておられるかと､ この２点について御

教示いただけますか｡

【熊倉】 最初の点でありますが､ 地域枠以外でも

地元の人は入ってきます｡ ただ､ この地域枠､ ある

いは緊急医師確保対策枠で入学する人は､ より地域

医療に対してモチベーションが高い｡ あれだけの実

習をやるということはなかなかできないと思います｡

ですから､ モチベーションの意味では､ とても高い

学生が入ってきていると思います｡

あと､ ２点目の成績の点ですか｡ 成績の点は､ 非

常に優秀だと思います｡ 一番下の方にいるという人

は､ 全体的から見ますといないと思いますし､ 全体

から見ても､ そんなに悪いところにいるわけではな

い結果になっております｡ これからいろいろ地域枠

とか､ あるいは学生の増員とかになってきますので､

いろんな多様な学生が入ってくるかもしれません｡

先ほどちょっと教育のところで言いましたけど､ コー

チングとか､ やっぱり教える方も､ なりたいところ､

目的があれば､ それを達成できるように､ 私どもの

指導・教育に対する姿勢もやっぱり変わってやって

いかなくちゃいけないかなと思っている次第であり

ます｡

【藤巻】 マッチング人数は増えてきているんでしょ

うか｡

【熊倉】 マッチングに関しては､ やはり私どもの

データから見ると､ 県内出身者と県外出身者では大

分､ 県内出身者の方が残る率が高いんですね｡ 数年

前､ 今の卒業生というのはもう６年前ですが､ 当時

はあんまりこういうふうなことを考えておりません

で､ 県内出身者というのは今､ すごく底の状況です｡

２年後になりますと少し増えてきますので､ 効果が

そのころ出てくるのではないかと思いますが､ 我々

の取り組みをもししなければ､ もっと下がっていた

のではないかと考えております｡

【河野座長】 どうもありがとうございました｡

では､ 熊倉先生､ また後ほど討論に加わっていた

だきたいと思います｡ ありがとうございました｡
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島根大学医学部がん放射線治療教育学の内田です｡

本日は､ ｢女性医師の立場から｣ ということで､ 勤

務医をめぐる諸問題についてお話しさせていただき

ます｡

平成20年の４月に内閣府が女性の参画加速プログ

ラムを発表しました｡ その中で､ ワーク・ライフ・

バランスの調和がとりにくく､ 女性の参画が遅れて

いる職業として､ 医師と研究者､ 公務員が上げられ

ています｡ そして､ 女性の参画をより進めるための

支援策として､ 正規雇用・短時間勤務の推進､ ある

いは院内保育所などの育児支援､ そして離職からの

復帰支援などの提言がありました｡ 日本の女性医師､

そして島根県の女性医師がどのような現状であるか､

そして我々がどのような対策を行っているかを御紹

介させていただきます｡

これは日本の医師数､ そして医籍登録者数中の女

性割合です｡ 青線が実数で､ 現在17.2％と言われて

おります｡ 毎年大学を卒業して国家試験に合格して

医籍登録する方の中で女性割合というのはどんどん

増えていまして､ 現在34.2％です｡ 予測ではもうす

ぐ全医師数中の女性割合が20％になり､ 30年後には

30％になるであろうと予測されております｡

これはよく紹介されるグラフです｡ 横軸は､ これ

は医師になってからの年数､ 縦軸は男女別の活動し

ている比率です｡ 男性は医師になって以後仕事を続

けて､ 年齢とともにだんだん離職者がふえてくると

いうことです｡

しかしながら､ 女性というのは､ 卒後５年目から

10年目､ ほかの職業でもよく言われておりますが､

出産や育児に伴う離職がありまして､ Ｍ字カーブを

示している｡ そしてまた卒後25年ぐらいになって復

帰していく｡ ですので､ このＭ字カーブが今の医師

不足の一つの要因となっていると言われています｡
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本日は日本の女性医師の現況､ 島根県の女性勤務

医の現況､ そして島根県医師会､ 島根県､ 島根大学

医学部のそれぞれの女性医師対策について御紹介し

たいと思います｡

これは､ 先ほど島根県医師会勤務医現況調査の御

報告がありましたが､ その中の男女共同参画部分を

抜粋して御紹介いたします｡

回答者割合は､ 女性が20％､ 男性が80％です｡

育児と仕事が両立できたが､ 全体では60％の方が

できたと言っております｡ この中で､ これを男性､

女性に分けますと､ 男性の半分の方は育児に参加で

きなかったと自省の意味を込めて回答していらっしゃ

る｡ 女性が､ 80％の方が両立できた､ 15％の方はで

きなかったという回答です｡

育児と仕事の両立ができたと回答した人の理由で

すが､ 男性と女性によって傾向が異なります｡ 男性

は結局配偶者が協力したから育児と両立できたとい

うことです｡ それに比べ女性は配偶者の協力よりも

保育所の利用､ それからベビーシッターの利用､ 勤

務先の理解などで両立ができたという回答でした｡
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育児と仕事の両立が困難であった人の理由につい

て解析したものです｡ 男性は自分が育児休暇がとれ

ないから育児に参加できなかったという回答です｡

女性は育児支援体制が充実されていない､ あるいは

家族の協力体制がないなどの回答が多くみられます｡

各勤務先での保育施設の有無です｡ 近隣にある方､

それから施設内にある方がありますが､ 知らないと

いう人が意外に多いことがわかりました｡

離職後の復帰支援に必要な具体策については､ 再

教育システムや休暇時の人員補充などがあります｡

これを男女別に見ますと微妙に異なることがわか

ります｡ 男性は人員補充が必要であると｡ 女性から

見ますとワークシェアリングや育児支援体制が大切

だという意見です｡ このように､ 男性と女性によっ

て必要とする支援が異なります｡
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女性医師が勤務継続するために必要な労働条件を

問う設問では産休・育休制度の整備や当直・時間外

免除が多く上げられています｡

これを男女別に見ますと､ 男性は産休・育休を整

備が多いですが､ 女性では当直・時間外免除をして

ほしい､ あるいはフレックスタイム制を導入してほ

しい､ など労働条件に関する希望がたくさん出てお

ります｡

島根県の勤務医現況調査からは育休を取得しにく

い状況であるということがわかります｡ また柔軟な

勤務体制の要望､ これが女性医師から多く上げられ

ています｡ このためには人員補充が必要ですし､ 根

本的には医師不足の解消が必要であると考えられま

す｡ それから性別や年代別に必要とする支援の優先

順位が異なることがわかります｡ よりきめ細かな支

援対策が必要であると考えます｡ また支援策や院内

保育所などについて知らないという回答が多く､ 情

報提供の必要性も感じました｡

女性医師の支援を推進するには､ このように病院､

医師会､ 地方自治体､ 医療従事者､ 皆が協力して男

女共同参画を推進してワーク・ライフ・バランスを

改善していかなければいけないと考えます｡
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島根県医師会の女性医師支援としては､ もちろん

日本医師会との連携がありますが､ そのほかにも島

根県医師会内に男女共同参画委員会が設置され､ 女

性医師の勤務実態調査を行った｡ 女性医師の勤務環

境の整備に関する病院開設者や管理者への講習会や､

男女共同参画フォーラムの開催があります｡

島根県も女性医師支援を行っています｡ 病院内保

育所の運営事業の補助､ これが県内の４施設に実績

があります｡ 島根大学との共催で講演会､ 出産､ 育

児に伴う離職後の再就業支援として､ 女性医師が病

院に再就職した場合､ その復職研修のための必要な

経費を補助する制度､ あるいは女性医師就労環境改

善のための補助事業などがあります｡ 今年度は､ 要

望がなかったというお話でしたので､ 情報提供も必

要と思いました｡

次に､ 島根大学医学部では､ いろいろな女性支援

策をおこなっていますので紹介させていただきます｡

キャンパス内の医学部会館の中に女性スタッフ支

援室､ 院内保育所､ 病児・病後児保育などがありま

す｡

島根大学の医学科卒業生の男女別推移は､ 毎年こ

のように40～50％が女性です｡ 恐らく東京女子医科

大学に続けて､ 全国で２番目に女子学生の多い医学

科であろうと思っております｡ 先ほどの全国の医師

国家試験の合格率34％に比べて､ 非常に女性が多い

大学です｡
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これは医学部の医師の男女別実数ですが､ 職階別

ではやはり若い人に女性が多いです｡ 病院職員中の

女性割合が27％です｡

先ほどの日本の医師中の女性医師割合に比べて女

性が多い病院であるということがわかります｡

今年の新規採用医師中の女性割合も36％です｡ 本

院に残った女性研修医をきちんとサポートして､ 大

切な地域医療の担い手として育てていく､ そして男

女とも働きやすい病院であるということをアピール

していくということが大切であると考えています｡

島根大学医学部附属病院は､ 全国の大学附属病院で

初めて働きやすい病院機能評価の認証も受けていま

す｡

平成19年度の文部科学省のgood practice ｢新し

いキャリア継続モデル事業－しなやかな女性医療職

をめざして－｣ が採択されて､ モデル事業として女

性支援策を行っています｡ 病院長が女性スタッフ支

援室の室長､ 私が副室長を拝命しています｡

自身を振り返りますと､ 卒業後すぐに母校の放射

線科に入局しました｡ 卒後３年目と５年目で２人の

娘を出産し夫の留学について渡米し２年間離職しま

した｡ アメリカでは専業主婦を体験しました｡ 帰国

後､ 現場復帰して大学院にも入学し､ 勉強もしたい

し､ 核家族なので育児も自分でやる｡ しかし周りに

身近な女性医師のロールモデルもいない状態でした｡

色々な人に助けられて育児と勉強を何とか続けてく

ることができました｡ 後輩女性医師の支援が必要で

あると思いますし､ やっていきたいと思っていると

ころです｡
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女性スタッフ支援室は５つの取組､ キャリア教育､

それから啓発活動､ 相談窓口､ 育児支援､ スキルアッ

プや復帰支援､ 在宅就労支援などを行っています｡

まず最初にホームページを立ち上げました｡ イベ

ント案内､ それから毎月メールマガジンを全職員に

発行するなど情報発信をしています｡

職員だけでなくて､ 医学科､ そして看護学科の学

生に毎年アンケートをしています｡ 学生アンケート

も非常におもしろい結果なのですが､ 今日は時間の

関係上､ 御紹介することができません｡ ぜひ島根大

学医学部の女性スタッフ支援室のホームページをご

覧になっていただけたらと思います｡

職員アンケートのうち女性医療職が育児や介護と

仕事を両立させてキャリアを継続させるために有効

と思われる取り組みについて問うた結果だけ紹介し

ます｡ 先程の島根県医師会の調査と同じく､ 勤務時

間の短縮､ 職場内保育所の整備､ 休業から復帰する

場合の再教育システム､ 上司・同僚の意識改革など

が上位にあがっています｡

女性スタッフ支援室では､ 啓発活動として講演会

を開催しています｡ 男性の意識改革も大切と考え､

男性の育休を通じて考えるワーク・ライフ・バラン

ス､ という講演会も企画しました｡ 世界女医会の会

長先生をお招きして､ 講演会だけでなく､ 座談会を

開催して､ 研修医や女子医学生が講師の先生と身近

に懇談する場も設けております｡

医学部に入学したときから､ 将来自分が医師や看

護師になって一生仕事を続けるというモチベーショ

ンを高めてもらうために早期からのキャリア教育が

必要であると思っております｡ 新入生のガイダンス

で我々の取組を紹介する､ 学生へのアンケートをす

る､ 学生を対象としたワークショップを行う､ 卒後
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研修センターのオリエンテーションで講演する､ 看

護部の新人研修で講演するなど､ いろいろな機会に

女性が生涯仕事を持って働き続けることについて考

えさせる時間をつくっております｡

また､ 県内のスーパーサイエンスハイスクール､

理系女子高校生を対象に､ 将来､ 自分が医学部を目

指したときに､ 自分のキャリアプランをどう考える

かをより早くから考えてもらう目的で､ 講演や､ ア

ンケートをおこなっています｡

次に相談窓口について紹介します｡

対象は医師だけではなく､ 医学部の教員､ 学生､

事務系職員､ すべてが相談者の母集団となります｡

これに対してそれぞれの領域の経験のある先輩にメ

ンターとなっていただいています｡ また学外の臨床

心理士の先生にもカウンセリングを担当してもらっ

ています｡

利用状況ですが､ 学生､ 教職員､ 大学院生からも

相談を受けています｡ 相談内容はこのように､ 仕事

と育児の両立や将来の進路などについての相談が多

いものです｡

もう一つの大きな柱は､ 育児支援です｡ 平成18年

に院内保育所を開設していただきました｡ 今春増築

して定員が50名となりました｡ 現在､ 24時間保育開

始に向けて検討をしているところです｡

仕事と育児を両立する上で､ ふだんは保育所に預

けていても､ 子供が病気になったときが一番困りま

す｡ このため女性スタッフ支援室で病児・病後児保

育を始めました｡ これは附属病院の小児科の協力を

得て開始することができました｡ 医学部の職員､ 学

生はだれでも登録が可能です｡ 現在､ 登録者数が61

名です｡ 院内保育所に通園しているお子さんだけで

なく､ 通常は地域の保育所に行っているお子さんも
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登録することが可能です｡ 現在までの､ のべ利用者

数は213名です｡

スキルアップや復職支援としては､ 看護師の復帰

支援事業､ これはインターネットを使った在宅学習

システムで､ 自宅で学習プログラムを聴講していた

だく｡ それに加えて､ 看護学科で技術演習をしてコー

ス終了としています｡ 本コースを終了して看護部に

復帰した人が数名います｡

フレキシブルな勤務の提供や紹介もしています｡

女性支援室で離職看護師や保育士を雇用をして､ 短

時間勤務の提供をしています｡ 育児中､ 離職中の看

護師さんが復帰するのに､ 最初から３交代制のフル

タイム勤務というのは難しい場合も多いです｡ そこ

で病児・病後児保育の短時間シッター､ 小児科病棟

の病棟保育士､ あるいは中央採血室での短時間勤務

などで､ 復帰へのステップとしてもらっています｡

これにより病院のサービス向上にも貢献するととも

に､ この中からフルタイム勤務に移行している方も

出てきています｡

このほかの実績としては､ 育児期間中の短時間勤

務制度利用者､ パートタイム勤務者のうち２人がフ

ルタイム勤務になった､ 育児休業からの復帰者数が

医師が４名､ 看護師が13名ということです｡ 今年初

めて医学部の男性医師が育児休業を取得しました｡

これは､ 放射線治療科の医師ですが､ なかなか男性

医師が育児休業をとることは難しいと思いますが､

彼は自分も､ 育児に参加したいといって短期間です

が育児休業をとりました｡

短時間採血業務の看護師７名のうち３名は､ より

長い勤務体制に異動しております｡ このように育児

による離職からのスムーズな現場復帰を支援してい

ます｡
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もう一つは､ 在宅での就労支援です｡ 病理の診断

と放射線の画像診断をインターネットシステムを用

いた遠隔診断で行うシステムを構築しております｡

これにより地域の医療機関に常勤の放射線科医や病

理診断医が不在の病院の医療支援にもなります｡ 同

時に育児休業中の女性医師が在宅で勤務を行う機会

を提供しています｡ ただ､ 専門医取得前の若い女性

が多いですので､ 作成したレポートを大学病院の教

官が一度チェックして､ その内容についてメールで

やりとりしてディスカッションを行う｡ あるいは大

学に来て画像について上級医と相談する｡ これらを

通して育児休業中の仕事へのモチベーションを継続

することができました｡ 現在､ 放射線科の女性医師

２名がこの遠隔読影システムを使って育児休業から､

フルタイムでの大学病院勤務に復職しています｡

女性医師が生涯､ 能力を発揮し続けるために必要

なのは､ 本人と家族の努力だけではなく､ これから

は職場同僚や上司の意識改革､ 経営環境の改善､ 行

政や医師会､ 病院の協力､ 医師不足の改善が必要で

あると私は思っています｡

以前は出産したらすぐ離職でした｡ あるいは育児

と仕事の両立を個人の努力にまかせていました｡ 今

後は､ 男女ともにワーク・ライフ・バランスを保ち

ながら仕事も続けていける､ 勤務医の働き方もそう

いう時代が来ると良いと思っております｡

以上です｡ 御清聴ありがとうございました｡

【河野座長】 内田先生､ どうもありがとうござい

ました｡

いろいろな取り組みのもとで､ 実績もいろいろと

出ていることを拝見させていただきました｡ 大変感

動しましたが､ フロアの方から御意見がありました

ら｡

【山本】 福岡県飯塚医師会の山本と申します｡ ど

うもありがとうございます｡

女性医師が働いて､ 学生の頃からそれに支援する

ということは､ すごく良いことだと思うんですけど

も､ 相談を受けると､ 私は将来ずうっと働きたいん

ですよと言われたときに､ 診療科は､ この科とこの

科はやっぱり敬遠した方がいいかなというようなこ

とを言いがちになるかなと思うんですけど､ それは

いかがですか｡

【内田】 それはしておりません｡
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【山本】 じゃあ､ どの科に行っても､ その後､ 好

きなところに行けということで､ 例えば救急部でも

心臓血管外科でも脳外科でも好きなところを選べと｡

【内田】 そのためには､ やはり各医局の先生方の

意識改革も大切であると思っております｡ ですので､

今後は各医局の女性医師の支援体制というのもどれ

ぐらい進んでいるかというのをアンケート調査をし

てフィードバックする､ そういう仕組みをつくろう

と今検討中です｡ 女性支援室の助言として､ この科

をやった方がいいんじゃないかということは言わな

いようにしています｡ よく考えて､ 一番勉強したい

科を選ぶのが良いが､ 一生仕事を続けるためにはど

ういう条件が必要かということをよく考えてくださ

いと､ そういうふうに説明しています｡

【山本】 もう一つ､ 復職の支援で､ 多分ちょっと

出産してしばらくお休みになっていた女医さんがま

たもとのところに戻りたいというときに､ 医学の進

歩がすごいので､ ５年たったら私は浦島太郎だと｡

それで､ 難しいというときには､ そこの診療科の先

生が支援されるんですか､ それともそこの支援のと

ころで何かプログラムをつくられるのかどうか｡

【内田】 診療科によって診療内容が大きく異なり

ますので現在は各診療科が復帰の教育をすることに

なっています｡ 現在､ 卒後研修センターの先生と相

談しているのは､ かなりブランクの長かった方は､

卒後研修医の先生と一緒に各診療科をローテーショ

ンしていただくのが良いと考えています｡ 実際､ 現

在１人､ 20年ぐらいブランクがあった方が､ もう一

度医者をやりたいということで､ 卒後研修医の先生

と同じように研修をしています｡ そういうのを私た

ちとしてもバックアップして､ 共同で臨床現場に復

帰していただくという支援は行っております｡

【山本】 ありがとうございました｡

【藤巻】 東京から参りました藤巻と申します｡ 大

変貴重な御講演､ ありがとうございます｡

幅広い活動を行っていて大変すばらしいと思いま

した｡ これは私の感想になると思うのですけれども､

教授が１人ということでした｡ 先生が唯一の教授と

いうことになりますね｡ それで､ やはり女性医師と､

それから男性医師では問題のとらえ方が､ アンケー

トからわかるように感想が違う｡ 随分そこには深い

溝が､ 夫婦であってもきっとあるんだろうと思いま

す｡

それで､ そういったときにやはり教授である先生

がこういったことを､ いろんなことを提案されて､

それを受けとめてくださる病院長の先生とか大学全

体があって初めて成り立っていくことだと思うんで

すね｡ やっぱりそういった意見を反映できる場所に

女性が立つということは大変重要なことかなと思っ

ています｡ そういう意味で､ これはいろんな病院で

あるとか､ それから日本医師会もそうですけれども､

やはり女性がきちんと意見を言えるような､ 意思決

定の場に参加できるような体制を全体でとっていっ

て､ この女性医師問題が取りざたされている時期で

すから､ 是非これがさらに進展して､ みんなが生き

生きと働ける医療現場になるようにということを望

んでおります｡ 質問というよりは感想ですが､ 今日

は大変ありがとうございました｡

【内田】 ありがとうございます｡

【河野座長】 どうもありがとうございました｡

それじゃあもう一方､ よろしくお願いいたします｡

【保坂】 日本医師会で女性支援センターをやって

おります保坂と申します｡

今のお話をお聞きして､ 今の藤巻先生の御意見も

そうだったんですけれども､ 文部科学省の競争的資

金の､ GPの採択された大学の中で､ たぶん先生の

ところが一番うまくいっているというように感じて

います｡ それは､ やはり内田先生がおられるからと

いうことと､ もう一つはやはり学生が､ 女性が約半

数であるという大学の特殊性があってこそのことだ

と思ってお聞きしました｡

一つ気になりましたのは､ その競争的資金は､ 今

年度で終わりですよね｡ その先を､ 今のお話を聞い

ていますと､ 島根大学､ 病院長を初めとして非常に

御理解があるので､ たぶんこのまま継続できるのだ

ろうと思いますが､ その辺のことはどうなっている
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かということだけお聞きしたいと思います｡

【内田】 ありがとうございます｡

今年度でこの文科省の資金が終わりますので､ 現

在､ 今後の継続に関していろいろディスカッション

をしています｡

私たちが最初にこの計画を立てたときは､ この３

年間の補助事業の終了後は女性医療職支援の設立し

ようと考えていました｡ しかしながら､ この３年間

実績を積む中で､ やはり医学部の事業としてすべて

の事業を継続していこうという方針になりつつあり

ます｡ それはやはり医学部長､ 病院長の理解が大き

いと思いますが､ その方向で今は準備を進めており

ます｡

【保坂】 ありがとうございました｡ 島根大学の先

生方もありがとうございます｡

【河野座長】 どうもありがとうございました｡

では､ 内田先生､ どうもありがとうございました｡

ディスカッションのところで､ またお話をいただ

きたいと思います｡
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ただいま御紹介いただきました木村でございます｡
よろしくお願いいたします｡
河野先生には､ 御丁寧に御紹介いただき､ ありが
とうございました｡
それでは､ 余り時間がないようですので､ 始めた
いと思います｡

私が使うスライド､ 同じようなものを前の先生方
が使っておられましたので､ 前半は手早に終わろう
と思っています｡ ちなみに､ これはうちのマスコッ
トキャラクター､ 種をまいて､ 若い医師､ 看護師が
育ってくれるのを往診の途中でサボって見ていると
ころと理解していただけるとありがたいです｡

これも､ もう既に出ておりますが､ 50年前には日

本の10万人当たりの医師数は､ ＯＥＣＤ平均と同じ

ぐらいであったものが､ この50年間に､ 日本は約10

万人対約200人､ ＯＥＣＤ平均では約300人､ ここに

今､ 民主党さんのおっしゃる医師数５割増しがある

んだと､ その根拠になっていると思います｡

この棒グラフが島根県の医師数で､ 平成18年度ま

での全国調査の結果です｡ これを見ますと島根県の

医師の絶対数､ 直近のところで18年､ 1,939人です｡

2,000人弱の医師数でございます｡ 折れ線グラフは

島根県の人口10万人対の医師数ですね｡ 次に全国の
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10万人対｡ 昭和50年に島根大学は島根医科大学とし

て開学し､ 57年に１期生の先生方が卒業なさってい

ます｡ その間に全国と島根県で人口当たりの医師数

は逆転いたしております｡

島根県の人口当たりの医師数は全国９位と多いの

に､ 何でそんなに困っているのかとよく聞かれるわ

けですが､ 例えば､ 千葉県さんはたしか人口600万

人のところに医学部が１つ｡ 島根県は人口70万人の

ところに医学部が１つですので､ 人口の少ない県の

人口当たりの医師数は､ どうしても多く出ますと答

えております｡

それから､ この棒グラフが､ 18年までの島根大学

附属病院を含む病院勤務医師の数でございます｡ こ

れも右肩上がりになっておりますね､ 18年まででご

ざいます｡ その18年まではというのがみそでござい

ます｡

この地図も何人かの先生方が､ 出しておられまし

たが､ 島根県は８市11町村で､ 医療圏でいいますと､

松江医療圏､ 出雲医療圏等７医療圏でなっておりま

す｡ 松江医療圏は松江市､ 安来節の安来市､ 間に東

出雲町がございます｡ それから出雲医療圏､ 出雲市

が消えておりますが､ 出雲医療圏は出雲市と斐川町

でございます｡ この２つの医療圏は､ 面積で､ 島根

県の４分の１でございます｡ ここに県人口の６割住

んでおりまして､ 医者が７割住んでいます｡ 医学部

は出雲にございますが､ お隣の鳥取大学医学部が安

来の隣の米子にございますので､ この松江､ 出雲の

ところは２つの医学部に挟まれていることになりま

す｡ 人口当たりの医師数というのが､ 出雲医療圏が

大体全国の２倍､ 松江も全国を超えております｡ あ

と益田医療圏が､ 18年ではとんとんですが､ あとの

４医療圏は人口当たりの医師数は全国よりずっと少

ないです｡

右下に14､ 16､ 18年の医師の絶対数を出しており

ます｡ 島根県の医師数は18年までは増えているわけ

ですが､ 増えているのは松江､ 出雲だけでございま

して､ あとの５圏域は減っております｡

これもどなたかのお話しで出てきましたが､ いわ

ゆる医局に入局するドクターの割合というのが､ 初

期臨床研修の前と後とで大きく違ってきています｡

全国でも中国地方でも､ 平成14年では大体７割の方

が卒業すると医局に入った｡ それが初期臨床研修が

終わって２年後から入局するわけですけれども､ 全

国で大体20％下がって50％ぐらいになっております

が､ 中国地方では19年には30％を切っているような

状況です｡
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全国のデータはまだ20年が出ておりませんけれども､

18年から県と大学が連携して､ 島根県内の病院に勤

務する医師調査をやっております｡ そういたしますと､

18年にほぼ800人いた病院勤務医師が､ １年間で７

人減り､ 次の１年間で12人減っております｡ また､

島根県の病院数は､ 島根大学附属病院を除きまして

18年には60ございました｡ 20年には56ですので､ 病

院自体も４つ減っております｡ 医師が２年間でおお

よそ20人減っておりますから､ 大雑把に言えば病院

勤務医師は１年で10人減るということになります｡

あくまでも18年までのデータでございますが､ 医師数

としましては１年に20人増えている｡ 年数にはちょっ

とずれがございますが､ 最近の２年間では､ 病院勤

務医師に関しては年間大体10人減っている｡ 内訳を

見てもらいますと､ 益田､ 雲南で減っておりまして､

出雲が増えているという状況になっております｡

平成20年の778人のドクターの出身医局を調べて

おります｡ 778人の出身医局としましては島根大学

が29％､ 鳥取大学28％､ その他大学13％で､ 島根県

の病院勤務医師の大体７割の方が､ かつての大学医

局派遣のような形です｡ ですので､ 地域医療を維持

していくためには､ 大学に頼らざるを得ない現状が

ございます｡

現状としましては､ 地域的な偏在が出ております｡

それから診療科による偏在｡ ４､ ５年前に隠岐で産

科医がいなくなり､ 分娩できなくなった時期が一時

期ございましたが､ いわゆる診療科による偏在｡ そ

れから先ほどから出ております女性医師の増加｡ こ

の平成18年のデータは全国17％ですが､ 島根県にお

いても16％｡ 最近は国家試験の合格者のうちおおよ

そ３人に１人が女性です｡

隠岐では今､ 自治医大の卒業生を１人､ 産科医に
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育てまして､ 分娩取り扱い制限ありではございます

が､ 何とか40～50件ぐらいの出産がなされておりま

す｡ それから精神科医も､ 知事が申しましたように､

県の方から派遣して､ 精神科の病棟も含めて医療が

継続されております｡

他の圏域でもさまざまなことが起こっております

が､ やはりどこでも一緒でしょうけれども､ 診療科

や病棟の一時休止ですとか､ それから､ さらには救

急医療の維持がなかなか難しいという状況が島根県

においても起こってきております｡

その中で､ この話も随分いろんな先生がされまし

たけども､ かつて国は昭和56年から59年をピークに

いたしまして､ その後医学部の入学定員をずっと削

減してまいりました｡ ようやく昨年少し戻し､ 今年

には過去最高をさらに上回るだけの入学定員となり､

今後さらに増えるように聞いております｡

ただ､ 単に増えるだけでは､ 地域偏在であります

とか診療科偏在が解決するとは考えておりません｡

また医師が増えるまでにはしばらく時間もかかりま

すので､ 県といたしましては全国に先駆けて､ 医師

を ｢呼ぶ｣ ｢育てる｣ ｢助ける｣ ということ､ この３

本柱で医師確保､ 地域医療支援をやってまいりまし

た｡

今日は特に ｢呼ぶ｣ ｢育てる｣ というところで､

先生方にお話を聞いていただきたいと思います｡ も

しも時間があれば ｢助ける｣ もお話しします｡

ちなみに､ この医師確保対策室は平成18年度に新

設され､ 私が４年間室長をやっております｡ 現在､

私を含めまして７人で動いておりますが､ なかなか

これだけの人員を医師確保に充てているところは他

にないと思います｡ それぐらい島根県は困っている

ということでございます｡
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◆シンポジウム



｢呼ぶ｣ ということでは､ 平成14年に赤ひげバン

クというものをつくりました｡ 当初は島根県にゆか

りのある方､ 例えば県医師会にお願いし､ 他県にい

らっしゃる子弟の方を紹介していただくだとか､ 島

根大学の医学部の卒業生さんの､ 他県にいらっしゃ

る人にアンケート調査を出したりして､ そういった

ところから島根県にＵターンしてくださるような方

に私がお会いしていたのですが､ 人数的にそう多く

の件数が出てまいりませんで､ 最近では専門誌や新

聞､ それからインターネット等にいろいろな記事を

掲載させていただいております｡ 島根県の現状を訴

え､ そして今の若い方には､ 辛いところです､ 医師

が足りていないので､ ぜひ来てくださいなんていう

ことを言っても全然来てもらえませんので､ やっぱ

り何か夢のある楽しい話をしなきゃいけません｡ 将

来のビジョンを盛り込みながら､ ＰＲしております｡

20年度のデータですが､ 県外医師からのアクセス

が42件ありました｡ 今の時代ですからメールでやり

とりしたりして､ 結果的には32名の方と面談いたし

ております｡ 何年も前から話している人もいるんで

すけど､ そういった人たちはここに入れてませんの

で､ 全員が新規です｡ 地域医療視察ツアーというの

は､ 例えばあるドクターが男性医師で､ 隠岐へ行き

たいということになれば､ 奥さん､ 子供さんととも

に､ 県の旅費で来ていただき､ 病院､ 医療機関を見

てもらうのはもとより､ 生活環境を見てもらいます､

学校だとか買い物の場所だとか｡ そういった方々､

去年は21名と書いておりますが､ 21組の方に来てい

ただきました｡ 結果的にうまくマッチした方が９名

いらっしゃいます｡

過去３年間のデータですが､ 昨年度は９名､ 18年

８名､ 19年11名です｡ １年で大体10名の方に来てい

ただいております｡ この方々皆さんが必ずしも病院

勤務じゃなくて､ 診療所もございますが､ この方々

を加えても､ １年間に大体10名近くの病院勤務医師

が少なくなっているという現状がございます｡

先生方はそうは思われないでしょうけど､ 一部に

は､ とにかく県がどんどん集めてきて困っていると

ころに分配する､ そういうやり方をしてはどうだと

言われますが､ やはりドクター､ いろいろな思いを

持っていらっしゃいますので､ どういう場所でどう

いう仕事がしたいかということがマッチしませんと､

騙して連れてくるなんていうことはとてもできませ

んし､ うまく誘導できたとしても長続きしないです

ね｡ ですから､ やっぱり本人さんの気持ちをよく聞

いて､ 本当はこっちの方が困っているからこっちに

行って欲しいという自分の心は忘れて､ 本人の気持

ちを重視してさしあげた方がうまくいくようでござ

います｡ ですので､ この実績は各圏域で多い少ない

はございますけれども､ 大体その先生方の希望に応

じた結果でございます｡
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頑張って頑張っても招聘できるのは１年間に大体

10名ぐらいですので､ やはり育てていくということ

も重要になってくるかと思います｡

これも熊倉先生が随分お話して下さったので簡単

にいくつもりですが､ まずは私も卒業いたしており

ます自治医科大学､ 御存じのように昭和47年に全国

の47都道府県､ 当時は46都道府県ですが､ 共同出資

で開設し運営している大学です｡ 今､ 30数期生まで

卒業しており､ 島根県の卒業医師数は65名です｡ ２

名お亡くなりになった方は除いております｡ 義務年

限内が17名､ そして義務年限後の方が県内に27名､

県外に21名いらっしゃいます｡ ＷＷＡＭＩの地元定

着率が確か60％ぐらいだったんですけど､ 島根県の

義務年限後の定着率は60％をちょっと切るぐらいの

データでございます｡ 全国的には自治医大を卒業し､

義務年限が終わっても自分の県に大体70％いらっしゃ

るということになっていて､ うちの県は60％をちょっ

と割ってるもので､ 随分県議会等からもお叱りを受

けて､ もっと残せ､ もっと残せと言われています｡

義務年限内の方に関しましては､ この赤い丸です

けど､ なかなか医師の確保しづらい隠岐であります

とか､ 広島県境の飯南､ 邑智病院に派遣いたしてお

ります｡ これも派遣基準を決めて､ きちっとやって

います｡

島根大学におきましては､ 来年度は入学定員が１

年生で100名､ ３年からの学士さんが10名で､ 110名

になります｡ 推薦入学がその中の40名で､ 内訳は一

般推薦25名､ 先ほど熊倉先生のお話であった地域枠

推薦10名､ それから緊急医師確保枠で５名ですね｡

この10名に関しては､ 我々が奨学金を７割ぐらいの

方に貸しておりますが､ その奨学金の義務によって

返還免除規定､ 島根県内で働けばお金を返さなくて

済むというような規定を持っています｡ 緊急医師確

保枠の方は､ これには奨学金がついております｡ 今

年５名入っていただいて､ 今､ ２回目の試験中でご

ざいますが､ 私も全員面接をさせていただいたとこ

ろでございます｡ 皆さん､ 気持ちは重々に持ってい

らっしゃいますので､ 良い人がまた入学すると思い

ます｡
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◆シンポジウム



奨学金､ これ細かくは話しませんが､ 医学生のた

めの奨学金､ 卒業後､ ある年数を島根県内で働いて

いただくことによって返還免除となっております｡

平成14年から始め､ ３本持っております｡ 地域枠

の学生さんにもお貸ししているわけですが､ トータ

ル92名貸与者がおります｡ ８名医師になっていらっ

しゃいますけども､ ２名だけ､ もう地域の病院で働

いていただいております｡ 来年４名､ 再来年以降､

10名以上が卒業されますので､ この方々にどれだけ

定着してもらえるかというのが､ これから我々のや

るべきことだと考えております｡

お金は貸しても､ 返すことができます｡ ちょっと

戻りますが､ 奨学金の１つは､ ６年間借りて約750

万｡ これがさらに授業料が入った別のものでも1,00

0万ぐらいですので､ 返そうと思えばできないこと

はありません｡ やはり学生のうちからそういう人た

ちに地域医療教育等をしていかなければいけません｡

平成17年から､ 研修医等定着特別対策事業を開始い

たしております｡

これは､ 学生さんや研修医への働きかけとして､

臨床研修ガイダンス､ それから研修医さんに集まっ

ていただいて意見交換ですとかスキルアップ研修､

そういったことをやっております｡ また､ 各病院､

臨床研修病院に対しては､ 当初はプログラムをつく

るための講習会ですとか､ 先々週でしたか､ 指導医

講習会もしたところでございます｡ 病院間の連絡会

議等もやっています｡ 昨年度からは､ 実効性を高め

るために島根大学に委託事業としまして､ 島根大学

を中心にやっていただき､ 我々がお手伝いする形を

とらせていただいております｡

それから最近､ 高校生への働きかけ､ これはどち

らでもやっていらっしゃると思いますけど､ 高校生

さんの医療現場体験セミナー､ 河野先生の益田日赤

だとか､ 地域の医療機関で高校生さんに医師を目指

す気持ちを高めるためにやっています｡ 今年初めて

夢実現進学チャレンジセミナーというんですけども､

医学部または理系の難関の大学を目指す高校２年生

に70人近く集まってもらって､ ３泊４日で勉強合宿

ですね､ その中に島根大学の協力を得まして､ 大学

での医学実習等も行ったところでございます｡
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急にわけのわからないグラフが出てまいりました

が､ 先ほど熊倉先生のところで埼玉の先生から御質

問があったわけですけれども､ この青い線が過去10

年間､ 島根県の高校から全国80の医学部にどれだけ

入ったかという数でございます｡ 平成12年に42名､

その次も42名｡ その後ずっと下がってきております｡

24名､ 25名というのがあって､ その後から島大の地

域枠ができました｡ そして今年は緊急枠､ 最近では

ずっと上がっておりまして､ 今年はこの10年間で最

高の53名が入学いたしております｡

次に､ このオレンジ色ですが､ このグラフは､ そ

の６年後のマッチ､ 島根県には大学病院を含めて10

の研修病院がございますが､ その10の研修病院に何

人マッチしたかという数でございます｡ 今年はパー

センテージでいうと全国の最下位になってしまい､

31名でございます｡ 医学部入学者とマッチ数は平行

しております｡

さらに､ その２年後､ この人たちが後期研修医と

して島根県に何人残っているのか､ これが平成20年

の４月の時点で43名でございます｡ ８年前に島根県

の高校生が医学部に入った人数と非常に近い人数で

す｡ その次の年もやはり42名だったものが８年後に

は37名になっております｡ 入れかわりはございます

し､ 他県から来た方でずっと長く残ってくださって

いる方もあるわけですが､ 島根県の高校生がどれだ

け医学部に入っていくかということが､ 後々､ 島根

県の医師の数に近いデータになるんじゃないかなと｡

そうすると､ 今年のマッチ31というのは､ 入学生が

24でございますので､ これは言いわけになるんです

けども､ もともと入学生が少ないんだからなかなか

マッチしませんわねといって､ 心の中では泣きなが

ら､ 顔は笑っておるところでございます｡

この赤い線は､ 先ほどお見せいたしました３つの

奨学金貸与の方たちが､ いつ医者になるかというも

のをプロットいたしております｡ 当然この青い線と

赤い線は同一人物も含まれているわけですけれども､

これからだんだん多く卒業してきますので､ 今後､

この人たちが県内に定着して､ 医師が増えるという

希望のような話といいましょうか､ これからの夢を

語るために作ったスライドでございます｡

熊倉先生のお話にも出てまいりましたが､ やはり

島根大学､ 鳥取大学等に入っていただき､ 大規模病

院､ 奨学金等の返還免除のためということもござい

ますが､ 中規模､ 小規模､ 診療所を循環して､ キャ

リアアップしていく仕組みを作っていかなきゃいけ

ないのかなと｡ 島根県で育ち､ 島根県にずっといて

下さいと言いますと､ なかなか若い人は嫌がります

ので､ 外国へ行ったり､ ４大学連携､ ３大学連携で

他県でも研修できるよということを学生さん､ 若い

人たちに私はしょっちゅう話しているところでござ

います｡
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◆シンポジウム



大分時間がなくなってまいりましたので､ ｢助け

る｣ というところを簡潔にやっていきたいと思いま

す｡

ブロック制を隠岐を例に紹介したいと思います｡

４つ､ 人が住んでいる島がございます｡ 島後と西

ノ島､ 中ノ島､ 知夫里島というんですけど､ 人口は

２万3,000人ぐらいでございます｡ 島根県と鳥取県

の中間のところの北のあたり､ 大体50キロとか80キ

ロの海上にあります｡

島後の医療機関は､ 150床の隠岐病院と､ あと民

間の診療所が何カ所かありますけども､ 公立の診療

所には医師が３人です｡

この医師たちが連携しているという話なんですけ

ども､ それぞれ母体は違います｡ これらの診療所は

隠岐の島町の国保の診療所､ 隠岐病院は県も入った

広域連合という母体でございます｡ ここの医師が入

れかわって診療するわけですが､ 診療所は､ 今は一

応時間外は閉めております｡ そのかわり､ この診療

所のドクターは､ それぞれ月に何回か隠岐病院で当

直をして下さる｡ そしてこの都万診療所は他県から

来て下さった先生ですが､ もともとが外科医であり
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ますので､ 月に２回程度､ 隠岐病院での手術｡ その

ときには病院側からかわりの医師が診療所に行って

おられます｡

次に県の防災ヘリを使った緊急搬送ですね｡ 離島

で急患が出た場合に､ 以前ですと､ 隠岐の医師が一

緒に飛んでしまいますと､ その後もう診療､ 全くで

きません｡ 翌日も午前中､ 船で帰りますと､ 外来も

できません｡ それを解消するために､ 本土側から医

師が迎えに行って急患を搬送する仕組みを平成10年

ごろからやっております｡

これが県立中央病院の屋上ヘリポートでございま

す｡ 搭乗する医師は県立中央病院の医師と松江赤十

字病院の医師でございます｡

これは今のところ､ 基本的には隠岐に限定してお

りまして､ 今後､ 島根大学医学部の協力を得て､ 県

西部にも拡大しようと考えております｡ 大体件数は

１年間に100件前後でございます｡

それから､ 遠隔医療支援ですね｡ 隠岐病院が150
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◆シンポジウム



床､ 島前病院が44床で､ ＣＴ､ ＭＲＩ､ 島前病院は

ＣＴだけですが､ それらを全て本土側の放射線科の

医師に読んでもらっております｡

あわせて月に大体400件､ 年間4,000件ぐらいです

ね｡ こういったことによっても医療レベルを保てま

すし､ 不要な緊急搬送を減らすということにも役立っ

ております｡

あと､ 代診医の制度も持っております｡ 今週も私､

県西部の方で代診をやっておりましたら､ その日が

休日当番でたくさん新型インフルの人を診させてい

ただきました｡

各県､ 今､ 地域医療再生計画を作っておられます

が､ 我々のところでも１本25億､ ２本で50億を国に

申請しているところでございます｡ その中でも医師

確保対策､ それから先ほどは防災ヘリの話をしまし

たが､ 医療用ヘリコプター､ これはドクターヘリで

すね｡ 病院間搬送だけじゃなくて､ 現場救急､ それ

から例えば逆搬送といいまして､ 治療後の人を乗せ

ることはできないかとか､ そういった多目的利用も

これから国にはお願いするところでございます｡

それぞれの拠点病院が､ 大体今､ 電子カルテになっ

ておりますので､ その電子カルテ同士を結び､ 患者

さんの情報のやりとりがスムーズにいけばというこ

とも計画いたしております｡

邉見先生にも出していただいたんですけども､ 各

地で地域医療を支えるような動きが､ 隠岐､ 雲南､

大田､ 益田等で起こっております｡
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どうしても若いドクターは大都市の､ 都会の大病

院への勤務志向がございますけれども､ 地域医療や

過疎地での医療に熱意を持たすような卒前・卒後教

育が非常に重要だと思っております｡

それから､ 今､ 医師が減少していく中で､ 病院間

での連携､ 役割分担､ そういったことも大事だと思っ

ております｡ 医師を招聘する､ そして育てていくと

ともに､ 機能分担､ 連携を図って､ 島根県の地域医

療が､ 今､ 危機的な状況にあるわけですけれども､

何とか乗り切り､ 充実の方向に向かえばと思ってやっ

ているところでございます｡

若干の成果は上げておりますけれども､ 医師が減っ

ていくと地域では悲鳴が聞こえておりますので､ 今

後も頑張っていこうと思っております｡ 長くなりま

したが､ 御清聴ありがとうございました｡

【河野座長】 どうもありがとうございました｡

【武田】 山形県医師会の武田と申します｡

私は､ 山形県立中央病院の脳外科をやっているも

ので､ 先生の話､ 大変感動しました｡

結局私たちも地域の偏在化というのがいろいろ問

題になっていまして､ それをどうやって是正するか

というのは一つ大事な問題なんですけども､ やはり

そこで一つ大事なのは行政ですね､ 県がしっかりと

その辺を認識して､ そしてちゃんと方向性を持って､

そしてリーダーシップをとっていかないと､ これか

らできないと思うんですけども､ 先生のように島根

県ではしっかりアイデアを持って働いている方がい

らっしゃるから非常にいいと思うんですけども､ 先

生が県の中で､ 言いにくいかもしれませんけど､ しっ

かりとそのアイデアを実現するような､ サポートす

るシステムというのが県の中に､ 人的にも､ システ

ム的にでもいいんですけども､ あるかどうかという

ことと､ そういうことを我々､ 山形県でもできれば

そういう形にしていきたいと思うんですけども､ な

かなかそういうサポートのシステムというのが､ 例

えば３年で県のお役人さんは替わってしまいますよ

ね｡

【木村】 はい､ そうですね｡

【武田】 そういうところがやはり､ サポーターと

すると弱みといいますか､ 県の行政の弱みじゃない

かと私は思うんですけども､ その辺､ 島根県ではど

うなってるか､ ちょっと教えていただきたい｡

【木村】 私は今､ この仕事７年目になりまして､

当初は一スタッフでございましたが､ ４年前に医療

対策課の中に内室をつくっていただいて､ そこで管

理職になりました｡ 今は医療企画監という名前で､

これは課長と同等の肩書になって､ ２人課長のよう

な形になっています｡ 私はいないことが多いので､

今､ 議会中ですけども､ なかなか議会対応とかも､

かつてやったことはあるんですけどできません｡ だ

から､ 僕のような立場の人間は､ いわゆる課長だと

か､ その場にいなきゃいけないような仕事をさせて

しまうと､ 難しいと思います｡ ですので､ 島根県が
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◆シンポジウム



こうやって困っているからお前好きに動け､ と言っ

たらちょっと語弊があるかもしれませんけど､ 課長

級というポストをいただいて自由に動けるというこ

とが１点です｡ もう１点は､ 実は私がこういう立場

になったのは､ 県立中央病院の当時の院長の提案で

して､ その院長は今､ 県立病院の事業管理者になっ

ておられます｡ その病院事業管理者には､ 地域医療

支援担当の参与になっていただきましたので､ 健康

福祉部と病院局のトップが非常に良好な関係になっ

ておりますし､ 小林病院長もいらっしゃいますけど､

大学病院とも非常に良い連携を持っていますので､

そういう意味では､ 私にとっては働きやすいような

状況をつくっていただいております｡

【武田】 ありがとうございました｡

先生方のような形でシステムをつくっていくのが

一番いい形だと思いますので､ 先生もぜひ頑張って

いただきたいと思います｡

【木村】 ありがとうございます｡

【武田】 私たちも､ 何かあったら教えていただき

たいと思いますので､ よろしくお願いします｡

【河野座長】 じゃあ､ どうぞ､ お願いします｡

【鈴木】 川崎市立井田病院の鈴木と申します｡ ど

うもいろいろ教えてもらってありがとうございまし

た｡

私は､ 個人的なことなんですけども､ 自分で自分

の年金が幾らかというのを市の当局に調べさせたこ

とがあるんですよ｡ そうしたら17万幾らだったんで

すね｡ それで､ 後期高齢者医療制度というのは批判

されてますよね｡ その批判の一つに年金からの天引

きってありますよね｡ あれは年金が18万以上の人が

天引きなんです｡ ですから私たちというか､ 私は天

引きもされないほど低いんですよ｡ それで頭にきて､

いや､ 島根でやるか､ どこかでやってやろうかなと

思って､ 長崎と島根の医者の給料を調べたのね｡ そ

したら何だ､ 今よりも安いぞ｡ こういうのはやっぱ

り､ モチベーションもいろいろあるんでしょうけど

も､ 財政的なものもあるんでしょうけども､ いろい

ろそういう難しいものはあるんでしょうけども､ 奨

学金を返さなくてもいいとかね､ いろいろもっと行

政の方に頑張ってもらって､ 住民の命がかかってる

わけですから､ もう少し頑張って､ 地方も頑張って

ほしい､ 国も頑張ってほしい､ みんなでやっぱり患

者さんを助ける意味で医療制度をきちんとさせてい

かなくちゃいけないんじゃないかなと､ そう思いま

す｡

【木村】 おっしゃるとおりだと思います｡ ありが

とうございます｡

【河野座長】 ありがとうございました｡

では､ ここらで会場をちょっと変えたいと思いま

す｡ また後ほど御意見をいただけたらと思っており

ます｡

じゃあ､ シンポジストの４名と三上先生､ ひとつ

よろしくお願いいたします｡

司会の不手際で､ 余り討論する時間がないのです

が､ 皆さん方､ ひとつ御協力のほどをよろしくお願

いいたします｡
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【河野座長】 本来なら５時30分までですけれども､

10分ほど延長させていただきまして､ いろいろと皆

さん方からの御意見をいただきたいと思っておりま

す｡

最初に､ コメンテーターの三上先生に全体的な今

までの話の内容からひとつお話を､ 御意見をいただ

けたらと思っております｡

三上先生､ よろしくお願いいたします｡

(三上常任理事のコメント)

【河野座長】 どうもありがとうございました｡

各部門のお話をずっと聞けばいいんですけれども､

時間もあんまりありませんので､ 全体を通じて御質

問等､ 御意見をいただければと思います｡ ひとつ挙

手をして発言していただきたいと思います｡

【武井】 静岡県の武井と申します｡

全体の先生にお聞きしたいのですけれども､ 今日

は余り浮き彫りにされなかったんですけれども､ 医

師不足の人数がどうのこうのって､ もうこれ､ 何年

も前から言っていることで､ 改めてそれを言うわけ

じゃないんですけれども､ その本質の中に､ いわゆ

る専門医・認定医制度と､ それから派遣機能という

問題について御意見をお伺いしたいんですけれども､

今､ 専門医制度というのが非常にいろんなところで

たくさんありまして､ しかもそれの訓練施設という

ものの認定､ これがどんどんいろんなところで制限

が加わっているんですね｡ そうしますと､ 今日見た

ような､ 例えば僻地部位にある病院に医師を派遣し

ようとしても､ 途中の過程にある先生ですと､ 要す

るに専門医訓練施設の途中の経過の人って､ それは

もう受験資格の中から落ちてきちゃうものですから､

そういうためにそういうところへは行かないという､

これが恐らく､ 例えば県内の中でも､ 松江と出雲に

は人は集まるけれども､ それ以外のところには人が

絶対に行かないという本質的な根本ではないかと僕

は思うんですけれども､ その辺のところはいかがお

考えでしょうか｡

【河野座長】 じゃあどなたか､ シンポジストの方｡

【日野】 僻地と言われる島根県西部でありますけ

ども､ 私たちのところでも､ この３年間に学会認定

の研修施設を約３倍以上にしたと思います｡ それは

どういうやり方をするかというと､ 一つは実際にい

るドクターに研修に行ってもらって専門医を取って､

あるいは指導医を取って認定施設になるということ

と､ もう一つは､ やはり大学の人事に依存をしてい

ますから､ そういう指導医の資格を持った人に来て

いただくことによって認定施設になっていくという

ことですね｡ それで､ それによって研修医を集める

ということが実際起きておりますので､ 先生がおっ

しゃるように認定施設が厳しくなっているというこ

とについて､ 特に外科系については､ 私も問題はあ

るとは思いますけれども､ それなりの対応の仕方は､

考えることはできるだろうと思います｡ 決してそれ

が良いとは言っておりませんが､ それなりに手の打

ちようがあるというふうに思っております｡

【熊倉】 専門医の問題というのは､ 恐らく今の日

本の医療､ あるいは医学､ 医学教育も含めて､ 大変

大きな問題だと思います｡ これは各学会が認定して

いるわけですけども､ それだけでいいかとか､ 欧米

と比べますと､ 日本の認定の仕方も多分違うと思い

ます｡ 先生のおっしゃったように､ 例えば地方で認

定を受けられる教育機関でなければ､ そこに人が確

かに行ってトレーニングできないという問題もあり､

敬遠する可能性も出てきますので､ そうではなくて､

やっぱりそういうふうなところでも､ 例えば専門医

の中でのプライマリー的なところが学べるというふ

うなことも含めて､ 少し交通整理をしていく必要が

― 174 ―

��������◆シンポジウム



あると考えます｡ これはすぐにはできないかと思い

ますが､ 全体でやはり議論していくべき問題であろ

うかなとは思っております｡

【河野座長】 どうもありがとうございました｡

それでは､ 次の方､ どうぞ｡

【三宅】 大阪府の三宅です｡

女性医師問題というのが討議されておりますけれ

ども､ 今後､ 今現在､ 医療崩壊がどんどん進んでお

る状態です｡ そして医師も今､ ものすごい不足して

いる中で女性医師がだんだん増えてくる｡ 今までの

女性医師問題の発言の中では､ ほとんどが女性医師

が働けるようにするためにどうするかということで

あったわけでありますが､ 妊娠､ 出産の間というの

はどうしても代替を持たないとやっていけない｡ 今､

医師が過重労働でどんどん辞めていっている状況の

中で､ こういう今17.何％の女性医師がやがて34％

になろうとしている､ ここに対する対策というのが

余りにもとれてない状態です｡ 医師を増加するといっ

ても､ 10年間は増加しないんです｡ その間に医療崩

壊がどうなってくるのか｡ 余りにもちょっと無関心

過ぎるような気がするわけでありますが､ 直接的に

この17％からどんどん上がっていく今の現状を取り

繕う方法というのがどこかにあるんでしょうか｡ そ

れがなければ､ これは非常に大きな問題になるとい

うことを認識していただきたい｡ 皆さんにちょっと

その対策があるかどうか､ お聞きしたいと思います

が｡

【河野座長】 コメンテーターの三上先生､ どうで

しょうか｡

【三上常任理事】 日医の勤務医担当として､ 三宅

先生にお答えしたいと思いますが､ これはなかなか

非常に難しい状況です｡ 今､ いわゆる医学部の定員

数を増やして､ これから徐々に医師の養成を増やす

にしても､ 当分時間がかかるわけで､ すぐには増え

ないということになります｡

従来は､ いわゆる女性医師が育休､ 産休に入った

場合には､ 大学人事の場合には､ その病院に大学の

いわゆる研究をしていて実際の臨床に携わっていな

い医師が派遣されているというふうな状況がかなり

多かったのではないか｡ いわゆる大学が派遣事業と

いうか､ そういった形でやっていたというのが現状

ですけども､ 現在は大学にも人が少なくなってきて

いるということで､ それがなかなかうまくいかない｡

日本医師会としては､ 女性医師バンクを活用しよう

と思っているわけですが､ これはまだまだ十分に活

用されていないともいえますが､ 徐々に増えてきて

おります｡

ただ､ 今後は､ あくまでも私見ですけれども､ 大

学にやはり人が集まるような形に少しさせていただ

いて､ いわゆる臨床に直接携わらない､ フリーの医

師と言ったらおかしいですけれども､ そういった形

でプールできる状況の中で人材派遣をしばらくやっ

ていただくということが必要ではないかと｡ 非常に

古い意見かもしれませんけど､ 個人的にはそういう

ふうに考えております｡

【三宅】 大学にプールする人員はどこから集める

んですか｡ 医師がいないんですよ､ 今｡

【三上常任理事】 大学に､ いわゆる若いドクター

が帰るインセンティブをつくっていくというふうな

ことです｡ ですから今､ 専門医研修とか､ そういっ

たものが市中病院で結構いわゆる後期研修として行

われているわけですけれども､ 大学でいわゆる後期

研修が盛んに行われるようになれば､ 以前のような

形で人材派遣機能が発揮できてくるんじゃないかと

いうふうに思います｡

【河野座長】 数多くありますけど､ それじゃあ｡

保坂 今のフロアからの御質問をお聞きしています

と､ 女性を医師にするのをやめろと言っているがご

とく聞こえました｡

今問題になっておりますのは､ これから､ 今､ 若

い女性医師が非常に増えておりまして､ その女性医

師が継続して勤務を続けられるようにしなければ､

医療崩壊はますます進むということを皆さんによく

考えていただいて､ 今､ 現場で働いている若い女性

医師が継続していけるようにしましょうということ

をお話ししていて､ 内田先生なんかも非常にそれを
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熱心にやっていらっしゃるところでございます｡ 手

品のように､ 魔法のように医師がどこかからわいて

くるということはあり得ないので､ 今､ 医学部の定

員を増やしておりますけれども､ そこまでの間､ 何

とかみんなで協力してやっていこうじゃないかとい

うしかないわけでございまして､ そこで余り否定的

なことは言っていただきたくないと思います｡

三上先生､ 今後ともよろしくお願いします｡

【河野座長】 本田先生､ どうぞ｡ ひとつよろしく｡

【本田】 それに関連して｡

いや､ だから私は前から医師が少ないと言ってき

たんですよ｡ というのは､ 三上先生は基本的に関係

ないんですけど､ やっぱり医師会がつい最近まで医

師の絶対数不足を認めなかったのは､ 結果的に物す

ごい罪が大きかったと思います､ 私は｡ 人口当たり

医師数が､ 世界の３分の２なんですね｡ しかも世界

一の高齢化社会で､ これから未曾有の高齢化社会に

なって医療需要が増えるのだから､ 私は最近メディ

アの人に､ 日本の医療というのは原爆が投下される

二､ 三日前の日本みたいなものなのだよと説明して

います｡ つまりそのぐらい厳しい状況になってしまっ

たという正確な状況認識がまず必要なんですよ｡ そ

のぐらい酷い状況なんですね､ 今現在は｡

それで私が提案しているのは､ 皆さまのおかげで

195名のサインがいただけましたけれども､ やはり

ちゃんと医療費を上げて､ 医師も増やしながら､ やっ

ぱりいい意味でチーム医療を推進するという観点で､

ナース・プラクティショナー､ フィジシャン・アシ

スタント､ そういう人もきちんと導入して､ 業務分

担も同時にしながらしないと､ 医師がいつまでもい

ろんな､ 電子カルテまで入力しながら医師を幾ら増

やしても意味がないわけですから､ みんなで心を合

わせる｡ ただし､ 危機的な状況だということを対外

的にも説明しないと､ モンスター・ペーシェントが

出てきたり､ それこそコンビニ受診が出るわけです

ね｡ ですから､ その危機的な状況だということをい

つまでも隠さないで､ もう原爆が落ちる二､ 三日前

なんだということをちゃんともっと我々が全部で､

｢欲しがりません､ 勝つまでは｣ みたいな気持ちに

なってやらないと､ とてももたないと､ そう思って

おります｡ ですから､ 簡単にはできませんけれども､

そのぐらい大変なんだという状況だけはきちんと一

般の方に伝える､ 政治家の方に伝える｡ 御協力､ ど

うもありがとうございました｡ また頑張ってまいり

ます｡

【河野座長】 貴重な御意見をありがとうございま

した｡

もう一方､ それじゃあ女性の方､ お願いしたいと

思います｡

【中川】 大阪から来ました､ 日本医師会の男女共

同参画の委員長をさせていただいております中川と

いいます｡

先ほど内田先生が島根県でのアンケート調査をおっ

しゃられたときに､ 復職後の女性医師を支援するた

めに何がいいのか､ 何が必要かというところで､ 女

性医師はやはりフレックスタイムとか､ そういう自

分が仕事をしていくために何が必要かということが

出てたと思うんです｡ それに対しまして男性医師は､

やはり人員整備ということで､ 医師をゆとりのある

ところで仕事をできるようにしないといけないとい

うことを言われたんですけれども､ それを考えてみ

ますと､ 女性は働きたいということの意思が出てて､

男性は､ 女性が抜けたときに､ それを誰かカバーす

る者が必要だということで､ 先ほど三宅先生がおっ

しゃったこととか､ それをどうしたらいいのかとい

うことを浮き彫りにしてると思います｡

今､ 本田先生も言われましたし､ 医師数は今すぐ

には増えません｡ そこで､ どういう形でそれをカバー

していくかということで､ 私は女性医師の立場でと

いうことなんですけど､ 女性と男性が､ 男性医師が

相対するというポジションではなくて､ 今日勤務医

委員会の池田先生が言われましたけれども､ 共生と

いうことで､ お互いに今の難局を乗り越えるために

一緒に協力していくということでしていっていただ

きたいなと思います｡

非常に限られた中での共生ということになります
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ので難しいですけれど､ そのためにこういう会があ

るし､ 女性医師､ 男女共同参画の方もそういう会を

もっておりますので､ そういう形で皆さんが協力し

ていただきたいなというように思いました｡

【錦織座長】 どうもありがとうございました｡

司会の不手際で時間がなくなってしまいました｡

ちょっとしり切れトンボでありますけれども､ 非常

に危機的な状況にあるということで､ あと島根宣言

(案) の討議をしていただきまして､ その後､ 懇親

会に移ります｡ そこの場で､ また引き続きいい知恵

が出るように御討議いただきたいというふうに思い

ます｡

どうも御協力ありがとうございました｡
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日本医師会の三上でございます｡ 今日は４人のシ

ンポジストの先生方から非常に有意義なお話を伺い

ました｡ ありがとうございました｡

全体を通じての感想というか､ コメントを申し上

げたいと思います｡

島根県は､ 46番目とおっしゃっていましたが､ 日

本でも非常に人口の少ない県として知られているわ

けで､ どちらかというと地方の代表のようなところ

ですけれども､ ４人の先生方のお話を聞きますと､

全体として､ 地方は地方で非常に頑張っておられる

なと､ やり方によってはなかなかうまくいくんでは

ないかという印象を受けました｡

最初に ｢地域医療の立場から｣ ということで､ 国

立病院機構浜田医療センターの院長の日野先生のお

話ですけれども､ ここではやはりいろんな問題があっ

て､ 医師数を､ 医師不足に関してはやはり定員の見

直しをしてほしいとか､ あるいは診療報酬の面で改

善してもらいたいとか､ あるいは患者の関係を改善

しなければならない､ 相互理解とか説明努力とか､

そういったものが要るのではないかというお話がご

ざいました｡

この中で､ 定員の見直しにつきましては､ 恐らく

16対１を例えば10対１にしろというような話なのか

もしれませんが､ これは看護師の７対１看護が導入

されたとき､ 偏在の顕在化というのが起こりまして､

強い､ 大きな病院に看護師が流れて､ 民間の中小病

院からかなり看護師が少なくなったということ､ 看

護師の確保が難しくなったというふうなことがござ

いますので､ この定員の見直しについては､ なかな

か単純にはいかないのではないかというふうに考え

ました｡

ただ､ 病院管理者のこういった医師不足に対する

対応､ 医師の過重労働に対する対応につきましては､

２番に無回答が出てきたのはちょっと意外でしたけ

れども､ 一番多かったのが複数担当医制の導入であ

るということで､ いわゆる勤務医の過重労働の軽減

には､ やはり主治医制を変えて担当医制､ 複数主治

医制というか､ 複数担当医制の導入というのが必要

であると｡ そのためには相当の勤務医を医療機関が

抱える必要があり､ それを担保できるような診療報

酬の改定が要るのではないかというふうに考えまし

た｡

それから､ 島根県は非常に横に細長い県で､ 東部

と西部が､ 全国でいいますと都市部と地方というふ

うな形で､ 東部が都市部､ 西部が地方という形なの

ですけれども､ それぞれ良いところも悪いところも

あって､ 結構勤務医の方々は満足度が高いというの

か､ 将来的にもずっと勤務医をやり続けたいという

方が多いということでした｡ それから忙しさについ

ても､ 西部は西部でそれなりに勤務を楽しんでおら

れるというか､ 満足されている部分があるので､ や

り方はいろいろあるのではないかと思いました｡

ただ､ 大学人事にほとんど頼っておられるという

ことで､ 今後はやはり大学の役割というのが非常に

大きいのではないか｡ 特に小さな医療機関につきま
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しては１人科長という部分が多いのではないかと思

いますが､ １人科長では交代ができないという部分

がありまして､ いざというときに非常に負担が大き

くなるので､ これはぜひ解消していただきたいと思

います｡

それから､ おもしろかったのは､ 勤務医が今不満

であると感じている中に住環境が悪いというのがご

ざいました｡ これは日本医師会の勤務医の健康の現

状と支援のあり方に関するアンケート調査結果の中

でも､ いわゆる住環境とか勤務環境､ 部屋がきれい

とか､ おいしいものがすぐ食べれるとか､ そういう

いろいろ環境を良くするということに対する希望が

非常に多かったということですので､ これは是非やっ

ていただきたいと思います｡

それから､ ２番目の ｢医育機関の立場から｣ とい

うことで､ 島根大学の熊倉先生のお話がございまし

た｡ 大学ということで､ 大学は大学の問題があると

いうことなのですが､ 島根大学ではDPCが導入さ

れているんだと思いますが､ 在院日数が短くなり､

手術数が多くなって勤務医が非常に疲弊していると

いう話がございました｡ それから日本の大学の教官

数は欧米に比べて10分の１ということで､ そういっ

た教育についても非常に手間がかかっていると｡ そ

れに対する評価があまりないというようなこともご

ざいました｡

現在､ 大学につきましては運営費交付金が徐々に､

何％か毎年減らされて非常に苦しんでいるわけです

が､ その分､ DPC等で手当てをしながら診療報酬､

健康保険の､ 医療保険の費用からそれを賄っていこ

うということで､ 相当大学の方も無理をしているわ

けです｡ こういったものは､ 診療報酬から教育費用

を支払うというのは本来筋違いの話ではないかとい

うふうに思いますので､ 私は運営費交付金の削減と

いうのを是非やめていただければいいのかなと思い

ました｡

それから､ 地域枠の問題が非常に興味深かったで

す｡ 地域枠というのは非常に有効なんだなと思いま

した｡ 特にアメリカのシアトルですか､ WWAMIプ

ロジェクトというのを紹介していただきましたが､

地域に愛情のある人であるとか､ 地域に密着した実

践的な地域医療の教育をするというふうなことで､

この地域枠というのは､ やり方によってはこういう

特に地方､ 過疎地等における医師の確保については

非常に有効な手段ではないかと思います｡

後で木村先生がお話しになりましたところでも､

地域に残る人というのは､ ８年前に高校に入学した

人が８年後の後期研修でも地元に残っているんだと

いうふうな話がありましたし､ 地域枠は今後の医師

確保については非常に大きなツールになるという感

じがいたしました｡

それから､ 新医師臨床研修制度が導入された際に

は､ 大学の医局の弊害を取り除くのだということで､

大学の人材派遣機能をかなり制約する形になったわ

けですが､ 私としては､ こういったものをある程度

復活するような必要があるのではないかというふう

に思います｡

続いて､ ３番目に女性医師の立場から内田先生の

お話がございました｡ この内田先生のお話は､ 特に

先ほどフロアからも質問があったと思うんですけど

も､ 内田先生が女性医師でありながらこういった形

の教授として陣頭で指揮をとっておられるというこ

とが､ この島根における女性医師の参画について非

常に効果を発揮している大きな要因ではないかと思

いました｡

それから､ 男性医師と女性医師､ それぞれに育休

とかいろんなことについて聞いておられますが､ 基

本的にはやはり女性医師の意見を尊重しながら､ 今

後やり方を進めていく必要があるんだろうとも思い

ます｡

それから､ ここに書いてあります文科省の地域医

療と社会的ニーズに対応した質の高い医療人養成推

進プロジェクト､ 女性医師・看護師の臨床現場の定

着及び復帰支援策､ しなやかな女性医療職を目指し

てというのをやっておられるのですが､ これは非常

にいいことだろうと思いますが､ このやり方も一定

の規模の医療機関でないとなかなかできないという
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ことで､ 今後は先生がお話しになりましたネットワー

クづくりで､ 規模の小さいところも含めて､ こういっ

たことに参加できるようなシステムが必要ではない

かというふうに思います｡

それから､ 在宅就労支援で､ 先生は放射線の先生

でございますけれども､ 遠隔画像診断システムでキャ

リアの継続のための､ リハビリじゃないですけども､

勉強を休みながらもできるというシステムをつくっ

ておられます｡ こういったやり方というのは非常に

良いかなと思いました｡

それから､ 女性医師の多い診療科というのは､ 本

日の午前中に､ 唐澤会長のパワーポイントで出まし

たように､ 産科､ 小児科､ それから麻酔科､ 皮膚科､

眼科といったものですけども､ 特に夜間の診療が必

要となる産科でありますとか小児科でありますとか､

あるいは緊急手術に対応しなければならない麻酔科

の先生方は､ 女性医師が非常に増えているというこ

とで､ 逆に医師不足が顕在化するというようなこと

が起こっているのかもしれないので､ そういった部

分について､ こういった内田先生のような試みとい

うのは､ 今後､ 進められるべきであろうと思います｡

それから､ 県行政の立場から最後に木村先生がお

話しになりました｡ ここで ｢呼ぶ｣ ｢育てる｣ ｢助け

る｣ という､ この３つのやり方というのは非常にお

もしろいなと思いました｡

特に､ 奨学金は高利にしてなるべく返してもらえ

ないようにするというのは､ なるほど､ そういうや

り方というのがあるんだなと感心いたしました｡

それから､ 先ほど言いましたように､ 研修後､ 残

る人たちはやはり出身県の方が多いということで､

地域枠は､ これから少し増やす方向で考えなければ

ならないかもしれないというふうに思います｡
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◆シンポジウム
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島根県医師会勤務医部会委員 � � � �



【総合司会 (佐藤副会長)】 次に､ 島根宣言採択

を行います｡

本日の資料としまして､ 島根宣言､ これは案でご

ざいますが､ 皆様にお配りをしております｡ ちょっ

と硬い紙をお配りしております｡

例年に倣いまして､ 対外広報の一環といたしまし

て､ 島根宣言の作成をいたしました｡ 本会勤務医部

会委員の岡田和悟から､ 宣言文を朗読いたします｡

岡田先生､ よろしくお願いします｡

なお､ この本宣言案につきましては､ 日本医師会

勤務医委員会の御助言をいただいて作成をしており

ますことを御報告いたします｡

【岡田委員】 それでは､ 読ませていただきます｡

【総合司会 (佐藤副会長)】 どうもありがとうご

ざいました｡

そこで､ ただいまの宣言の朗読がございましたが､

本日､ この協議会でこの宣言を採択するということ

と､ この宣言文の取り扱いは､ この本会と日本医師

会に一任するということを考えておりますが､ それ

でよろしゅうございますか｡ 御賛同でしたら拍手を

お願いいたします｡

[拍 手]

【総合司会 (佐藤副会長)】 ありがとうございま

した｡

それでは､ これで採択をさせていただきます｡

この宣言文の取り扱いにつきましては､ 日本医師

会と調整の上､ 進めていきますので､ よろしくお願

いします｡

以上をもちまして､ 本日の協議会を終了いたしま

す｡ 御協力ありがとうございました｡

閉会に当たりまして､ 島根県医師会副会長の沖田

瑛一より閉会のご挨拶を申し上げます｡
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◆島根宣言採択

� � � �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������



� � 17：30

島根県医師会副会長 � � � �



― 187 ―

◆閉 会 � �
島根県医師会副会長 � � � �

本日は､ 長時間にわたりまして熱心な御討議を賜

り､ お疲れさまでした｡

以上をもちまして､ 平成21年度全国医師会勤務医

部会連絡協議会を閉会いたします｡ どうも御協力あ

りがとうございました｡



������
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